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１．医療・介護等支援パッケージ（介護分野（介護事業所・施設のサービ

ス継続支援事業等））について 
 

（１）事業の早期執行について 

 「「強い経済」を実現する総合経済対策」（令和７年 11 月 21 日閣議決定）において、

「医療・介護等支援パッケージ」を緊急措置することとされ、それに基づき、令和７年

度補正予算において、「介護事業所等に対するサービス継続支援事業」及び「介護施設

等に対するサービス継続支援事業」の実施に必要な経費を計上している。 

 本事業は、介護分野が、物価上昇に直面する厳しい状況であることを踏まえ、国民の

いのちと暮らしを守り、安心して介護サービスを受けられる体制を整備するために緊急

措置されたものであり、早期の予算執行が重要であると考えている。 

 この点、「令和７年度補正予算案における「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善

支援事業」、「介護事業所等に対するサービス継続支援事業」及び「介護施設等に対す

るサービス継続支援事業」の早期予算化について（要請）」（令和７年 11 月 28 日事務

連絡）において、各都道府県における本事業の早期の予算化、早期の予算執行に係る協

力を依頼しており、各都道府県におかれては本事業の趣旨を踏まえ、早期執行に向けた

ご配慮をいただいたところであり、これまでのご協力に感謝を申し上げるとともに、引

き続き、早期執行に向けてご協力をお願いしたい。 

 

（２）今後のスケジュールについて（予定） 

 本事業の追加交付決定については、「介護事業所等及び介護施設等に対するサービス

継続支援事業に関する追加交付決定等について」（令和８年２月 16 日事務連絡）にお

いて方針をお示ししたとおり、各都道府県の申請受付状況を踏まえて行う予定としてお

り、第２回国庫補助協議のスケジュールは、以下を予定しているのでご協力願いたい。 

 

（国庫補助協議のスケジュール） 

 令和８年４月下旬頃  所要額調査 

 令和８年５月中旬頃  内示 

 令和８年５月下旬頃  交付申請書提出期限 

 令和８年６月中下旬  交付決定 

 

 なお、第３回国庫補助協議については、各都道府県の申請状況等を踏まえ検討するた

め、協議実施の有無について、別途連絡する予定である。 

 

（３）その他留意事項 

○ 繰越事務について 

 例年、厚生労働省大臣官房会計課から都道府県の国費事務担当者宛てに注意喚起

の事務連絡を発出しているところではあるが、繰越は、繰り越すべき額が国庫にあ

る状態ではじめて可能な手続きであり、自治体側で補助金を受け入れた場合、年度

内に執行しなければ、国庫に返納しなければならなくなるものである。そのため、

1



本事業の繰越を予定している都道府県におかれては、国費事務担当者とも連携を図

りながら、来年度に繰り越すべき額を受け入れないよう、ご留意願いたい。 

 

（参考） 

・「令和７年度予算の執行について」 

（令和８年２月 13 日厚生労働省大臣官房会計課予算総括班予算第三係長事務連絡） 

 

○ 本事業と重点支援地方交付金の双方の活用について 

 本事業は、介護サービスに特化したきめ細かく緊急的な継続支援として、介護事

業所・施設の経営状況の改善に向けた基盤を構築するものであり、地域の実情に応

じた物価高への対策としての支援である重点支援交付金とは事業趣旨が異なるた

め、本事業と重点支援地方交付金の両方を実施することが可能となっている。各都

道府県におかれては、本事業と重点支援地方交付の双方の枠組みを活用し、介護事

業所・施設に対する支援策の実施を積極的に検討願いたい。 
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２．訪問介護サービスの提供体制の確保について 

（１）令和７年度補正予算等について 

高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続けられるようにするためには、

訪問介護など在宅介護サービスの提供体制を安定的に確保していくことが重

要である。 

 

訪問介護サービスの担い手確保や経営の安定化に向けては、 

・ 令和６年度介護報酬改定において、他のサービスに比べ高い率の処遇改

善加算を措置したほか、 

・ 報酬改定以降も、処遇改善加算の取得要件の弾力化、物価高騰や賃上げ

に対応する支援や令和６年度補正予算等による訪問介護事業所向けの各種

支援 

などを講じてきたところであるが、依然として、人手不足や物価上昇などの

影響により、厳しい状況にあるものと認識している。 

 

 また、訪問介護の経営状況は、地域の特性や事業規模・事業形態等に応じ

て様々であり、今後は、地域におけるサービス供給の状況も踏まえつつ、高

齢化や人口減少のスピード、サービス需要の変化に応じたサービス提供体制

を地域の実情に応じて構築していくことが重要である。 

 

このため、令和７年度補正予算では、介護職員の賃上げ・職場環境改善に向

けた支援や、重点支援地方交付金に加えて、物価上昇の影響がある中でも介護

サービスを円滑に継続するため、訪問介護の移動に伴う経費等への支援（介護

事業所のサービス継続支援事業。項目１参照）のほか、都道府県・市町村が事

業所の規模・形態や地域の実情に応じた最適な支援策を柔軟に実施できるよう、

訪問介護等サービスの提供体制の確保に向けた総合対策（訪問介護等サービス

提供体制確保支援事業）を盛り込んだところである。 

 

訪問介護等サービス提供体制確保支援事業においては、令和６年度補正予算

で措置した経験年数が短いヘルパーへの同行支援やヘルパーの常勤化への支

援、協働化・大規模化の取組支援など、事業所規模や地域の特性に合わせた支

援を行うほか、都市部・地方部それぞれの課題に応じた下記の支援策を新たに

盛り込んでいるので、各都道府県及び市町村におかれては、管内全域の状況を

丁寧に把握した上で、地域の実情に応じた支援策を積極的に活用いただくよう

お願いする。 

なお、これらの支援策は、令和８年度当初予算案における地域医療介護総合

確保基金のメニューにも同様の支援策を盛り込んでいるので、併せて、活用を

検討されたい。  
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○ 訪問介護におけるタスクシェア・タスクシフトを推進するため、都道府県

等が行う訪問介護事業所と地域の多様なリソースとの協働モデルの構築や

業務の役割分担ルールの策定等の支援 

○ 訪問介護事業所が存在しない中山間地域等に所在する通所介護事業所等

の役割の多機能化（訪問機能の追加）を推進するため、訪問機能の導入に向

けた伴走支援や初期費用の助成、導入後の一定期間の支援 

○ 中山間地域等において、地域の需要に応じた柔軟な人員配置が可能なサテ

ライト（出張所）の設置を促進するため、サテライトの設置に向けた伴走支

援や初期費用の助成、設置後の一定期間の支援 

 

また、中山間地域などでは、利用者の事情による突然のキャンセルや利用者

宅への移動にかかる負担が大きく、また、高齢者人口の減少に伴うサービス需

要の縮小、季節による繁閑の激しさ等から、年間を通じた安定的な経営が難し

く、サービス基盤の維持にあたっての課題となっている。 

 

このため、令和７年 12 月 25 日に社会保障審議会介護保険部会においてとり

まとめられた「介護保険制度の見直しに関する意見」では、「特例介護サービス

の新たな類型の枠組みにおいて、安定的な経営を行うための仕組みとして、例

えば、訪問介護について、現行のサービス提供回数に応じた出来高報酬と別途、

包括的な評価（月単位の定額払い）を選択可能とすることが適当である」とさ

れたところである。 

 

厚生労働省においては、今後、こうした内容を十分に踏まえつつ、制度見直

しの内容の具体化を図り、希望する自治体が、第 10 期介護保険事業（支援）

計画期間中に包括的な評価の仕組みを実施可能とすることを目指し、必要な対

応を進めていくこととしている。各都道府県及び市町村においても、その動向

については注視されたい。 

 

（２）ホームヘルパーの魅力発信のための広報事業について  

訪問介護については、人材の確保が重要な課題である中、就労希望が少ない

理由として、「一人で利用者宅に訪問してケアを提供することに対する不安が

大きい」といった点に加え、「サービス内容ややりがいを伝える機会が少ない」

といった点が多くあげられている。 

 

こうした状況を踏まえ、令和６年度補正予算等を活用して、経験年数が短い

ヘルパーへの同行支援の強化への支援を行うとともに、令和７年度においては、

厚生労働省の委託事業により、ホームヘルパーの魅力を伝えるためのツールと

して、ポスター、リーフレット・パンフレット、動画や漫画など多様な広報資

材を作成し、厚生労働省のホームページに掲載したところである。 
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これらの広報資材は、介護に知見を有する者だけでなく、学生などの若年層

や、転職を検討しているミドルエイジ層やアクティブシニア層も念頭に置き、

訪問介護の基本的な業務内容や働き方、ホームヘルパーの専門性やキャリアパ

ス等について、現役のホームヘルパーの声も反映しながら、まとめたものとな

っている。 

 

各都道府県・市町村におかれては、管内の訪問介護事業者や学校、福祉人材

センター、ハローワーク等に幅広く周知いただくとともに、自治体が実施する

介護職員の採用イベント等においても、積極的にご活用いただくようお願いす

る。 

 

○ホームヘルパーの魅力発信のための広報事業 

https://www.mhlw.go.jp/home_helper/ 
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【令和７年度補正予算関係（支援事業の例）】 

○  医療・介護等支援パッケージ（介護分野） 
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・
介
護
等
支
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ッ
ケ
ー
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介
護
分
野
）

①
施
策
の
目
的

③
施
策
の
概
要

④
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ロ
セ
ス
を
含
む
）

○
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介
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・
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者
の
介
護
職
員
に
対
し
て
月
0
.5
万
円
を
上
乗
せ
。

・
併
せ
て
、
介
護
職
員
の
職
場
環
境
改
善
を
支
援
。
人
件
費
に
充
て
た
場
合
、
介
護

職
員
に
対
し
て
月
0.
4万
円
の
賃
上
げ
に
相
当
。

※
い
ず
れ
も
半
年
分

ア
介
護
分
野
の
職
員
の
賃
上
げ
・

職
場
環
境
改
善
支
援
事
業

1
,9
20
億
円

・
経
験
年
数
が
短
い
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
へ
の
同
行
支
援
や
、
中
山
間
地
域
等
に

お
け
る
通
所
介
護
事
業
所
の
訪
問
機
能
追
加
、
訪
問
介
護
事
業
所
の
サ
テ
ラ
イ

ト
（出
張
所
）
の
設
置
、
居
宅
介
護
支
援
（
ケ
ア
マ
ネ
）事
業
所
の
人
材
確
保
、
シ
ャ

ド
ウ
ワ
ー
ク
等
の
業
務
負
担
軽
減
、
協
働
化
等
を
支
援
。

・
物
価
上
昇
の
影
響
が
あ
る
中
で
も
、
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
円
滑
に
継
続
で

き
る
よ
う
、
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
の
訪
問
・
送
迎
に
必
要
な
経
費
、
災
害
発
生
時
に

必
要
な
設
備
・備
品
、
介
護
保
険
施
設
の
食
料
品
の
購
入
費
等
を
支
援
。

※
こ
の
他
、
施
設
の
大
規
模
修
繕
等
に
対
す
る
支
援
を
実
施

イ
介
護
事
業
所
・
施
設
の

サ
ー
ビ
ス
継
続
支
援
事
業

51
0
億
円

22
0億
円

エ
訪
問
介
護
・
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

提
供
体
制
確
保
支
援
事
業

71
億
円

【
○
「
医
療
・
介
護
等
支
援
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
（
介
護
等
分
野
）
】
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○  訪問介護等サービス提供体制確保支援事業 

 

  

訪
問
介
護
等
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
確
保
支
援
事
業
の
概
要

令
和
7
年
度
補
正
予
算
額

5
6
.4
億
円

○
都
道
府
県
・
市
区
町
村
が
事
業
所
の
規
模
・
形
態
や
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
最
適
な
支
援
策
を
柔
軟
に
実
施
で
き
る
よ
う
、
訪
問
介
護
等
サ
ー
ビ
ス

提
供
体
制
の
確
保
に
向
け
た
総
合
対
策
を
行
う
。

人
材
確
保
体
制
構
築
支
援

経
営
改
善
支
援

（
支
援
内
容
（
例
）
）

○
事
業
所
に
お
け
る
研
修
体
系
の
構
築
や
環
境
づ
く
り
の
支
援
に
よ
り
、

安
心
し
て
働
け
る
職
場
環
境
を
整
備

◆
中
山
間
・
離
島
等
地
域
に
お
け
る
採
用
活
動
の
経
費
を
支
援
し
、
地
域

外
の
求
職
者
に
対
す
る
採
用
機
会
を
拡
大

◆
経
験
年
数
が
短
い
ヘ
ル
パ
ー
へ
の
同
行
支
援
に
係
る
取
組
を
支
援
し
、

ベ
テ
ラ
ン
ヘ
ル
パ
ー
の
技
術
を
継
承

（
支
援
内
容
（
例
）
）

○
臨
時
的
な
事
務
員
の
雇
用
や
コ
ン
サ
ル
活
用
に
よ
る
支
援
を
通
じ
て
、

加
算
制
度
の
活
用
等
を
促
進

○
登
録
ヘ
ル
パ
ー
が
常
勤
職
員
と
し
て
の
雇
用
を
希
望
す
る
場
合
、
必
要

な
経
費
を
支
援
し
、
常
勤
化
を
促
進

◆
協
働
化
・
大
規
模
化
の
取
組
を
支
援
し
、
地
域
の
状
況
や
事
業
規
模
を

踏
ま
え
た
事
業
者
間
の
連
携
を
促
進

＜
補
助
率
＞

実
施
主
体
：
都
道
府
県
、
市
区
町
村

補
助
率

：
国
２
／
３
、
自
治
体
１
／
３
（
地
財
要
求
）

（
※
）
中
山
間
・
離
島
等
地
域
に
お
け
る
取
組
（
◆
）
は
、
事
業
規
模
や
地

域
特
有
の
コ
ス
ト
増
を
踏
ま
え
、
一
部
取
組
の
補
助
率
を
か
さ
上
げ

⇒
国
３
／
４
、
自
治
体
１
／
４
（
地
財
要
求
）

＜
事
業
規
模
（
イ
メ
ー
ジ
）
＞

予
算
案

：
56
億
円
（
国
費
ベ
ー
ス
）

給
付
費

：
約
1
.2
兆
円
（
年
額
）

地
域
の
体
制
づ
く
り
支
援

（
支
援
内
容
）

○
地
域
の
多
様
な
リ
ソ
ー
ス
の
活
用
に
よ
り
訪
問
介
護
に
お
け
る
タ
ス
ク

シ
ェ
ア
・
タ
ス
ク
シ
フ
ト
を
推
進
し
、
ヘ
ル
パ
ー
の
負
担
を
軽
減

◆
中
山
間
・
離
島
等
地
域
に
お
け
る
通
所
介
護
事
業
所
等
の
役
割
の
多
機

能
化
（
訪
問
機
能
の
追
加
）
を
推
進

◆
中
山
間
・
離
島
等
地
域
に
お
け
る
訪
問
介
護
の
サ
テ
ラ
イ
ト
（
出
張

所
）
の
設
置
を
推
進

新
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○  地域の体制づくり支援事業（訪問介護におけるタスクシェア・タスクシフ

トの推進支援） 
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○  地域の体制づくり支援事業（通所介護事業所等の多機能化（訪問機能の追

加）の推進支援） 
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○  地域の体制づくり支援事業（訪問介護事業所のサテライト（出張所）設置

の推進支援） 
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○ ホームヘルパーの魅力発信のための広報事業 
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３．介護支援専門員（ケアマネジャー）に関する取組について 

 

（１）介護支援専門員に関する制度改正について 

 団塊の世代が全て後期高齢者となり、複合的な課題を抱える世帯の増加等が見込まれる

とともに、世帯構成の変化に伴い頼れる身寄りがいない高齢者等の増加も見込まれる中、

介護支援専門員の役割の重要性は増大している一方で、その従事者数は横ばい・減少傾向

にあり、将来的な人材確保が課題となっている。このような中で、令和６年 12 月に取り

まとめられた、「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」中間整理等を踏まえ、

社会保障審議会介護保険部会においても議論を重ね、令和７年 12 月 25 日にとりまとめら

れた同部会の意見書において、介護支援専門員やケアマネジメントに関する見直しの方針

が示されたところ。 

本意見書において、①介護支援専門員の資格要件の見直し、②介護支援専門員の業務の

在り方の整理・地域ケア会議の活用促進、③介護支援専門員の更新制・法定研修の見直

し、④主任介護支援専門員の位置付けの明確化、⑤介護予防支援・介護予防ケアマネジメ

ントの在り方の見直し、⑥有料老人ホームに係る新たな相談支援の類型等について記載さ

れている。当該意見書を踏まえて、具体的には以下の制度改正を検討しているところであ

り、御承知おきいただきたい。 

 

①介護支援専門員の資格要件の見直し 

 介護支援専門員は、保健・医療・福祉に関する法定資格に基づく業務又は一定の相談

援助業務に従事した期間が通算して５年以上である者が、介護支援専門員実務研修受講

試験を受験し、合格後の介護支援専門員実務研修を修了することにより、介護支援専門

員証の交付を受けて資格を取得することができるところ。 

  前述のとおり、複合的な課題を抱える世帯の増加や介護支援専門員の担い手が急激に

減少していくことが見込まれることなどを踏まえ、介護支援専門員の新規入職を促進す

るとともに、医療・介護の連携の要として多様な背景を持つ者の参入を促進する観点か

ら、受験対象である国家資格の範囲について拡充するとともに、実務経験年数の短縮を

行う予定である。 

具体的には、受験対象である国家資格について、診療放射線技師、臨床検査技師、臨

床工学技士、救急救命士、公認心理師を追加するとともに、受験要件である５年の実務

経験年数について、３年に見直すことを予定しており、見直しの時期を含めた具体的な

取扱いについては、今後、省令において示す予定。 

 

 ②介護支援専門員の業務の在り方の整理・地域ケア会議の活用促進 

  介護支援専門員の業務は、ケアプランの作成のほか、利用者と直接関わるアセスメン

トやモニタリング等の業務、事務的な性質を有する給付管理等の業務など、様々な業務

が存在しているほか、検討会の中間整理等でも指摘されているように、頼れる身寄りの

ない高齢者等への生活課題について、地域の適切なつなぎ先が明確化されていないこと

などにより、ゴミ出し、通院時等の送迎、死後事務といった業務を、法定外業務（いわ

ゆるシャドウワーク）として実施せざるを得ないケースも一定数生じているところ。 

  このため、介護支援専門員が、その専門性を一層発揮できるような環境を整備する観

点から、個々の利用者に対するケアマネジメント業務に注力できるようにすることが重

要であり、法定業務の中でも、ケアプラン作成等業務については、ケアプランデータ連
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携システム等のＩＣＴの活用による効率化をより一層推進するとともに、給付管理を始

めとする事務的な業務については、ケアマネジャーに求められる役割との関係等も踏ま

えて、生産性向上や適切な業務分担のための環境整備等を推進することが必要である。 

  さらに、頼れる身寄りがいない高齢者等への生活課題への対応として、基本的には市

町村が主体となって関係者を含めて地域全体で対応を協議し、必要に応じて社会資源の

創出を図るなど、利用者への切れ目のない支援が提供される地域づくりを推進すること

が重要であり、各市町村における地域ケア会議の活用を更に推進し、実効的な課題解決

につながるような取組を推進することが必要である。こうした観点から、国において

は、必要な制度改正の検討や、自治体への支援策の準備を進めているところであり（項

目５（１）参照）、こうした状況を注視いただきつつ、市町村における実効的な議論が

図られるよう、必要な準備を進めていただきたい。 

 

 ③ケアマネジャーの更新制・法定研修の見直し 

  ケアマネジャーの更新研修は、定期的な研修の機会を通じて、専門知識の向上を図る

ために重要であるが、資格の更新と研修受講との紐付けが受講者にとって負担となり、

更新の有効期間切れを機に退職するという声もあったところ。 

  このため、上述の介護保険部会の意見書も踏まえて、 

・ 定期的な研修受講は引き続き義務として求めつつ、受講を要件とした資格の更新制

は廃止する（主任介護支援専門員についても同様） 

・ 研修受講の負担軽減のため、分割受講等の柔軟に受講できる環境整備を行う 

 ・ 研修受講の担保については、介護支援専門員本人のみでなく、介護支援専門員を雇

用する事業者に対しても、必要な履行確保措置を講ずる（現に介護支援専門員の業務

に従事していない者については、研修受講義務の対象外とする） 

といった方向で、見直しの検討を行っているところ。 

こうした見直しに係る具体的な内容や運用については、今後お示しする予定である

が、制度改正後の法定研修の実施方法の周知や、その履行確保にあたっては、研修実施

者である各都道府県のご協力をお願いすることになるので、ご承知おきいただきたい。 

 

 ④主任介護支援専門員の位置付けの明確化 

   主任介護支援専門員について、居宅介護支援事業所又は地域の介護支援専門員の活動

に対する援助及び協力を行うとともに、居宅介護支援事業者、包括的支援事業を行う

者、介護サービスや他の保健・医療・福祉サービスを提供する者等の地域の関係者との

連絡調整の中心的な役割を果たす者として、その位置付けを法令上明確化することを検

討している。こうした内容とあわせて、居宅介護支援事業所の管理者要件（居宅介護支

援事業所の管理者は原則主任介護支援専門員とすること）について、介護給付費分科会

で検討していく予定であり、こうした状況について、御承知おきいただきたい。 

 

 ⑤介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの在り方の見直し 

    介護予防ケアマネジメントの実施件数のうち約４割は地域包括支援センターから居宅

介護支援事業所への一部委託であるところ、地域包括支援センターの更なる業務負担軽

減や、居宅介護支援事業所における円滑なケアマネジメントを促進する観点から、利用

者の属性を問わず、介護予防ケアマネジメントについても居宅介護支援事業所による直

接実施を可能とすることを検討している。 
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  あわせて、介護予防支援については、介護予防ケアマネジメントにおけるケアマネジ

メントプロセスの効率化等を踏まえ、今後、介護予防支援のプロセスについても効率的

な実施に向けた検討を行うこととしており、こうした状況について、御承知おきいただ

きたい。 

 

⑥有料老人ホームに係る新たな相談支援の類型 

 有料老人ホームは、高齢者の多様な生活ニーズに対応する受け皿としての重要性が高

まる一方で、入居者に対して、本人のニーズに必ずしも応じたものではないケアプラン

に基づく過剰な介護サービスの提供といった、いわゆる「囲い込み」の問題の存在が指

摘されているところ。 

 介護保険部会の意見書を踏まえ、有料老人ホームに係る制度改正として、今般、登録

制の導入の検討と併せて、ケアマネジメントの独立性確保や相談支援の機能強化の観点

から、当該登録制の対象となる有料老人ホームの入居者に係るケアプラン作成と地域の

生活相談のニーズに対応する新たな相談支援の類型について、居宅介護支援・介護予防

支援とは別途、創設することを検討しているところ。  

 これにより、新たな相談支援の類型の事業者が入居者の生活に関わる様々な情報を入

手することが可能となり、ケアプランの作成等において有料老人ホームと対等な立場

でやりとりがしやすくなることで、いわゆる「囲い込み」対策にも資すると考えてい

る。 

 この新たな相談支援の類型については、意見書において、ケアプラン作成を含めて利

用者負担の対象としている特定施設入居者生活介護等との均衡の観点から、定率(原則

１割)の利用者負担を求めることを検討している。 

詳細な制度設計等については、今後、随時お示しする予定であるが、こうした状況に

ついて、御承知おきいただきたい。 
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（２）介護支援専門員の法定研修等 

（１）で記載したとおり、今後、介護支援専門員の法定研修については、研修受講の負

担軽減のため、分割受講等の柔軟に受講できる環境整備等を行うこととしている。 

また、令和６年末にとりまとめられた「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討

会」中間整理においても、全国統一的な実施が望ましい科目について、国レベルで一元的

に作成する方策やオンライン受講の推進など、研修の質の確保や受講者の負担を大幅に軽

減する方策について検討すること等について盛り込まれたことから、令和７年度補正予算

において、ケアマネジャーの研修教材等の作成やオンライン受講の推進を行う事業を計上

しているところであり、令和８年度中に研修教材等を作成する予定である。（資料１） 

研修見直し後の運用等については今後検討し、お示ししていくことになるが、各都道府

県におかれても、まずは、既存の制度の中で、できる限りの受講負担の軽減に努めていた

だきたい。 

経済的負担の軽減については、地域医療介護総合確保基金において、研修を実施するた

めに必要な経費を支援することで受講料の軽減につなげるためのメニューを設けている

（資料２）。また、法定研修について、教育訓練給付金の支給対象講座（※）として厚生

労働大臣の指定を受けることにより、受講者は当該講座を受講し修了した場合、支払った

受講料の一部の支給を受けることができる（資料３）。とりわけこれらの支援策が活用さ

れていない各都道府県におかれては、積極的な活用をご検討いただき、介護支援専門員の

負担軽減及び人材確保に努めて頂きたい。（資料４）なお、専門研修については、これま

で教育訓練給付金の講座指定の対象外となっていたところ、令和７年 10 月指定分（令和

７年４月申請）から対象となったことについても留意されたい。併せて、介護支援専門員

が業務に従事するにあたって必要となる更新研修を含む法定研修については、業務時間と

して位置づけていない事業者も一定数存在するものと承知しており、こうした事業者に対

して、更新研修等、参加することが業務上位置づけられている研修については、労働時間

として扱うよう、管内事業者への周知をお願いしたい。 

また、在宅での研修の受講を含め研修を受けやすい環境を推進することも急務である。

これまで、厚生労働省では研修のオンライン化を推進するため、通信教材や「介護支援専

門員研修オンライン実施の手引き」を作成し、周知してきたところである。また、「「デ

ジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」を踏まえた各種規定の取扱い

について（令和５年３月 31 日付事務連絡）」において、研修の受講だけでなく、受講の

申込みや修了証等の発行等の研修に係る手続きについて、ICT 等を活用してオンラインで

実施することが可能である旨を周知したところであり、引き続き在宅等での環境での研修

を受講しやすい環境の整備に努めていただきたい。 

更に、研修開催日程や開催期間、定員等の設定に当たっては、管内の受講希望者数を把

握しつつ、定員枠を拡大する、選択的な受講が可能となるよう各講義を個別開催とする

等、現任の介護支援専門員として事業所に従事している者が受講しやすくすることで、受

講希望者の受講機会の確保に努めていただくようお願いする。 

加えて、都道府県は、研修の実施主体として、研修の質の確保に向けた研修の見直し等

を行うこと等が重要であるとされているが、令和６年末にとりまとめられた「ケアマネジ

メントに係る諸課題に関する検討会 中間整理」では、都道府県に置かれている研修向上

委員会等の取組が非常に重要である一方で、中立性や透明性の確保について課題があると

の指摘があった。各都道府県におかれては、研修向上委員会を適切に活用して、研修の企

画、実施、評価と、評価に基づく改善といった研修実施の PDCA サイクルを構築し、更な
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る効率的・効果的な研修の実施方策をご検討いただくなど、研修の質の確保に向けた一層

の取組をお願いする。 

 

 
※ 介護分野における教育訓練給付金の対象となる研修等 

特定一般教育訓練給付金：➀ 

一般教育訓練給付金  ：➀➁ 

➀介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 69 条の２第１項に定める介護支援専門員実務研修、同

法第 69 条の７第２項の厚生労働省令で定めるところにより行う研修、同法第 69 条の８第２項本

文に定める更新研修及び同項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより行う研修、介護保険

法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）第 140 条の 68 第１項第１号に定める主任介護支援専

門員研修及び同項第２号に定める主任介護支援専門員更新研修となる。 

➁その他の訓練（介護支援専門員実務研修受講試験の試験対策講座等）で、以下の期間及び時間数

を満たすもの。 

通学制：教育訓練期間が１か月以上１年以内であり、かつ教育訓練時間が 50 時間以上 

通信制：教育訓練期間が３か月以上１年以内  
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次の類型ごとに設定される指定基準を満たす教育訓練を、厚生労働大臣による指定の対象としています。

教育訓練給付金の主な指定基準について

講座実績（過去3か年度のいずれかの年度について、
以下を満たすこと）

教育訓練の期間類型

入講者の受験率80％以上
合格率が全国平均以上
就職・在職率80％以上

○原則、１年以上３年以内であり、かつ当該資格の取得に必要な最短期間
（最短の養成期間が３年の場合は、４年の養成課程も対象）

業務独占資格又は名称独占資格に係るいわゆる養成
施設の課程

専
門
実
践

就職・在職率80％以上

○職業実践専門課程：２年
○キャリア形成促進プログラム
・専門課程：１年以上２年未満
・特別の課程（履修証明プログラム）：120時間以上かつ２年未満

専門学校の職業実践専門課程及びキャリア形成促進
プログラム

専門職大学院の専門職学位課程及び外国の大学院の学位を取得するための課程
就職・在職率80％以上（法科大学院は全受験者の平均合
格率以上)
直近の認証評価（機関別評価及び分野別評価）で適合相当
最新の入学定員に占める定員充足率60％以上

○２年以内
（資格取得につながるものは、３年以内であり、かつ取得に必要な最短期間）

専門職大学院の専門職学位課程
例）教職大学院、法科大学院 等

就職・在職率80％以上
経営管理に関する国際認証の取得 等

外国の大学院の経営管理に関する学位課程

就職・在職率80％以上（大学院における正規課程）
就職・在職率80%以上 及び
最新の入学定員に占める定員充足率60％以上

○正規の課程：１年以上２年以内
○特別の課程（履修証明プログラム）：120時間以上かつ２年以内

大学等の職業実践力育成プログラム

第四次産業革命スキル習得講座等の課程

就職・在職率80％以上

30時間以上かつ２年以内

第四次産業革命スキル習得講座
（IT分野：ITスキル標準レベル3以上、IT利活用
分野：ITスキル標準レベル４相当）

入講者の受験率80％以上
合格率が全国平均以上
就職・在職率80％以上

一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得
を目標とする課程（ITスキル標準レベル3以上）

就職・在職率80％以上
認証評価（機関別評価及び分野別評価）で適合相当
最新の入学定員に占める定員充足率60％以上

○専門職大学の正規の課程及び大学の専門職学科の課程：４年以内
○専門職短期大学の正規の課程及び短期大学の専門職学科の課程：３年以内

専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の課程

入講者の受験率80％以上
合格率が全国平均以上
就職・在職率80％以上

○通学制：１か月以上１年以内であり、かつ時間が50時間以上
○通信制：３か月以上１年以内
○養成課程：３年以内かつ訓練期間及び時間の下限を適用しないこと

業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格に係
るいわゆる養成施設の課程又はこれらの資格の取得
を訓練目標とする課程

特
定
一
般

入講者の受験率80％以上
合格率が全国平均以上
就職・在職率80％以上

○通学制：１か月以上１年以内であり、かつ時間が50時間以上
○通信制：３か月以上１年以内

一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を
目標とする課程（ITスキル標準レベル２）

就職・在職率80％以上
○通学制：１か月以上１年以内であり、かつ時間が60時間以上
○通信制：３か月以上１年以内

短時間の職業実践力育成プログラム及びキャリア形
成促進プログラム

入講者の受験率80％以上
合格率が全国平均以上
就職・在職率80％以上

○通学制：１か月以上１年以内であり、かつ時間が50時間以上
○通信制：３か月以上１年以内

職業能力評価制度（技能検定又は団体等検定）の合
格を目標とする課程

修了者に占める目標資格の受験者の割合50％以上
全国平均の合格率の80％以上の合格率

○通学制：１か月以上１年以内であり、かつ時間が50時間以上
○通信制：３か月以上１年以内公的職業資格又は修士若しくは博士の学位等の取得

を訓練目標とするもの
一
般

○養成課程：３年以内かつ訓練期間及び時間の下限を適用しないこと、取得に必要な
最短期間であること

○大学院修士・博士課程：3年以内

修了者に占める目標資格の受験者の割合50％以上
全国平均の合格率の80％以上の合格率

○通学制：１か月以上１年以内であり、かつ時間が50時間以上
○通信制：３か月以上１年以内

上記に準じ、訓練目標が明確であり、訓練効果の客
観的な測定が可能なもの（民間職業資格の取得を訓
練目標とするもの等）
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主任介護支援
専門員更新研修

主任介護支援
専門員研修

更新研修
(経験者【2回目以降】)

更新研修
(経験者【初回】)

更新研修
（未経験者）

再研修専門研修（Ⅱ）専門研修（Ⅰ）実務研修都道府県名

43,000円57,000円26,000円59,000円53,350円53,350円26,000円33,000円76,950円北海道
（※５）37,000円（※５）39,500円（※５）14,500円（※５）34,000円（※５）26,000円（※５）26,000円（※５）14,500円（※５）19,500円（※５）38,000円青森県

25,300円38,300円26,080円53,060円43,700円43,700円26,080円26,980円52,600円岩手県
33,000円42,000円22,400円53,900円31,500円31,500円22,400円31,500円46,800円宮城県
34,400円34,400円20,500円39,780円31,800円31,800円20,500円20,280円57,140円秋田県
28,900円41,400円19,180円49,460円34,780円34,780円19,180円30,280円57,780円山形県
36,400円50,400円23,180円56,460円39,800円39,800円23,180円33,280円54,800円福島県
35,200円54,450円27,000円66,200円43,800円43,800円27,000円39,200円62,000円茨城県

（※５）34,000円（※５）49,000円（※５）26,000円（※５）65,000円（※５）32,000円（※５）32,000円（※５）26,000円（※５）39,000円（※５）51,000円栃木県
41,400円51,400円26,400円64,680円43,780円43,780円26,400円38,280円58,780円群馬県
46,000円49,000円32,000円75,000円42,000円42,000円32,000円43,000円60,000円埼玉県
47,400円57,400円32,400円75,680円50,800円50,800円32,400円43,280円77,800円千葉県
38,000円52,600円23,800円58,300円28,500円28,500円23,800円34,500円44,600円東京都
40,700円50,900円32,200円75,420円42,700円42,700円32,200円43,220円60,390円神奈川県
40,000円48,000円27,000円71,000円42,000円42,000円27,000円44,000円59,000円新潟県

（※５）28,000円（※５）44,000円－（※３）（※５）46,000円（※５）25,000円（※５）25,000円（※５）19,000円（※５）27,000円（※５）40,000円富山県
40,400円47,400円16,180円44,460円36,800円36,800円16,180円28,280円52,800円石川県
39,000円55,000円29,180円67,460円38,800円38,800円29,180円38,280円59,540円福井県
45,400円54,400円－（※３）－（※３）38,000円38,000円20,000円35,000円53,000円山梨県
56,400円47,200円18,340円52,400円41,600円41,600円18,340円34,060円59,400円長野県
43,000円60,900円24,400円61,700円41,000円41,000円24,400円37,300円68,300円岐阜県

（※５）40,000円（※５）50,000円31,400円68,800円48,850円48,850円31,400円37,400円66,100円静岡県
60,500円66,000円32,780円76,260円45,400円45,400円32,780円43,480円68,400円愛知県
24,400円34,800円－（※３）－（※３）42,800円42,800円29,800円40,880円59,780円三重県
26,260円38,000円19,540円51,700円37,180円37,180円19,540円32,160円54,460円滋賀県
44,990円57,400円37,400円83,680円43,880円43,880円－（※３）－（※３）63,780円京都府
36,500円56,300円30,800円73,750円47,070円47,070円30,800円42,950円73,780円大阪府
39,500円57,000円21,400円61,900円32,640円32,640円21,400円40,500円66,440円兵庫県

（※４）44,400円
（40,400円）

（※４）51,400円
（45,400円）

24,000円61,000円40,000円40,000円24,000円37,000円59,000円奈良県

44,500円66,000円28,500円69,000円44,500円44,500円28,500円40,500円65,500円和歌山県
30,400円40,000円22,400円59,680円36,780円36,780円－（※３）37,280円52,780円鳥取県
24,160円24,400円14,160円31,200円16,800円16,800円14,160円17,040円22,780円島根県
27,060円39,360円16,460円42,320円30,700円30,700円16,460円25,860円44,200円岡山県
42,400円62,000円28,400円67,680円44,800円44,800円28,400円39,280円71,800円広島県
40,000円50,000円26,400円61,680円35,500円35,500円26,400円35,280円62,700円山口県
27,400円39,400円20,400円53,680円37,780円37,780円20,400円33,280円54,780円徳島県
41,000円39,000円28,000円60,000円47,800円47,800円28,000円32,000円62,800円香川県
50,400円56,400円29,180円77,460円53,800円53,800円29,180円48,280円66,800円愛媛県
37,400円42,000円27,180円61,460円38,800円38,800円27,180円34,280円57,800円高知県
40,000円30,000円－（※３）66,000円38,000円38,000円28,000円38,000円58,000円福岡県
30,000円40,000円30,000円60,000円50,000円50,000円30,000円30,000円50,000円佐賀県
35,400円42,400円23,400円53,680円36,000円36,000円23,400円30,280円59,000円長崎県
32,000円38,000円22,000円47,000円35,000円35,000円22,000円25,000円67,800円熊本県
36,400円44,400円23,000円58,000円38,800円38,800円23,000円35,000円50,000円大分県
34,400円40,400円24,400円53,680円42,780円42,780円24,400円29,280円56,780円宮崎県
35,400円42,400円－（※３）－（※３）－（※３）44,800円25,400円33,280円60,800円鹿児島県
28,400円40,400円－（※３）－（※３）38,800円38,800円24,400円27,280円38,800円沖縄県
37,637円47,031円25,072円59,734円39,395円39,510円24,772円34,452円57,565円平均

令和６年度介護支援専門員の法定研修受講者負担 資料４

【出典】厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課調べ

※１：自治体内で複数の研修実施事業者が実施している場合は、その平均値としている。 ※２：小数点以下は四捨五入。
※３：専門研修（Ⅰ）（Ⅱ）に振り替えて実施している等の理由により未実施。 ※４：括弧内はオンラインの場合の金額。
※５：指定のテキストを受講者各自で用意するため、教材費を含んでいない。

※地域医療介護総合確保基金を活用している場合は赤字としている。
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（３）居宅介護支援事業所の管理者要件 

居宅介護支援事業所の管理者については、令和３年３月 31 日時点で主任介護支援専門員

でない者が管理者の事業所は、当該者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員

とする要件の適用を令和９年３月 31 日まで猶予することとされ、令和３年４月１日以降に

新たに管理者となる者に対しては、経過措置は適用されず、主任介護支援専門員であるこ

とが求められている。 

各都道府県におかれては、改めて御了知いただくとともに、引き続き管内市町村や居宅

介護支援事業者等に対して周知いただくよう協力をお願いする。 

また、経過措置が適用されている者に対しては、管内市町村と状況の共有や連携を図り、

主任介護支援専門員研修の受講を推進するなど、きめ細やかな対応を引き続きお願いする。 

さらに、令和６年４月より、介護予防支援の指定対象が拡大され、指定居宅介護支援事

業者も指定を受けられるようになったが、指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支

援事業者の管理者には主任介護支援専門員を配置する必要があり、本経過措置規定の適用

を受けている指定居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援事業者としての指定を受ける

ことはできないため、引き続きご留意いただきたい。 

なお、主任介護支援専門員の在り方については、介護保険部会の意見書の中で、「位置

付けを明確化することが適当」とされるとともに「居宅介護支援事業所の管理者要件につ

いても引き続き介護給付費分科会で検討していくことが適当」とされているところであり、

今後主任介護支援専門員の役割や位置付けを検討していくところであるので、注視いただ

きたい。 
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（４）適切なケアマネジメント手法の策定の取組等について 

「適切なケアマネジメント手法」は、介護支援専門員によるケアマネジメントの実践に

当たり、これまで培われてきた知見に基づいて想定される支援内容を体系化し、その必要

性や具体化を検討するためのアセスメント・モニタリングの項目を整理したものであり、

一定以上のケアマネジメントの水準を確保するとともに、他の職種と連携する際の「共通

言語」として活用されることも期待されるものである。（資料５） 

これまでの調査研究事業において、「適切なケアマネジメント手法」の策定を行うとと

もに、「手引き」や解説動画の作成等の普及促進に取り組んできており、令和６年度から

は法定研修のカリキュラムとして組み入れたところ。 

令和７年度には、「適切なケアマネジメント手法の普及推進に向けた調査研究事業（令

和７年度老人保健健康増進等事業）」（（株）日本総合研究所実施）において、更なる普

及促進を図るため、「適切なケアマネジメント手法」令和７年度改訂版の作成や、事例に

応じて着目すべき視点の検証、疾患別ケアに関する解説動画の作成・セミナーの実施、他

職種連携や自治体における手法の活用状況の把握を実施している。今後、その結果を踏ま

えた成果物を作成し、事業終了後、各都道府県、関係団体等に周知する予定である。 

今後も、適切なケアマネジメント手法の一層の普及促進が必要であり、令和７年度補正

予算において引き続き取組を計上しているところである。（資料６） 

各都道府県におかれては、本手法についてご理解いただくとともに、ケアマネジャー以

外の関係者も含めて、本手法の確実な定着が図られるよう、協力をお願いする。 
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（参考）ニッポン一億総活躍プラン（平成28年６月２日閣議決定）
介護離職ゼロの実現
希望する介護サービスの利用（介護基盤の供給）
① 高齢者の利用ニーズに対応した介護サービス基盤の確保
• 自立支援と介護の重度化防止を推進するため、介護記録のICT化を通じた業務の分析・標準化を進める。これにより、適切なケアマネジメント手法の普
及を図るとともに、要介護度の維持・改善の効果を上げた事業所への介護報酬等の対応も含め、適切な評価の在り方について検討する。

※ロードマップ

適切なケアマネジメント手法の策定・普及に向けた取組

○ 介護保険制度創設以降、ケアマネジャーの作成するケアプランやケアマネジメントにばらつきがあるとの指摘がなされてきた。

○ ニッポン一億総活躍プラン（平成28年６月２日閣議決定）において、適切なケアマネジメント手法の普及を図ることとされた

ことを踏まえ、ケアマネジメントのばらつきの要因と考えられる、個々の介護支援専門員の属人的な認識（知識）を改め「支援

内容」の平準化等を図るため、平成28年度より複数年かけて手法の策定・普及を進めてきた。

経緯・背景

R8FY～R7FYR6FYR5FYR4FYR3FYR2FYR1FYH30FYH29FYH28FY

適切なケアマネジメン
ト手法の策定

標準化に向けた分
析手法の検討／ケ
アマネジメントの
先進事例の収集

分析、適切なケア
マネジメント手法
の策定

適切なケアマネジメント手法の検証・見直し
適切なケアマネジメント手法を踏まえたケアマネジメントの実施

平成28年度：脳血管疾患・大腿骨頸部骨折がある方のケアの検討

平成29年度：心疾患（心不全）がある方のケアの検討

平成30年度：認知症がある方のケアの検討

令和元年度：誤嚥性肺炎の予防のためのケアの検討

令和 ２年度：基本ケアを中心とした手法の再整理等

令和 ３年度：研修プログラムの開発・試行

令和 ４年度：疾患以外の高齢者の特徴に着目した手法の検討

令和 ５年度：手法の認知・導入に向けたツールの検討等

令和 ６年度：法定研修への導入

これまでの取組

資料５
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（５）ケアプラン点検について 

ケアプラン点検は、ケアプランがケアマネジメントプロセスを踏まえ、「尊厳の保

持」、「自立支援」に資する適切なケアプランとなっているか、基本的な事項を介護支援

専門員とともに検証確認しながら、介護支援専門員の「気づき」を促すとともに「自立支

援に資するケアマネジメント」とは何かを追求し、その普遍化を図り適切な給付の実施を

支援するため、各市町村において取り組まれている。令和６年末にとりまとめられた「ケ

アマネジメントに係る諸課題に関する検討会 中間整理」においては、上記の趣旨ととも

に、ケアプラン点検は、基準違反や報酬の返還を目的とする指導監査的な視点ではないと

の指摘があり、留意して実施いただくよう管内市町村に対して周知いただきたい。  

また、国においては、効果的・効率的なケアプラン点検の実施を支援するため、「ケア

プラン点検に係るマニュアル及びＡＩを活用した支援ツールに関する調査研究事業」（令

和６年度老人保健健康増進等事業）（（株）ＮＴＴデータ経営研究所実施）において、

「ケアプラン点検項目」や「ケアプラン点検支援ツール」の見直しに向けた検討等を行

い、「ケアプラン点検項目」、「ケアプラン点検項目マニュアル」、「ケアプラン点検支

援ツール」、「ケアプラン点検支援ツールマニュアル」を更新し、厚生労働省のホームペ

ージに掲載したところである。 

今年度実施している「ケアプラン点検の効果的な実施方法に関する調査研究事業」（令

和７年度老人保健健康増進等事業）（（株）ＮＴＴデータ経営研究所実施）においては、

「ケアプラン点検項目」及び「ケアプラン点検支援ツール」のほか、令和６年度事業にお

いて開発した「ケアプラン点検のためのアセスメント様式案」及び「点検項目・項目マニ

ュアル_セルフチェック版」のブラッシュアップに向けた検討等を行っているところであ

り、その成果物等については、事業終了後に周知する予定である。 
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（６）第 29 回介護支援専門員実務研修受講試験の実施について 

第 29 回介護支援専門員実務研修受講試験については、試験日は本年の 10 月 11 日（日）、

合格発表日は 11 月 24 日（火）を予定している（正式には別途通知する予定）。 

各都道府県においては、会場確保等の所要の準備を進められるとともに、本試験の実施

にあたっては、「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」（平成 18 年５月 22

日老発第 0522001 号厚生労働省老健局長通知）及び資料７のスケジュール（案）に基づき、

適切な実施をお願いしたい。なお、台風の影響等を踏まえ、試験日の直前に調整を行う場

合があるのでご留意いただきたい。 

 

 

 

 
 

 

 

  

25



 

（７）家族介護者への支援 

介護支援専門員が利用者のケアプランを作成するに当たっては、その家族の状況につい

てもアセスメントを行い、支援を必要とする家族等がいる場合には適切に対応する必要が

ある。こうした対応は、いわゆる「ダブルケア」への対応においても同様である。 

令和６年４月から適用された法定研修のカリキュラムにおいても、ヤングケアラーや仕

事と介護の両立支援に関する内容が盛り込まれたところであり、各都道府県におかれては、

遺漏なきよう取り組まれたい。 

また、法定研修や各地域において開催される法定外研修の実施に当たっては、「多機関

・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル」や「ＹＣアセスメントツール」、「仕

事と介護の両立支援カリキュラム」等の活用をご検討いただきたい。 

 

○関係資料リンク先 

「多機関連携によるヤングケアラーへの支援の在り方に関する調査研究（厚生労働省令和

３年度 子ども・子育て支援推進調査研究事業）」（有限責任監査法人トーマツ） 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/hc/hc-

young-carer.html 

 

「ヤングケアラーの支援に係るアセスメントシートの在り方に関する調査研究（厚生労働

省令和４年度 子ども・子育て支援推進調査研究事業）」（有限責任監査法人トーマツ） 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/hc/yc-

assessment.html 

 

【ケアマネジャー研修 仕事と介護の両立支援カリキュラム】（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kai

go.html 
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（８）精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修等 

高齢の精神障害者の地域移行に関しては、介護保険による対応が必要となる場合も多い

ことから、介護支援専門員を中心とした介護保険サービスの提供側の「精神障害者を支援

するためのノウハウ・知見」の習得が不可欠であるが、必ずしも十分ではないとの指摘が

ある。 

これまで、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部では、都道府県地域生活支援事業の

任意事業において「精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修事業」のメニューを

設け、各都道府県が障害福祉サービスに携わる者に限らず、介護支援専門員等の介護サー

ビスに携わる者が参加することも可能な研修を実施できる仕組みを講じている。 

各都道府県においては、管内市町村や居宅介護支援事業者等に対して当該研修を周知い

ただくなど、介護支援専門員等の介護サービスに携わる者の積極的な受講促進に協力をお

願いする。（資料８） 

さらに、高齢障害者の介護保険移行においては、相談支援専門員と介護支援専門員の緊

密な連携が必要であることから、平成 29 年度及び令和元年度の老人保健健康増進等事業に

おいて、連携にあたってのポイントや取組事例等を整理したところ。 

各都道府県においては、当該事業の結果について、管内市町村や居宅介護支援事業者等

に対して周知いただくよう協力をお願いする。（資料９、資料 10） 

 なお、令和６年４月から適用された法定研修のカリキュラムにおいて、障害者施策や相

談支援専門員との連携に関する内容が盛り込まれたところであり、各都道府県におかれて

は、遺漏なきよう取り組まれたい。 

 

 

 

精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修 都道府県地域生活支援事業（任意事業）

• 長期入院している精神障害者の地域移行の推進においては、「障害福祉サービス等利用ニーズの増大」と「高齢化」という

背景があるなか、これまでは精神障害者へのサービス提供が少なかった障害福祉サービス事業所、精神障害者の利用がそれ

ほど想定されてこなかった介護保険サービス事業所（地域包括支援センター含む）や高齢者施設等についても、より積極的

に精神障害者を受け入れていくことが期待されている。

• このため、精神障害者の特性に応じた適切な支援がより一層実施できるよう、障害福祉分野と介護分野の双方に精神障害者

の特性に応じた支援が提供できる従事者を養成するための研修を実施するための経費を補助する。

【研修内容】

• 別紙参照

【実施主体】

• 都道府県、指定都市（精神保健福祉センター・保健所等を
想定）又は都道府県知事若しくは指定都市市長の指定した

研修事業者

【効果】

• 障害福祉分野と介護分野の双方に精神障害者の特性に応じ
た支援が提供できる従事者を養成できる。

【対象者】

（障害福祉分野）

• 障害福祉サービス事業所等の職員

• 相談支援専門員

• 市町村の障害福祉担当課の担当者

（介護分野）

• 介護保険サービス事業所等の職員
• 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向
け住宅等の職員

• 地域包括支援センターの職員

• 介護支援専門員

• 市町村の高齢者福祉担当課の担当者

（医療分野）

• 障害福祉サービス事業所等の連携医療機関等の職員

（その他）

• 救護施設（生活保護施設）の職員

資料８
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相談支援専門員と介護支援専門員との連携の推進に関する調査研究事業
（令和元年度老人保健健康増進等事業）

１．目的
高齢障害者の自立支援にあたっては、障害分野と介護分野においてさまざまな連携を進めていくことが重要となる。
平成30年度報酬改定において、居宅介護支援事業者と特定相談支援事業者が連携に努める旨が明確化され、さまざま
な取り組みが進められているところである。
本事業は、ケアマネジメントにおける障害分野と介護分野の連携等に関し、各種現状・課題の把握を行い、連携をよ
り促進するための仕組みを検討するうえで、基礎資料となる情報の整理を行うことを目的として実施した。

２．事業概要
○高齢障害者支援に係る相談支援専門員と介護支援専門員の連携に関する調査（事業者調査）：居宅介護支援事業者と
特定相談支援事業者の連携に関することを中心に、居宅介護支援事業者・特定相談支援事業者へのアンケート調査を実
施した。（全国の指定特定相談支援事業所、居宅介護支援事業所から、それぞれ1,000事業所を無作為抽出）

３．事業の成果（調査結果概要）

高齢障害者支援に係る相談支援専門員と介護支援専門員の連携に関する調査（事業者調査）

居宅介護支援事業所において、利用者に高齢障害者（障害福祉サービス利用者、併給含む）がいる事業所は約３
割であり、高齢障害者の利用者に対しては、通常の介護保険の利用開始に上乗せし、「利用者・家族に対する介
護保険制度やサービスの移行方法等についての説明」や「訪問等による利用者の生活実態や障害特性等の把握」
等が多く行われていることがわかった。

特定相談支援事業所において、利用者に対して介護保険の利用支援を行ったことのある事業所は約３割となって
いる。支援の内容として、「利用者・家族に対する介護保険制度やサービスの利用方法等についての説明」や
「連携先の居宅介護支援事業所との情報交換、利用方法等に関する調整」等が多く行われていることがわかった。

高齢障害者への支援に関する、地域での障害福祉と介護保険の連携等の現状評価として、居宅介護支援事業所で
は、高齢障害者の介護保険利用等に関する相談のしやすさやサービスの確保のしやすさ等が比較的評価されてい
る。一方、特定相談支援事業所では、行政との連携、介護支援専門員との顔の見える関係づくりや介護保険事業
者への働きかけなどの取り組みが比較的評価されている。

実施主体：株式会社三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

資料10
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４．地域づくりの推進について 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けて 

介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）については、令和５年

12 月にとりまとめられた「介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会におけ

る議論の中間整理」（参考資料１・２参照）に基づき、令和６年８月に「地域支援事業実

施要綱」及び「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」等の関連通知の改正を

行った。これらにおいては、市町村が中心となって、医療・介護専門職がより一層その専

門性を発揮しつつ、高齢者を含む多世代の地域住民、地域運営組織、ＮＰＯや民間企業な

どの多様な主体を含めた地域の力を組み合わせるという視点に立ち、地域をデザインして

いくことができるよう、具体的な取組等について記載している。 

これを受け、現在、各市町村において、総合事業の充実に向けて取組を進めていただい

ており、令和７年に行われた実態調査によると、集中的取組期間である第９期介護保険事

業計画期間中に総合事業の見直しの検討を行う予定の市町村が約４分の３となっている。 

その一方で、４分の１の市町村は、「現時点では何も対応する予定はない」と回答して

いるところ（※）。（参考資料３～５参照） 
（※）令和７年度老人保健健康増進等事業「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備の実

施状況に関する調査研究事業」(株式会社エヌ・ティ・ティデータ経営研究所)における、令和７年９

月８日時点の速報集計。 

このような状況も踏まえ、令和７年 12 月に取りまとめられた社会保障審議会介護保険部

会の意見書においては、「多様な主体の参画による多様なサービス・活動の充実に向けて

は、引き続き、市町村が実効的に取組を進めることが重要」とされたところである。 

市町村の取組を支援する観点から、これまでも、国において、生活支援体制整備事業の

充実（（３）参照）や伴走的な支援（（６）参照）などに取り組んでいるところであるが、

第 10 期介護保険事業計画策定を１つの機会と捉え、改めて、総合事業の充実に向けた取組

の状況をご確認いただき、各市町村において総合事業の充実に向けた検討が行われるよう

お願いしたい。 

特に、同意見書においては「市町村が、総合事業のサービス・活動の実施状況について

適切に評価を行い、当該評価を踏まえて実効的に改善を図ること」の重要性について記載

されている。こうした取組に資するよう、令和７年度において、市町村が地域の状況を把

握し、総合事業の目的や課題の理解を深めながら、関係者間での議論を通じて必要な取組

を検討いただくための「総合事業の充実に向けたワークシート」（※）を作成しているため、

積極的に活用いただきたい。（参考資料６・７参照） 
（※）「「総合事業の充実に向けたワークシート」について」（令和７年７月 11 日厚生労働省老健局認知

症施策・地域介護推進課事務連絡）参照。 

また、都道府県においても、市町村の総合事業の基盤整備を推進するため、生活支援体

制整備事業に係るプラットフォームの構築といった多様な主体とのつながりづくり（（３）

参照）や、伴走的な支援等の更なる支援を行うことが重要であり、こうした事項について、

都道府県介護保険事業支援計画への位置付けも念頭に、各市町村への支援方策について検

討いただきたい。検討にあたっては、（６）に記載の「地域づくり加速化事業」の活用も

含めて、都道府県が主体となって支援を行えるよう検討をお願いしたい。 

なお、上述の令和６年８月の地域支援事業実施要綱等の改正の概要は「令和６年度地域

支援事業実施要綱等の改正点について」（令和６年８月５日厚生労働省老健局認知症施策
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・地域介護推進課事務連絡）でお示ししているとおりであるが、その主な内容は以下のと

おりであるため、改めて御了知いただくとともに、各市町村における地域のデザインに当

たって参考にしていただきたい。 

 

 

① 多様なサービス・活動の分類及び実施例 

国が示す総合事業の類型はあくまでも制度に基づく実施手法等による分類である

ことや、多様なサービス・活動は高齢者の目線に立って高齢者の選択肢の拡充を図る

ものであることを明確化するとともに、「介護予防・日常生活支援総合事業のガイド

ライン」において多様なサービス･活動の例などを示している。 

② 継続利用要介護者の利用可能サービスの弾力化 

  （２）を参照のこと。 

③ 総合事業対象者以外の参加者に係る補助等の取扱い 

サービス・活動Ａを委託により実施する場合の委託費や、サービス・活動Ｂ(Ｄ)の

補助等の対象経費について、総合事業の対象者以外の地域住民が参加する場合のルー

ルについて、地域の多様な主体の参画を推進する観点から、市町村が総合事業の対象

者以外の参加者に対する活動を事業の目的を達成するための附随的な活動と判断す

る場合は、対象者数割合によらずに対象経費の一部を定額で補助すること等を可能と

している。 

④ 高齢者の選択を支援するための介護予防ケアマネジメントの業務範囲等の明確化 

介護予防ケアマネジメントについて、地域包括支援センターの計画の策定に係る業

務負担軽減の視点も踏まえつつ、医療・介護専門職の適切なかかわりあいのもとで「高

齢者の選択」を適切に支援する観点から、個別のケアプラン作成から地域における包

括的なケアマネジメントの実施への重点化を図るため、介護予防ケアマネジメント計

画の策定が法令等において必須である場合を整理するとともに、介護予防ケアマネジ

メント計画の策定業務以外の介護予防ケアマネジメントに含まれる業務範囲を明確

化している。 

⑤ 生活支援体制整備事業における住民参画・官民連携推進事業の創設 

高齢者の目線に立ち、地域で一層の多様なサービス・活動の充実を図るためには、

生活支援体制整備事業を活用し、地域住民の関心事項を引き出して高齢者の日常生活

を取り巻く様々な活動とつなげていくことが重要であることから、生活支援コーディ

ネーターが中心となり、住民や多様な主体が参加するタウンミーティング等からプロ

ジェクト化、試行的実施までを行う住民参画・官民連携推進事業を創設している。 

⑥ 高齢者の選択肢の拡大に向けた総合事業の事業評価の推進 

介護保険法第 115 条の 45 の２において、市町村は、定期的に総合事業の実施状況

について、調査・分析・評価を行うとともに、その結果に基づき必要な措置を講ずる

よう努めるものとされている。具体的な評価のあり方については、今後、調査研究事

業等で検討を深めることとしているが、国において実施要綱に示す評価の留意点につ

いて、「介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会における議論の中間

整理」で示された４つの視点を踏まえて見直しを行っている。 
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 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会の内容や令和６年度地域支援事

業実施要綱等の改正点については、以下ＵＲＬ（厚生労働省ＨＰ）に掲載しているのでご

参照いただきたい。 

 ＜介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会＞ 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32410.html 

＜令和６年度地域支援事業実施要綱等の改正点について＞ 

 https://www.mhlw.go.jp/content/001284411.pdf 

＜「総合事業の充実に向けたワークシート」について（周知）＞ 

  https://www.mhlw.go.jp/content/001516326.pdf 

 

 このほか、令和７年 12 月の社会保障審議会介護保険部会の意見書に記載された、サービ

ス・活動Ｃにおける「指定事業者による請求・支払の仕組み」の導入や、一般介護予防事

業における「高齢者の介護予防を主軸とし、障害、子育て、生活困窮等の地域の抱える課

題の支援を一体的に実施する多機能の拠点」に係る制度改正については、老人保健課資料

を参照いただきたい。 

 

（２）継続利用要介護者の利用可能サービスの弾力化 

 総合事業にあっては、本人の希望を踏まえて地域のつながりを継続できるようにする観

点から、令和３年度より、介護給付を受ける以前から継続的に総合事業を利用する要介護

者（継続利用要介護者）が住民主体サービス（サービス･活動Ｂ・Ｄ）を利用できること

とされていたところである。 

令和６年度からは、先述の「介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会に

おける議論の中間整理」を踏まえ、総合事業における多様な主体の参入の促進を図りなが

ら、地域のつながりの中で高齢者自身が適切に活動を選択できるよう、サービス・活動Ａ

においても継続利用要介護者の利用を可能としたところである。 

 

＜継続利用要介護者の判断について＞ 

継続利用要介護者が要介護となっても引き続き総合事業によるサービスを受けることが

できるかは、介護保険法施行規則第 140 条の 62 の４第３号により市町村が判断することと

なっているが、市町村がこの判断を行うにあたっては、例えば以下の過程によることが考

えられる。 

 ① 要介護者本人の希望に基づき、地域包括支援センターが継続利用の要否を検討。 

  ア ①で継続利用が必要と考えた場合であって、当該要介護者が介護給付のサービス

も利用する場合 

・ 地域包括支援センターは、①の見解を添えて、居宅介護支援事業所に引き継ぎ

を行う。 

・ 引き継ぎを受けた居宅介護支援事業所は、ケアマネジメントの中で、継続利用

の要否を検討する。 

・ 継続利用が必要と考えた場合、居宅介護支援事業所はその旨を市町村に申し出

る。 

  イ ①で継続利用が必要と考えた場合であって、当該要介護者が介護給付のサービス

を利用しない場合、 
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   ・ 継続利用が必要と考えた場合、地域包括支援センターはその旨を市町村に申し

出る。 

  ※ 地域包括支援センターや、居宅介護支援事業所が継続利用の要否を検討するにあ

たっては、必要に応じてサービス担当者会議を活用する。 

 ② 市町村は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所からの申し出を確認し、当

該要介護者に、総合事業によるサービスの継続利用を認めるか、判断を行う。 

 ③ 市町村は、判断の結果を、申し出を行った地域包括支援センターや居宅介護支援事

業所に伝える。 

＜審査支払にかかるシステム対応について＞ 

継続利用要介護者が、指定事業所が提供するサービス･活動Ａを利用した場合の報酬請求

（審査支払）について、国民健康保険団体連合会（以下（２）において「国保連」という。）

の介護保険審査支払等システムでの対応が令和８年５月審査分から可能となる予定であ

る。詳細については、「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について（確

定版）」（令和７年３月 28 日厚生労働省老健局介護保険計画課ほか事務連絡）等を参照い

ただきたい。 

 

（３）地域の多様な主体が総合事業に参画しやすくなる枠組みの構築 

高齢者が尊厳を保持しながら地域での自立した日常生活をおくれるよう支援するために

は、まず、高齢者の地域での生活が医療・介護の専門職との関わりのみならず、地域の住

民や産業との関わりの中で成立するものであることを理解し、その上で、地域のつながり

の中で、幅広い世代の地域住民の主体的な活動や地域の多様な主体の参入を促進し、医療

・介護の専門職がそこに関わり合いながら、高齢者自身が適切に活動を選択できるように

することが重要である。 

そのためには、市町村が中心となり、多様な主体による多様な生活支援・介護予防サー

ビスの提供体制を構築し、地域の支え合いの体制づくりを推進していくことを目的とする

生活支援体制整備事業等を活用することが想定される。 

 そこで、同事業をより活用しやすく効果的なものとする観点から、以下の取組を行って

いるところであり、積極的に活用いただきたい。なお、国・都道府県・市町村の取組は相

互作用により充実していくものであり、連携を行いながら地域での取組につなげていくこ

とが想定される。（参考資料８参照） 

① 住民参画・官民連携推進事業の創設（市町村） 

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）及び協議体の活動の活性化を図

り、サービス・活動事業をはじめとする地域における生活支援・介護予防サービスの

充実を図るためには、地域住民の主体的な活動を進めることに加え、これら活動の補

完又は更なる推進を図るため、地域の多様な主体が有する事業化の知見を活用するこ

とや、その活動との連動を深めることが重要であることから、以下ア～ウを行う「住

民参画・官民連携推進事業」を実施可能としている。なお、本事業を実施した場合、

標準額の増額（１市町村あたり 4,000 千円）が認められる。 

ア 生活支援コーディネーターが企画するタウンミーティングやワークショップの開

催等による、地域住民、医療・介護関係者及び地域での活動に取り組む民間企業等
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を含む多様な主体が地域課題等の洗い出しや解決策・必要となる事業等の検討を行

う場の設置 

イ 生活支援・介護予防サービスの企画・立案・プロジェクト化のため、地域での活

動に取り組む民間企業等との連携・協働のもとで行う地域住民へのインタビュー、

マーケティング、デザイン（既存事業の見直し等を含む。）等の実施 

ウ ア及びイの結果等を踏まえ、地域での活動に取り組む民間企業等と地域住民の連

携・協働のもとで行う生活支援・介護予防サービスの実装のための試行的実施に係

る支援（総合事業として本格運用するまで又は民間企業等と地域住民の協働のもと

で当該事業が自走することができるまでの期間における事業費の補助を含む。） 

 

② 生活支援体制整備に資するプラットフォームの構築（国・都道府県） 

高齢者の地域での生活は、医療・介護のみならず、地域の交通・産業・商業などの

経済活動や住民による取組など多様な主体との関わりの中で成立するものであり、市

町村において高齢者の尊厳ある自立した生活を支えるための地域包括ケアシステムの

深化・推進を図るためには、こうした介護保険制度の領域を越えた活動との連携を深

めることが重要である。 

こうした市町村での連携を支援するため、国・都道府県において、高齢者の生活に

関わる官民の多様な主体により構成されるプラットフォームを構築し、市町村や生活

支援コーディネーター・協議体の活動と地域の多様な主体との活動をつなげるための

広域的支援を行う。（参考資料８参照） 

＜全国版プラットフォーム＞ 

国においては、地域づくり加速化事業（（６）参照）の一環として、多様な分野の全

国規模の関係団体等が地域づくりのプレイヤーとして集い、交流することで、高齢者

を支える生活支援の取組を共創していく基盤である「高齢者の生活支援を地域の多様

な主体の共創により進めるプラットフォーム」（生活支援共創プラットフォーム（全

国版））を構築し、専用ホームページやシンポジウムでの情報収集・情報発信や相互

交流等を通じ、会員・加盟団体等による地域レベルでの取組の共創につながることを

目指している。 

専用ホームページでは、介護保険に関する情報に加え、各団体からのお知らせや多

分野・他制度の情報を順次掲載しているほか、掲示板による相互交流も可能となって

いる。令和８年度においても自治体担当者や高齢者の生活に関わる多様な主体等を対

象としたシンポジウムの開催を行う予定であるほか、事例の充実を図っていく予定で

あるため、積極的に利用いただきたい。なお、本プラットフォームに掲載する事例の

一部については、類型化や実施プロセスが分かる形で掲載し、今後、整理を行う予定

である。（参考資料９参照） 

＜都道府県版プラットフォーム＞ 

（１）に記載のとおり、各都道府県においても、地域レベルでの多様な主体と市町

村・生活支援コーディネーターとのつながりづくり等の観点から、プラットフォーム

の構築に向けた検討をお願いしたい。 

都道府県版プラットフォームの構築にあたっては、令和６年度老人保健健康増進等

事業「地域の多様な主体が介護予防・日常生活支援総合事業に参画しやすくなる枠組

みの構築に資する調査研究事業」（株式会社日本総合研究所）において構築のための

手引きが作成されているため、参考にしていただきたい。なお、同手引きについて
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は、令和７年度の老人保健健康増進等事業において、Q&A 形式による解決例の提示や

参考事例の追加といった内容の充実が図られる予定であり、更新版の手引きについて

は今後周知予定である。（参考資料 10） 

都道府県版プラットフォームの構築・運用にあたっては、地域医療介護総合確保基

金（介護人材確保分）の「地域の支え合い・助け合い活動に係る担い手確保事業」

（イ 助け合いによる生活支援の担い手の養成事業）の活用が可能である。 

  ※ 生活支援共創プラットフォーム（全国版）や都道府県プラットフォーム構築の手

引き等については、以下の厚労省 HP に掲載している。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seikatsu-kyosopf.html 

 

 

（４）総合事業に係る介護職員等の処遇改善について 

総合事業のうち訪問型サービス及び通所型サービスの従前相当サービス（指定相当

サービス）並びに介護予防ケアマネジメントに係る第一号事業支給費（報酬）の額に

ついては、「介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚

生労働大臣が定める基準」（令和３年厚生労働省告示第 72 号。以下「第一号事業費告

示」という。）における単位数（市町村が当該単位数を勘案して別に定める場合の単

位数を含む。）に１単位の単価を乗じて得た額としているところ。 

今般、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護及び介護予防支援の介護報酬につ

いて、「「強い経済」を実現する総合経済対策」（令和７年 11 月 21 日閣議決定）に

おいて、「介護分野の職員の処遇改善については、（中略）他職種と遜色のない処遇

改善に向けて、令和８年度介護報酬改定において、必要な対応を行う」とされたこと

を踏まえて、令和８年度に報酬改定を行う予定である（老人保健課資料の１参照）こ

とに伴い、第一号事業費告示についても改正を行う予定である。 

具体的には、令和８年６月以降、 

・ 訪問型サービス及び通所型サービスにおける「介護職員等処遇改善加算」の拡充

（訪問介護、通所介護及び地域密着型通所介護と同様の内容） 

・ 介護予防ケアマネジメントにおける「介護職員等処遇改善加算」の新設（介護予

防支援と同様の内容） 

を予定しているため、各自治体における関係規定の整備をお願いしたい。 

また、従前相当サービス以外の多様なサービス・活動についても、上記の趣旨を踏

まえ、第一号事業支給費や委託費等の見直しについて検討をお願いしたい。 

なお、第一号事業費告示の改正に伴って増加する事業費については、総合事業の上

限額算定にあたって個別協議の対象とする予定である（６（２）参照）。 

※ 第一号事業支給費の改正案については以下厚生労働省 HP に掲載しているため、

参考にしていただきたい。 

第 253 回社会保障審議会介護給付費分科会 諮問書別紙 参考 10 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html 

 

（５）住民主体の移動支援等について 

 高齢者が日常生活をおくる上で、移動・外出手段が確保されていることは、介護予防・

社会参加・生活支援の観点から重要であり、このため、総合事業においては、住民が主体
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となって行う移動支援の取組を訪問型サービス・活動Ｄや訪問型サービス・活動Ｂ等に位

置づけ、補助等を行うことができることとしている。 

 移動・外出手段の確保に関連し、国土交通省では、「ラストワンマイル・モビリティ／

自動車ＤＸ・ＧＸに関する検討会」での提言等を踏まえ、 

・ 地域の公共的な運送は、サービスの安全性及び継続性の観点から、バス、デマンド交

通やタクシーなどの公共交通機関の活用を第一に考えつつ、 

・ 公共交通機関による運送サービスが十分に確保できない場合には、道路運送法の定め

る自家用有償旅客運送制度を組み合わせて移動手段を確保し、 

・ さらには、地域での互助活動・ボランティア活動による運送、自家使用の自動車によ

る運送等、道路運送法における許可又は登録を要しない運送も、公共交通機関や自家

用有償旅客運送の果たす役割を補完するものとして重要である 

との考えのもとで、「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラ

インについて」（令和６年３月１日国自旅第 359 号）の別添のとおり、「道路運送法にお

ける許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」の改定を行ったところである。 

これを踏まえ、厚生労働省においても、令和６年３月 29 日に「介護輸送に係る法的取

扱いについて」（厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課、老人保健課事務連絡）

及び「介護予防・日常生活支援総合事業による高齢者の移動支援に係る交通施策との関係

等について（周知）」（厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡）を発出

し、市町村における総合事業による高齢者の移動支援と道路運送法における許可・登録の

必要性との関係（許可・登録が不要となる場合）等の交通施策との整理を示している（※

１）。 

また、国土交通省ホームページにて公表されている「高齢者の移動手段を確保するため

のパンフレット」についても、「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関す

るガイドライン」の改定や令和６年度の地域支援事業実施要綱改定等を踏まえた改訂を行

ったところである（※２）。 

各都道府県・市町村において高齢者の移動手段の確保について検討を行う際には、これ

らも活用いただくとともに、交通施策所管部局と連携のうえでご検討いただきたい。 

（※１）２事務務連絡については、以下の厚生労働省ホームページを参照。 

https://www.mhlw.go.jp/content/001239652.pdf 

（※２）「高齢者の移動手段を確保するためのパンフレット」については、以下の国土

交通省ホームページを参照。 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000120.html 

 

（６）地域づくり加速化に向けた取組について 

① 令和７年度地域づくり加速化事業の実施 

各市町村において、地域づくりに係る課題を計画的に解消して地域包括ケアシステ

ムの深化・推進を図れるよう、地域包括ケアシステムの評価指標やこれまでの市町村

支援のノウハウを踏まえて 

ア 市町村の地域づくりに向けた支援パッケージを活用し、 

イ 有識者等による研修を実施するとともに、 

ウ 課題を抱える自治体等への伴走的支援 

を行うことにより、自らＰＤＣＡの視点をもって地域づくりを進める自治体の増加を

目指し、地域づくりの加速化を進めてきた。 
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これまで、制度的な支援や全国的に課題が多く見られるテーマに対する支援を行う

「老健局主導型」と、これまでの伴走的支援のノウハウを活かしつつ地域に根ざした

支援を行う「厚生局主導型」の２つの類型による支援を実施してきたところ、令和７

年度においては、地域レベルの取組を一層推進する観点から、都道府県が主体的に管

内市町村の地域づくりを支援する「都道府県主導型」を創設し、「厚生局主導型」と

併せて実施した。（参考資料 11 参照） 

また、令和７年度には、本事業において生活支援共創プラットフォーム（全国版）

の専用ホームページの本格運用を開始するとともに、シンポジウムを開催した。 
 

ア 支援パッケージについて 

市町村等が地域包括ケアを進める際に生じる様々な課題を解決するための実施方

法やポイントをまとめたもので、これまでも周知を行ってきたところ。（参考資料

12 参照） 

令和６年度においては、ハンドブックのユーザビリティ（アクセシビリティ）の

観点から、書き込みや付箋を貼り付けることができるデジタルブックを作成し、厚

生労働省 HP に掲載したところである。 

さらに、令和７年度においては、支援チームのスキル向上に向けた市町村への支

援に当たって留意すべき表現や行動等の解説や、総合事業の充実に向けた考え方・

地域支援事業実施要綱等の改正を踏まえた改訂を行っており、追って改訂版をお示

しする予定である。 
 

イ ブロック別研修について 

全国、８か所の地方厚生（支）局ごとに、各局管内の市町村職員や関係者等を対

象に実施した。（参考資料 13 参照） 

北海道厚生局 ：「行政説明・講演・トークセッション」 

  （令和７年 12 月 25 日開催） 

東北厚生局  ：「行政説明・講演」 （令和７年 12 月 19 日開催） 

関東信越厚生局：「行政説明・講演・動画説明」 （令和８年２月３日開催） 

東海北陸厚生局：「講演・事例発表」 （令和８年２月 18 日開催） 

近畿厚生局  ：「講師対談・事例発表」 （令和８年２月 10 日開催） 

中国四国厚生局：「行政説明・講演・事例発表＆トークセッション」 

  （令和８年１月 16 日開催） 

四国厚生支局 ：「講演・事例発表・トークセッション」 

  （令和７年 10 月 15 日開催） 
九州厚生局  ：「講演・事例発表・グループワーク」 

  （令和８年１月 28 日開催） 

 

ウ 伴走的支援の実施について 

22 保険者（参考資料 14 参照）に対し、有識者、地方厚生（支）局及び都道府県に

よる伴走的支援を実施し、各３回程度の訪問支援に加え、支援の合間にオンライン

会議等によりフォローアップを行う等により継続的な支援を行っている。特に令和
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７年度においては、地域レベルの取組を一層推進する観点から都道府県が主体的に

管内市町村の地域づくりを支援する「都道府県主導型」を創設したところであり、

引き続き都道府県において積極的な支援をお願いしたい。 

 

② 令和８年度地域づくり加速化事業について 

令和８年度当初予算案では 0.8 億円（令和７年度予算 0.8 億円）を計上し、伴走的

支援を図りつつ、地域に根ざした形で展開していくため、全国８箇所の地方厚生（支）

局主導及び都道府県主導による支援を行うとともに地域で活動するアドバイザーを養

成するなど、引き続き、地域レベルでの取組を促進していく。「都道府県主導型」に

ついては、対象市町村を特定せずに、都道府県における支援体制や支援すべき市町村

の検討・分析等を行うことを目的とすることも可能であるため、都道府県における伴

走的支援の体制構築に資するようご活用を検討いただきたい。 

また、伴走的支援を地域に根差した形で展開していく観点から、令和７年度に実施

した「都道府県主導型」の取組内容の評価を行い、今後、都道府県が管内市町村への

支援を行う際の参考となる支援マニュアルの作成を行うこととしている。（参考資料

15 参照） 

更に、令和７年度より本格運用を開始した生活支援共創プラットフォームについて、

引き続き、専用ホームページの運用及びシンポジウムの開催等を行う予定である。 

 

（７）介護保険における保険者機能強化に向けた都道府県職員等研修の実施 

地域における高齢者の自立支援・介護予防の取組を推進するためには、各保険者におい

て「地域の状況・課題の把握」「課題に応じた取組の実施」「取組結果の確認と改善」を行

うことが重要である。 

一方で、保険者がこれらの取組を適切に行うことは困難を伴うこともあることから、都

道府県等が、例えば「各保険者の基礎情報の収集」「各保険者における目標設定と戦略立

案の支援」「施策の実施に必要な情報の提供」「施策実施の支援」等を行うことで、各保

険者の取組の推進が期待できる。こうした保険者機能の強化の取組について、継続的な周

知を行う必要があることから、都道府県等に対し、保険者機能強化中央研修を行っており、

市町村（保険者）への支援を行うにあたり、本研修を積極的に活用いただきたい。 

 特に、令和６年度からは、地域の多様な主体が総合事業に参画しやすくなる枠組みの構

築に向け、総合事業と民間企業等の地域の多様な主体との接続の促進や生活支援体制整備

事業の活性化が求められていることから、生活支援体制整備推進をテーマとした研修を実

施しているところである。（参考資料 16 参照） 

令和７年 12 月にとりまとめられた社会保障審議会介護保険部会の意見書においても、市

町村の総合事業の基盤整備を推進するため、都道府県が伴走的な支援や生活支援体制整備

に係るプラットフォームの構築といった多様な主体とのつながりづくり等の更なる支援を

行うことが重要とされており、本研修では都道府県による伴走的な支援や生活支援体制整

備に資するプラットフォーム等についても取り上げることを予定していることから、市町

村（保険者）への支援を行うにあたって積極的に活用いただきたい。 
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本研修については、以下に掲げる各研修の目標のとおり、都道府県が行う保険者機能強

化に向けて参考となるものであるほか、全日程オンラインでの開催としており比較的受講

しやすい環境となっていること等を踏まえ、担当職員等の研修機会の確保にご配慮願いた

い。また、「生活支援体制整備推進のための研修」については、管内の市町村や生活支援

コーディネーターとともに参加いただくことを想定している。令和８年度も定員の範囲内

で１都道府県から複数市町村の参加を可能とする予定であるため、管内市町村への周知を

お願いしたい。なお、令和８年度においては、「保険者機能強化支援のための研修」の受

講日数を見直し、オンライン研修として集合する日程を２日間に短縮する予定であること

を申し添える。 

 

【各研修の目標】 

○ 保険者機能強化支援のための研修 

都道府県における介護保険事業を担当する職員が市町村の状況を把握した上で、保険

者機能強化の支援を行えるよう、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けて保険者が実

施すべき取り組みを理解すると共に、種々の市町村支援を効果的に推進するための体制

づくりや方策を習得することを目標とするもの。 

 

○ 生活支援体制整備推進のための研修 

都道府県及び市町村において介護保険における生活支援体制整備に係る業務を行う職

員が、地域の多様な主体との連携に基づく地域づくりを進めることができるよう、介護

保険制度のみならず様々な制度における地域づくりの施策や取り組みに加えて、都道府

県における生活支援体制の整備に資するプラットフォームの構築等による支援の重要性

や、市町村の生活支援体制整備事業による生活支援コーディネーター・協議体等に求め

られる役割を理解し、効果的に生活支援体制整備を推進するための方策を習得すること

を目標とするもの。 

 

次年度は以下の日程での実施を予定しており、詳細が決まり次第お知らせする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和８年度介護保険における保険者機能強化に向けた都道府県職員等研修（予定） 

（保険者機能強化支援のための研修） 

・開催日程：令和８年 10 月 19 日～20 日（２日間） 

  ・対象：都道府県職員  

※ 異なる課等からのペア参加を推奨。(３人以上の申込みも可) 

※ 指定都市職員の受講も可能。 

  ・開催方法：オンライン 

 （生活支援体制整備推進のための研修） 

・開催日程：令和８年 10 月 21 日～23 日（３日間） 

  ・対象：都道府県職員、市町村職員等（生活支援コーディネーター含む） 

  ・開催方法：オンライン 
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（参考資料１） 

 
 

（参考資料２） 

 

○ 高齢者の地域での生活は、医療・介護専門職との関わりのみならず、地域の住民や産業との関わりの中で成立するもの。また、高齢
者自身も多様な主体の一員となり、地域社会は形作られている。
○ 総合事業の充実とは、こうした地域のつながりの中で、地域住民の主体的な活動や地域の多様な主体の参入を促進し、医療・介
護の専門職がそこに関わり合いながら、高齢者自身が適切に活動を選択できるようにするものである。
○ 総合事業の充実を通じ、高齢者が元気なうちから地域社会や医療・介護専門職とつながり、そのつながりのもとで社会活動を続け、
介護が必要となっても必要な支援を受けながら、住民一人ひとりが自分らしく暮らし続けられる「地域共生社会」の実現を目指していく。

多様な主体の参入を促進

要介護や認知症フレイル～要支援元気～フレイル予防

地域との
関わり

医療・介
護との関わ
り

住民ｺﾐｭﾆﾃｨ趣味 就労買い物外出
高齢者自身が多様な選択肢をつなげ生活

医療・介護専門職とのつながりは希薄

心身の機能の低下により少しずつのあきらめがはじまる

総合事業の実施主体は介護サービス事業者が太宗を占める

住民ｺﾐｭﾆﾃｨ
趣味 就労

買い物外出

総合事業

適切かつ十分な医療・介護サービスの提供

住民ｺﾐｭﾆﾃｨ 買い物外出
これまでどおりの生活の選択肢をあきらめてしまう

様々な医療・介護サービス

地域との
関わり

医療・介
護との関わ
り

適切な介入によりこれまでの生活に

地域の人と資源がつながり地域共生社会の実現や地域の活性化

引き続き選択を継続

80歳・85歳になっても
選択肢をつなげ生活

充実

地域がチームとなって総合事業を展開

選択肢の拡大
尊厳を保持し自立した生活

専門職 専門職

主体的な参加

早期発見

早期からの
つながり

適切な選択の支援

サービスサービス

介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会における議論の中間整理（概要）②

高齢者や多様な主体の参画を通じた地域共生社会の実現・地域の活性化
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（参考資料３） 

 
 

（参考資料４） 

 

論点① 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた取組の推進

＜総合事業の充実に向けた市町村の見直しの状況＞
○ 令和６年８月の地域支援事業実施要綱の改正を踏まえた総合事業の見直しについて、令和６年度中に実施した市町村は約９％にと
どまっている。今後、約４分の３の市町村が集中的取組期間である第９期計画期間中に検討を行う予定であるが、現時点では何も対
応する予定はない市町村が約４分の１となっている。

○ こうした市町村においては、今後対応すべき課題を明確化していくことが重要。厚生労働省では、各市町村の関係者が、今後直面
する課題や総合事業の目的の理解を含め、必要な検討を進めることができるよう、本年７月に「総合事業の充実に向けたワークシー
ト」（※）を配布するなど、更なる支援を行っている。
（※）各市町村における現状や課題を見える化し、課題に対して何をすればよいかを関係者間で議論をする際の基礎資料となるもの。

現状・課題（続き）

8.6 14.3 4.8 47.9 24.0 0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答数(n=1317)

1.令和６年度中に見直しを行った 2.令和７年度から見直しを行った（または行う予定）

3.令和８年度から見直しを行う予定 4.第10期に向けて検討する予定

5.現時点では何も対応する予定はない 無回答

75.6

【総合事業の充実に向け、令和６年８月の地域支援事業実施要綱の改正を踏まえた総合事業の見直しを行ったか】

※ 令和７年度老人保健健康増進等事業 「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備の実施状況に関する調査研究事業」(株式会社エヌ・ティ・ティデータ経営研究所) より作成
（令和７年９月８日時点速報集計） ※全市町村に対して調査し、 回答数1317。

資料２
社会保障審議会介護保険部会（第128回）

令和７年11月10日
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（参考資料５） 

 
 

（参考資料６） 

 

論点① 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた取組の推進

＜総合事業の評価の実施状況＞
○ 介護保険法上、総合事業の実施状況についての分析・評価について、市町村の努力義務とされており、市町村では、国で示す評価
指標の考え方等を踏まえ、それぞれの地域の実情を踏まえた評価指標を定めた上で事業評価を実施することとしている。

○ 市町村の約７割が総合事業の評価を実施しており、そのうち約６割が評価指標を設定している（総合事業の充実に向けた評価指標
を設定することも可能）。評価結果を踏まえて改善策を検討した市町村のうち約36%がサービス・活動の内容や進め方を改善したが、
約29％が改善は必要だが改善には至らなかったと回答しており、評価を踏まえた改善に十分に取り組めていない実態がある。

○ また、市町村の約67％が、全部又は一部のサービス・活動事業利用者の要介護度を把握している。

○ 実施状況の把握の方法について、国保連への請求データを活用できないサービス・活動類型は、介護予防ケアマネジメント等によ
り継続的に確認した情報の提供を受ける、事業者が利用者に確認した情報の提供を受けるなど工夫しており、介護予防及び自立支援
の効果測定が重要なサービス・活動類型については、利用実態等を把握しやすい環境をつくることが評価の推進につながると考えら
れる。

【総合事業の調査・分析・評価の実施の有無】（n=1317）

70.7 29.2 
0.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.している 2.していない 無回答

（うち評価にあたって指標を設定している市町村）（n=931）

57.5 42.2 
0.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.設定している 2.していない 無回答

※ 令和７年度老人保健健康増進等事業 「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備の実施状況に関する調査研究事業」(株式会社エヌ・ティ・ティデータ経営研究所) より作成
（令和７年９月８日時点速報集計） ※全市町村に対して調査し、 回答数1317。

【サービス・活動事業の利用者の年度ごとの要介護度の把握】（n=1317）

36.1 31.0 32.7 0.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.全員把握している 2.一部の者のみ把握している 3.全く把握していない 無回答

36.1 34.9 29.0 0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
1.改善した 2.改善の必要がなかったため改善していない 3.改善が必要だが改善には至らなかった 無回答

【改善策を検討した市町村について、会議体等での検討の結果、
サービス・活動の内容や進め方を改善したか】（ｎ=321）

現状・課題（続き）
資料２

社会保障審議会介護保険部会（第128回）

令和７年11月10日
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（参考資料７） 

 
 

（参考資料８） 

 

43



 

 

（参考資料９） 

 
 

（参考資料 10） 
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（参考資料 11） 

  
 

（参考資料 12） 

 

１．地域包括ケアの推進を図るため、以下の事業により市町村を支援する。
① 地方厚生(支)局主導による支援パッケージを活用した伴走的支援の実施（全国２４か所）

・地方厚生(支)局・都道府県と連携し、市町村を支援する地域の有識者･実践者の支援スキル向上に資する研修を
併せて実施

② 自治体向け研修の実施（各地方厚生(支)局ブロックごと）
③ 地域づくり戦略や支援パッケージ(注)の改訂など地域づくりに資するツールの充実
（注）市町村等が地域包括ケアを進める際に生じる様々な課題を解決するための実施方法やポイントをまとめたもの。

２．全国の生活支援コーディネーターや多様な分野の団体等がつながるためのプラットフォーム（PF)を構築・発展

２ 事業の概要・スキーム

地域づくり加速化事業 老健局認知症施策・地域介護推進課
（内線3982）

令和７年度当初予算額 78百万円（89百万円）※（）内は前年度当初予算額

【実施主体】

・国から民間事業者へ委託

【補助率】

・国10/10

【参考】

「全世代型社会保障構築を目指す改

革の道筋（改革工程）」

（令和５年12月22日閣議決定）

国 受託事業者
（シンクタン

ク等）

３ 実施主体等

国

支援
チーム

受託事業者

厚 生
労働省

地方厚生
(支)局

有識者・
実践者

市町
村

伴走的支援連 携

委
託

ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修

都道府県

地域づくり戦略
支援パッケージ

ブロック別研修

受託事業者

厚 生
労働省

委
託

生活支援体制
整備事業促進
PF(ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ)

全国の生活支援
コーディネーター等
がつながる場

活性化

＜事業イメージ＞

これまで団塊世代（1947～1949年生）が全員75歳以上を迎える2025年に向けて地域包括ケアシステムの構築を図るため、市町村の地域づくり促進の
ための支援パターンに応じた支援パッケージを活用し、①有識者による市町村向け研修（全国・ブロック別）や②個別協議を実施しているなど総合事業の
実施に課題を抱える市町村への伴走的支援の実施等を行ってきたところ。
令和４年12月の介護保険部会意見書で、「総合事業を充実化していくための包括的な方策の検討を早急に開始するとともに、自治体と連携しながら、第

９期介護保険事業計画期間を通じて、工程表を作成しつつ、集中的に取り組んでいくことが適当である。」との意見を受け、令和５年度に「介護予防・日
常生活支援総合事業の充実に向けた検討会」を設置し、第９期介護保険事業計画期間を通じた集中的な取組を促進するため、検討会で議論を行い、令和５
年12月７日に「介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会における議論の中間整理」を取りまとめたところ。
中間整理において、地域共生社会の実現に向けた基盤として総合事業を地域で活用する視点から地域の多様な主体が総合事業に参画しやくする枠組みの

構築を行うこととされたところ。
こうした検討会での議論等を踏まえ、本事業をとおして総合事業の充実に向けた取組を推進していく。

そのため、令和７年度においても、引き続き、以下の取組を行う。
①今後、こうした伴走的支援を地域に根差した形で展開していくため、全国８か所の地方厚生(支)局主導による支援対象を拡充するとともに地域で活動す
るアドバイザーを養成するなど、地域レベルでの取組を一層促進していく。

②また、令和４年12月の介護保険部会意見書で、第９期計画期間を通じて総合事業の充実に集中的に取り組むことが適当であり、その際、地域の受け皿整
備のため、生活支援体制整備事業を一層促進することとされていることを踏まえ、生活支援体制整備事業を更に促進するためのプラットフォームの構築
及び発展（全国シンポジウムの開催含む）を図る。

１ 事業の目的
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（参考資料 13） 

 
 

（参考資料 14） 

  

開催日時研修内容（詳細）厚生局名

令和７年12月25日開催
行政説明（北海道厚生局）（北海道保健福祉部福祉局）
講演「生活支援体制整備事業における社会資源の捉え方と開発のヒント」
トークセッション「「よくある」課題から考える生活支援体制整備事業」

北海道厚生局

令和７年12月19日開催行政説明（国土交通省東北運輸局）
講演「高齢者の移動支援について、つながる・知る・うまれるのプロセスで考える」東北厚生局

令和８年２月３日開催
行政説明（国土交通省関東運輸局）（関東信越厚生局）
講演「令和６年度地域づくり加速化事業参加自治体からの事例発表」他
動画説明（埼玉県富士見市活動の様子）

関東信越厚生局

令和８年２月18日開催
講演「地域の力で支えるこれからの介護予防・重度化予防」「自立支援・重度化防止に向けたリエ
イブルメントの推進について」
事例発表（愛知県豊明市重層支援センター）

東海北陸厚生局

令和８年２月10日開催
講師対談（市町村支援担当アドバイザー２名）
事例発表（滋賀県彦根市・京都府亀岡市・大阪府大東市・兵庫県尼崎市・和歌山県かつらぎ
町）

近畿厚生局

令和８年１月16日開催
行政説明（厚生労働省老健局）（国土交通省中国運輸局）
講演「多様な主体の参画・連携による地域づくりのポイント」
事例発表＆トークセッション（山口県防府市・島根県江津市・特定非営利活動法人ほっと吉和）

中国四国厚生局

令和７年10月15日開催
講演「市町村が今取り組む第10期介護保険事業計画に向けた準備」「認知症の人と家族への一
体的支援事業とは何か？」
事例発表（兵庫県朝来市・高知県高知市）トークセッション「わがまちでも取り組める！」

四国厚生支局

令和８年１月28日開催
講演「地域支援事業実施要綱の一部改正に対応した事業デザイン」
事例発表（大分県国東市・九州厚生局地域包括ケアシステム等アドバイザー）
グループワーク「生活支援体制整備事業における成果（目的）とは何か考えてみよう」

九州厚生局

令和７年度地域づくり加速化事業 ブロック別研修

全国８か所の地方厚生（支）局ごとに、各局管内の市町村職員や関係者等を対象に以下のとおり実施。

令和７年度地域づくり加速化事業 支援対象市町村一覧

令和７年度「地域づくり加速化事業」では、以下の22市町村を伴走的支援の対象として選定し、現地支援及び各支援の合間に
オンラインミーティング等を実施することにより支援を実施。また、令和７年度より、地方厚生（支）局の主導による支援に加
え、都道府県が支援を主導する方式も導入。

主な支援テーマ等保険者名都道府県名厚生局名

生活支援体制整備事業比布町北海道北海道

生活支援体制整備事業登別市北海道北海道

生活支援体制整備事業置戸町
（※）北海道北海道

生活支援体制整備事業（通いの場）八郎潟町秋田県東北

総合事業の検証・見直し、庁内外の連携・協働仙台市宮城県東北

介護予防ケアマネジメント、
サービス・活動（サービスＣ）、フレイル対策

大鰐町
（※）青森県東北

介護予防ケアマネジメント、
サービス・活動事業（サービスＡ・サービスＣ）松本市長野県関東信越

介護予防ケアマネジメント、サービス・活動事業（多様
なサービス全般）、生活支援体制整備事業、地域ケア

会議
鉾田市茨城県関東信越

サービス・活動事業全般（総合事業の見直し）逗子市
（※）神奈川県関東信越

総合事業の検証・見直し、
サービス・活動事業（多様なサービス全般）

三条市
（※）新潟県関東信越

生活支援体制整備事業、
震災復興（通所型サービス全般）珠洲市石川県東海北陸

地域ケア会議御嵩町岐阜県東海北陸

主な支援テーマ等保険者名都道府県名厚生局名

生活支援体制整備事業、
サービス・活動事業（多様なサービス全般)松崎町静岡県東海北陸

介護予防ケアマネジメント、サービス・活動事業を土台と
したフレイル対策、その他整備事業宇治市京都府近畿

介護予防ケアマネジメント、
サービス・活動事業（総合事業の見直し)亀岡市京都府近畿

介護予防ケアマネジメント、サービス・活動事業Ｃ倉敷市岡山県中国四国

生活支援体制整備事業、
サービス・活動事業（多様なサービス全般）府中町広島県中国四国

生活支援体制整備事業、総合事業の見直し中芸広域
連合高知県四国

介護予防ケアマネジメント、サービス・活動事業（通所
型サービス（多様なサービス））土庄町香川県四国

サービス・活動事業（サービスＣ）佐伯市大分県九州

生活支援体制整備事業東串良町鹿児島県九州

介護予防ケアマネジメント、生活支援体制整備事業、
サービス・活動事業（訪問サービスB,訪問サービスD)恩納村沖縄県九州

（※）は都道府県主導型により実施
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（参考資料 15） 

   
 

（参考資料 16） 

 

１．地域包括ケアの推進を図るため、以下の事業により市町村を支援する。

① 地方厚生(支)局主導・都道府県主導による支援パッケージを活用した伴走的支援の実施（全国２４か所）
・地方厚生(支)局・都道府県と連携し、市町村を支援する地域の有識者･実践者の支援スキル向上に資する研修も実施

② 自治体向け研修の実施（各地方厚生(支)局ブロックごと）
③ 地域づくり戦略や支援パッケージ(注)の改訂など地域づくりに資するツールの充実
（注）市町村等が地域包括ケアを進める際に生じる様々な課題を解決するための実施方法やポイントをまとめたもの。

④ 都道府県主導型の取組評価や評価を踏まえた都道府県による支援体制整備のマニュアル作成

２．高齢者の生活支援を地域の多様な主体の共創により進めるプラットフォーム（生活支援共創PF)の運用・発展

２ 事業の概要・スキーム

地域づくり加速化事業 老健局認知症施策・地域介護推進課
（内線3982）

令和８年度当初予算案 76百万円（78百万円）※（）内は前年度当初予算額

【実施主体】

・国から民間事業者へ委託

【補助率】

・国10/10

【参考】

「全世代型社会保障構築を目指

す改革の道筋（改革工程）」

（令和５年12月22日閣議決定）

国
受託事業者
（シンクタ
ンク等）

３ 実施主体等

国

支援
チーム

受託事業者

厚 生
労働省

地方厚生
(支)局

有識者・
実践者

市町
村

伴走的支援連 携

委
託

ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修

都道府県

地域づくり戦略
支援パッケージ

ブロック別研修

受託事業者

厚 生
労働省

委
託

生活支援共創PF（全国版）

多様な分野の全国団体が高齢者
を支える生活支援の取組を共創

していく基盤

SC・多様な主体の交流や情報発
信を行うHP、シンポジウム

活性化

＜事業イメージ＞

地域包括ケアシステムの深化・推進を図るため、市町村の地域づくり促進のための支援パターンに応じたパッケージを活用し、①有識者による市
町村向け研修（全国・ブロック別）や②個別協議を実施しているなど総合事業の実施に課題を抱える市町村への伴走的支援の実施等を行ってきた。

令和５年12月７日に取りまとめられた「介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会における議論の中間整理」では、地域共生社会
の実現に向けた基盤として総合事業を地域で活用する視点から、地域の多様な主体が総合事業に参画しやくする枠組みの構築を行うこととされた。

これまでの取組や検討会での議論を踏まえ、本事業をとおして総合事業の充実に向けた市町村の取組を一層推進していくために以下を行う。

① 伴走的支援を地域に根差した形で展開していくため、全国８か所の地方厚生(支)局主導及び都道府県主導による支援を行うとともに、都道府県
主導型の取組評価や評価を踏まえた都道府県による支援体制整備のマニュアル作成など、地域レベルでの取組を一層促進していく。

② 第９期介護保険事業計画期間中に総合事業の充実に集中的に取り組むことこととされており、地域の受け皿整備のために生活支援体制整備事業
を一層促進することとされていることを踏まえ、全国版の高齢者の生活支援を地域の多様な主体の共創により進めるプラットフォーム（生活支援
共創プラットフォーム）の運用及び発展を図る。

１ 事業の目的
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５．地域包括支援センターの体制整備等について 

（１）地域包括支援センターに係る介護保険部会等の議論について 

令和７年 12 月 25 日に取りまとめられた「介護保険制度の見直しに関する意見」におい

て、地域包括支援センターは、医療・介護連携を始めとする地域のネットワークづくりや、

地域における社会資源の創出など、地域全体の支援を担う役割を発揮できることが重要と

されたところ。 

特に、頼れる身寄りがいない高齢者等への生活課題については、地域の適切なつなぎ先

が明確化されていないこと等により、ケアマネジャー等がシャドウワークとして実施せざ

るを得ないケースも増加していることから、地域課題として地域全体で対応を協議するこ

とが必要であり、市町村が主体となって、地域ケア会議等を活用して地域課題として議論

し、制度の活用や地域資源の活用を含めて、必要な資源を整理するとともに、必要な関係

者・関連事業につなげていくことが考えられる。また、地域において、頼れる身寄りがい

ない高齢者等に対する相談体制の充実を図るため、地域包括支援センターが実施する包括

的支援事業（総合相談支援事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業）において、

頼れる身寄りがいない高齢者等への相談対応や課題対応を行うことを明確化し、住民を含

めた地域の関係者との協働や多機関連携の役割を更に発揮できるようにすることも重要で

ある。 

一方で、地域包括支援センターの業務量過多、地域での連携機関の不足といった課題が

指摘されており、地域包括支援センターの更なる業務負担軽減や、居宅介護支援事業所に

おける円滑なケアマネジメントを促進する観点から、利用者の属性を問わず、介護予防ケ

アマネジメントについても居宅介護支援事業所による直接実施を可能とすることが適当で

あるとされた。 

加えて、地域包括支援センターは、災害や感染症等の発生時において、支援が必要な高

齢者の把握や関係機関との連絡調整など、各地域において重要な役割を有することから、

地域包括支援センターとしての業務継続計画（ＢＣＰ）の策定を義務化し、市町村と連携

して体制を整備することを通じて、有事に備えた平時からの業務整理、地域における関係

構築、訓練の実施等に活かすことが必要とされた。 

厚生労働省においては、今後、これらの事項に係る必要な制度改正を検討しているとこ

ろであるが、これらの改正に係る自治体及び地域包括支援センターに向けた支援策として、

以下について今後周知を行う予定であり、地域包括支援センターを始めとする関係者への

周知と活用をお願いしたい。 

・頼れる身寄りがいない高齢者等への支援に関する事例をもとに、地域における議論の

場の設置や議論のプロセス、地域資源の整理・開発に向けた取組の可能性を提示した

ガイドブックを作成中。（令和７年度老人保健健康増進等事業「身寄りのない在宅高齢者への

支援に関する調査事業」（実施主体：株式会社日本総合研究所）） 

・BCP 策定を含め地域包括支援センターにおける災害等に備えた体制整備を図っていく

ための好事例収集や自治体及び地域包括支援センター向けハンドブックを作成中。（令

和７年度老人保健健康増進等事業「地域包括支援センターの役割を踏まえた業務継続計画（BCP）

にもとづいた災害等に対する市町村の体制整備に係る調査研究事業」（実施主体：株式会社野村総

合研究所）） 

また、過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組みについては、社

会保障審議会福祉部会報告書（令和７年 12 月 18 日）において取りまとめられたところで

あり、詳細は社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室資料を参照いただきたい。 
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（２）地域包括支援センターの事業評価について 

地域包括支援センターの事業評価については、令和６年６月に見直された新たな指標に

よる評価を令和７年度より開始したところ。新指標では、地域包括支援センターが地域の

分析結果を踏まえた中長期的な視点に立った対応を行うことができているかを評価する項

目の新設、アウトプット指標や中間アウトカムの新設、市町村が選択可能な任意の項目の

設定などを行っており、令和７年度老人保健健康増進等事業「市町村における地域包括支

援センター事業評価指標の分析に関する調査研究事業」（実施主体：一般社団法人東大看

護学実装普及研究所）において、これらの新設項目を含め、全国の事業評価に係る実態把

握を行うとともに、地域包括支援センターの機能強化に資するよう、市町村及び地域包括

支援センターへのフィードバック方法の検討及び活用可能なツールの策定等を行ってい

る。（参考資料１参照） 

２月 20 日に、令和７年度に実施した事業評価に係るフィードバック及びツールを各都道

府県にお示ししたところであり、各都道府県におかれては、管内市町村へ配布いただくと

ともに、市町村と地域包括支援センターが相互にコミュニケーションを取り、センターが

日頃抱える課題の整理や、人員体制の検討、事業計画や関連事業の見直し等に役立ててい

ただくよう、検討・支援をお願いしたい。 

 

（３）介護保険事業費補助金（地域包括支援センター等における ICT 等導入支援事業）に

ついて 

認知症の方やその家族を含めた包括的な支援・権利擁護を図るために、多様な世代の家

族介護者や地域住民が地域包括支援センターにアクセスしやすい環境整備等を行うことが

重要である。また、地域包括支援センターの負担の軽減を進めながら、効率的に介護予防

支援・介護予防ケアマネジメントや総合相談支援事業に取り組み、より多くの相談のニー

ズに対応することや、複雑化・複合化した地域の課題にきめ細やかに対応できるようにす

ることが重要となる。 

このため、令和７年度補正予算（令和８年度へ繰越予定）において、地域包括支援セン

ターに介護予防サービス計画の検証等に資するデータ連携や総合相談支援事業の効果的な

実施に資するデータ共有システムの構築や、業務負担軽減やアクセスしやすい環境整備に

資する ICT 機器の導入に係る費用の補助を行うこととしており、各市町村における積極的

な活用等をお願いしたい。（参考資料２参照） 

  

（４）介護保険事業費補助金（災害等への備えに資する地域包括支援センターにおける体

制整備モデル事業）について 

（１）に記載したとおり、地域包括支援センターは、災害や感染症等の発生時において、

支援が必要な高齢者の把握や関係機関との連絡調整など、各地域において重要な役割を有

する。 

このため、業務継続計画（BCP）の策定を含め、災害等の有事に備えて自治体と連携した

体制整備を行うことが重要であり、令和７年度補正予算（令和８年度へ繰越予定）におい

て、市町村における関係機関・関係者間の協議の場やネットワークの構築、地域包括支援
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センターにおける BCP 策定やそのための業務整理、自治体や地域の関係者と連携した BCP

に基づく訓練等の実施といった取組を先行的に行う市町村に対する支援を行うこととして

おり、各市町村における積極的な活用等をお願いしたい。（参考資料３参照） 

なお、実施市町村は 20 市町村を予定しており、全国における先立つ事例として、その取

組の背景、課題、実績等について実績報告による厚生労働省への事例提供を行うほか、可

能な限り、厚生労働省又は関連事業によるヒアリング等に協力いただくこととしているの

で、ご承知おき願いたい。 

 

（５）生活支援コーディネーターを中心とした相談支援連携体制構築事業の拡充について 

地域支援事業のうち包括的支援事業を活用して、地域づくりを進める観点から、令和８

年度予算案において、生活支援体制整備事業における「生活支援コーディネーターを中心

とした相談支援連携体制構築事業」の拡充について必要な予算を計上しているところ。各

市町村においては、積極的な活用について検討いただきたい。（参考資料４参照） 

① 事業内容 

独居高齢者に対する支援、孤独・孤立対策の推進、育児と介護を同時に行う者（い

わゆるダブルケアラー）やヤングケアラーをはじめとする家族介護者に対する支援な

ど、地域包括支援センターに期待される役割は高まっているが、こうした複雑化・複

合化した地域課題に対応するためには、地域包括支援センターのみが業務を負担する

のではなく、地域包括支援センターが中心となって、地域の関係者とのネットワーク

を活用しながら総合相談支援機能を充実させることが必要である。 

このため、令和７年度より、市町村において、生活支援コーディネーターが地域包

括支援センターと連携しながら、地域住民への個別訪問や相談対応等を通じ、複雑化

・複合化した地域課題に対応するための地域づくりに取り組む事業(生活支援コーデ

ィネーターを中心とした相談支援連携体制構築事業)を実施することができることと

している。 

② 拡充内容 

令和８年度においては、上記に加え、家族介護者の支援ニーズに沿った対応を充実

するため、生活支援コーディネーターによる家族介護者に係る地域課題に対応するた

めのネットワークづくりを支援する。 

具体的な実施内容としては、既存の 

・ 地域包括支援センターとの連携のもと、複雑化・複合化した課題を抱える世帯を

対象とした個別訪問や相談対応 

・ 社会福祉協議会、子育て支援の相談窓口、ハローワーク等の関係機関のほか、銀行

や飲食店などの地域の多様な主体からの情報収集・関係者間のネットワークづくり 

・ 地域包括支援センターを含む地域のネットワークを活用した、適切な支援へのつ

なぎや資源開拓 

に加えて、 

・ 就業している家族介護者への支援を念頭においた企業や都道府県労働局等との連

携やネットワークづくり 

等を生活支援コーディネーターが実施することを想定している。 

拡充に伴い、生活支援コーディネーターによる家族介護者支援にかかる地域課題に

対応するためにネットワークづくりを行う場合には、本事業の既存の標準額（１市町

村あたり 8,000 千円（本事業を担う生活支援コーディネーターを地域包括支援センタ
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ー以外に配置する場合や重層的支援体制整備事業として実施する場合は 4,000 千円））

に加えて、800 千円を標準額に加算することを可能とする予定である。 

 

【参考】地域支援事業実施要綱における記載案（調整中の案であり変更がありうる。） 

エ 生活支援コーディネーターを中心とした相談支援連携体制構築事業 

独居高齢者に対する支援、孤独・孤立対策の推進、育児と介護を同時に行う者（いわ

ゆるダブルケアラー）やヤングケアラーをはじめとする家族介護者に対する支援など、

地域包括支援センターに期待される役割は高まっているが、こうした複雑化・複合化し

た地域課題に対応するためには、地域包括支援センターのみが業務を負担するのではな

く、地域包括支援センターが中心となって、地域の関係者とのネットワークを活用しな

がら総合相談支援機能を充実させることが必要である。 

このため、市町村は、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）が、地域包括

支援センターと連携しながら、地域住民への個別訪問や相談対応等といった個別の対応

を通じ、複雑化・複合化した地域課題に対応するための地域づくりに取り組む事業を実

施することができる。 

 

(ア) 実施内容 

複雑化・複合化する地域課題に対応するための地域づくりに取り組むため、個別の

対応から地域課題の把握を行うとともに、地域の多様な主体とともに課題解決に向け

た対応を行う。具体的には以下のような取組が想定されるが、これらは例として示す

ものであり、本事業の趣旨に沿う内容であれば地域の実情に応じて多様な取組を実施

することが可能である。 

・ 地域包括支援センターとの連携のもとで、複雑化・複合化した課題を抱える世帯

を対象とした個別訪問や相談対応を行い、個別の対応から地域課題の把握等を行う。 

・ 社会福祉協議会、民生委員・児童委員、子育て支援の相談窓口、ハローワーク等の

関係機関・関係者のほか、銀行や飲食店などの地域の多様な主体からの情報収集を

行うとともに、課題に対応するための関係者間のネットワークづくりを行う。また、

就業している家族介護者への支援を念頭に置き、企業や都道府県労働局等との連携

やネットワークづくりを行う。 

・ 地域包括支援センターや地域の多様な主体を含む地域のネットワークを活用し、

課題を抱える者の適切な支援へのつなぎや課題に対応するための資源開拓を行う。 

 

(イ) 生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置方法 

個別の対応にあたって地域包括支援センターとの連携が重要であることから、原則

として地域包括支援センターに配置された生活支援コーディネーターが本事業の実施

を担うこととする。 

ただし、情報共有から課題への対応を含めて地域包括支援センターと密接な連携を

行うことができると市町村が判断する場合には、地域包括支援センター以外の場所に

配置された生活支援コーディネーターが本事業の実施を担うことも可能である。 

 

(ウ) 留意事項 

密接な連携が行えることを前提に、地域包括支援センターの設置者と生活支援コー

ディネーターの所属が同一であることは問わないこととし、例えば市町村直営の地域
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包括支援センターに委託を受けた生活支援コーディネーターを配置して本事業を実施

することも可能である。 

また、既に配置されている第１層・第２層の生活支援コーディネーターが本事業の

実施を担うことも可能であるほか、既存の協議体をはじめとした地域のネットワーク

との接続を図ることも重要である。 

なお、家族介護者に対する支援にあたっては、別記４任意事業の３(２)家族介護支

援事業や市町村の一般施策として実施する各支援策に加え、仕事と介護の両立支援施

策と協働のうえ実施することが重要である。 

 

【参考】地域支援事業交付金交付要綱における記載案（調整中の案であり変更がありうる。） 

（交付額の算定方法） 

４ この交付金の交付額は、次により算出するものとする。 

ア～ウ （略） 

１ 区分 ２ 基準額 ３ 対象経費 ４ 交付率 

包括的支援

事業（社会保

障充実分） 

・生活支援コーディネーターを中心

とした相談支援連携体制構築事業

の実施 8,000 千円 

※ ただし、地域包括支援センタ

ー以外に配置された生活支援コ

ーディネーターが本事業の実施

を担う場合や、重層的支援体制

整備事業として実施する場合に

は 4,000 千円とする。 

※ ただし、生活支援コーディネ

ーターによる家族介護者支援に

かかる地域課題に対応するため

のネットワークづくりを行う場

合は、800 千円を加算する。 

（略） （略） 

 

 

（６）家族介護支援事業の再編・充実について 

「新たな就職氷河期世代等支援プログラムの基本的な枠組み」（令和７年６月３日就職

氷河期世代等支援に関する関係閣僚会議決定）において、「家族介護者への相談支援体制

の整備」が挙げられたところ。 

市町村における家族介護者への支援は、地域支援事業の任意事業である「家族介護支援

事業」により実施いただいているが、複雑化・複合化した課題を抱える高齢者やその家族

の多様なニーズに応えられるよう、また、令和７年 10 月から施行された改正育児・介護

休業法に基づく企業による介護の両立支援の取組（労働者への情報提供や相談窓口設置

等）も踏まえたものとなるよう、現在の家族介護者支援に係る実態・ニーズに沿った再編

・充実を行う。 
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具体的には、家族介護者自身への支援に着目した事業となるよう、企業による仕事と介

護の両立支援の取組を踏まえ、家族の働き方の希望等に配慮した相談体制整備に資するよ

う家族介護者支援に係る相談窓口の設置や、企業等や家族介護者同士を含む地域全体での

ネットワーク構築等に係るメニューを創設することとしている。（参考資料５参照） 

なお、令和７年度老人保健健康増進等事業「複雑化・複合化した課題を抱える高齢者と

その家族を支えるための地域支援事業における家族介護者支援のあり方に関する調査研究

事業」（実施主体：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社）において、現在の家

族介護者支援の実態やニーズに沿った先行例として、企業等と連携した支援や家族介護者

同士のピアサポートなどの様々な取組を紹介した事例集を現在作成中であり、今後、周知

及び活用をお願いしたい。 

 

【参考】地域支援事業実施要綱における記載案（調整中の案であり変更がありうる。） 

(２) 家族介護支援事業 

要介護被保険者を現に介護する者（以下、本項目において「家族介護者」という。）の

支援のため必要な事業を実施する。複雑化・複合化した課題を抱える高齢者やその家族の

多様なニーズに応えられるよう、また、家族の働き方の希望等を踏まえたものとなるよう、

各市町村における家族介護者支援に係る実態・ニーズに沿って以下の取組を実施すること

ができる。なお、家族介護者に対する支援にあたっては、別記３包括的支援事業（社会保

障充実分）の２(３)エ「生活支援コーディネーターを中心とした相談支援連携体制構築事

業」や市町村の一般施策として実施する各支援策に加え、仕事と介護の両立支援施策と協

働のうえ実施することが重要である。 

ア 家族介護者への個別・集団支援 

家族介護者自身の生活・人生の質の向上、心身の状態の維持・改善を目的とした、

家族介護者支援に係る相談窓口の設置、家族の働き方等に配慮した相談対応ができる

体制の整備、家族介護者同士の交流・意見交換の場の開催を行う。家族の働き方等に

配慮し、オンラインによる相談対応や交流会等の実施も想定される。また、家族介護

者支援に係るアセスメントの質の向上に資する研修やツールの作成等を行うことも可

能である。 

イ 地域でのネットワーク構築 

家族介護者支援に係る関係者の連携強化を目的とした、企業を含む地域の関係者や

家族介護者同士による地域でのネットワーク構築、仕事と介護の両立支援のため企業

等に出向いての教室・講座の開催、家族介護者支援に係るピアサポーターの育成・活

動支援を行う。 

ウ ニーズ把握・事業評価 

家族介護支援事業をより効果的かつ効率的に実施することを目的に、事業実施に係

るニーズ把握や事業評価を行う。例えば、いわゆるダブルケアラー、ヤングケアラー、

8050 問題など複雑な課題を抱える家族を含め、地域の家族や関係機関等へのアンケー

トやヒアリング等を通じた実態把握を行った上で、事業の計画・実施・評価・改善を

行う。 
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エ 介護教室の開催 

要介護被保険者の状態の維持・改善を目的とした、適切な介護知識・技術の習得や、

外部サービスの適切な利用方法の習得等を内容とした教室を開催する。 

オ 認知症高齢者等見守り事業 

地域における認知症高齢者等の見守り体制の構築を目的とした、認知症に関する広

報・啓発活動、認知症の人が行方不明になった場合に早期発見できる仕組みの構築・

運用、認知症高齢者等に関する知識のあるボランティア等による見守りのための訪問

等を行う。 

カ 家族介護継続支援事業 

家族の身体的・精神的・経済的負担の軽減を目的とした以下の事業とする。 

(ア) 健康相談・疾病予防等事業 

家族介護者に対するヘルスチェックや健康相談の実施による疾病予防、病気の

早期発見等を行うための事業 

(イ) 介護自立支援事業 

（略） 
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（参考資料１） 

 
 

 

○ 地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の
向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。地域の関係者とのネットワークの下、総合相談支援などの包括的支援
事業や介護予防支援等の支援を行うとともに、こうした取組を通じて市町村と一体となって地域課題の把握やその対応策の検討等
を行うことが期待される。
○ 地域包括支援センターが求められる機能を発揮するためには、業務負担軽減を含めた業務改善を推進するとともに、中長期的な
視点に立った取組を市町村が計画的に進めていくことが重要。

○ そのため、地域包括支援センターの設置者は、実施する事業について自己評価を行い、質の向上を図ること、市町村は、定期的
に地域包括支援センターの事業の実施状況について評価を行い、必要に応じて事業の実施方針の見直し等の措置を講じることと
されている。（介護保険法115条の46第４・９項）

地域包括支援センターにおける計画的な取組推進のための事業評価について

【参考】介護保険法115条の46（抜粋）
4 地域包括支援センターの設置者は、自らその実施する事業の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、その実施する事業の質の向上を図らなければならない。
9 市町村は、定期的に、地域包括支援センターにおける事業の実施状況について、評価を行うとともに、必要があると認めるときは、次条第一項の方針の変更その他の必要な措置を講じなければならない。

都道府県厚生労働省

評価指標の提示

地域包括支援
センター

評価指標を
用いた評価

センターの事業の
質の向上

評価指標を
用いた評価

センターの事業の
実施方針の見直し

市町村

センターの機能強化策や
事業の実施方針の検討

全国結果の周知・
市町村への支援全国結果のとりまとめ

評価結果評価結果市町村・センターの
評価結果を報告

国・都道府県・市町村・センターの連携のもと
中長期的な視点に立った取組を計画的に実施
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（参考資料２） 

 
 

（参考資料３） 

 

施策名：災害等への備えに資する
地域包括支援センターにおける体制整備モデル事業

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

② 対策の柱との関係

⑤ 施策の対象・成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

地域包括支援センターは、災害や感染症等の発生時に、要支援者の把握や関係機関との連絡調整など各地域

において不可欠な役割を有する。そのため、業務継続計画（BCP）の策定を含め、災害等の有事に備えて自治体

と連携した体制整備を行うことが重要である。

地域包括支援センターにおける災害等の有事に備えた体制を整備するために、市町村における関係機関・関係者間の協議の場やネットワークの構築、

地域包括支援センターにおけるBCP策定やそのための業務整理、自治体や地域の関係者と連携したBCPに基づく訓練等の実施といった取組を先行的

に行う市町村に対する支援を行う。

ⅢⅡⅠ

2154321321

○○

地域包括支援センターが市町村と連携してBCP策定や地域の関係機関・関係者間のネットワーク構築に取り組むことにより、有事に備えた体制が整備

されるとともに、平時からの役割・業務の整理や地域の関係構築にもつながる。

厚
生
労
働
省

市町村 地域包括
支援センター

※必要に応じて
都道府県とも連携

地域の関係機関・関係者
（医療機関、介護施設、居宅介護支援事業所、

社会福祉協議会、自治会、職能団体、民間企業、地域住民等）
※災害対応・復興等の支援を行う団体も含まれる

連携の上
体制整備に係る
取組を実施

事例提供

取組に係る
経費の補助

老健局認知症施策・地域介護推進課
（内線3894、3982）令和７年度補正予算 38百万円

【実施主体】
・市町村

【補助率】

・定額（国10/10）

【補助上限額】
・１自治体200万円

（全20市町村が実施することを想定）
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（参考資料４） 

 
 

（参考資料５） 
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６．令和８年度地域支援事業交付金について 

（１）令和８年度地域支援事業交付金予算案の概要 

令和８年度における地域支援事業交付金・重層的支援体制整備事業交付金に係る予算案

については、近年の執行状況等を勘案しつつ、総合事業に係る介護職員等の処遇改善（項

目４（４）参照）や家族介護者への相談支援体制の充実（項目５（５）参照）等を踏まえ、

1,807 億円を計上しているところ。 

令和７年度においては、各保険者からの交付希望額の合計が予算額を超過したため、限

りある財源を有効的に活用する（国庫返納額の発生を可能な限り防ぐ）観点から、過去の

交付金の実績（交付確定額）や国庫返納の有無等を勘案し、交付決定の留保を行ったとこ

ろである。留保分については、実績報告に基づく交付金の額の確定を行った後、不足する

分について令和８年度中に精算交付を行う予定である。 

令和８年度においても、令和７年度同様に全国の保険者からの協議状況によっては一部

の交付決定を留保するなどの対応も想定しているため、各保険者においては、令和８年度

事業の事前協議にあたり、過去の事業の実績額や協議時点での実施状況等を勘案し、地域

支援事業の実施のための所要額を適切に見込んでいただきたい。（参考資料１・２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和８年度の執行にあたってのスケジュールは以下のとおりを予定しており、交付金執

行が円滑に行われるようご協力をお願いしたい。 

・ 事前協議：令和８年７月～８月頃 

・ 事前協議に基づく内示：令和８年 10 月～11 月頃 

・ 調整基準標準事業費額に関する調査：令和８年 11 月～12 月頃 

・ 総合事業調整交付金の内示：令和９年１月頃 

・ 交付申請：令和９年１月～２月頃 

・ 交付決定：令和９年２月～３月頃 

 

なお、財務大臣・厚生労働大臣合意事項として、「第 10 期介護保険事業計画期間を見据

え、保険者の管理の下、多様な主体が参画し、高齢者が多様なサービスから選択すること

ができるよう（…中略…）介護予防・日常生活支援総合事業の充実を図るための取組につ

いて、検討する」こととされていることを申し添える。 

 

（２）介護予防・日常生活支援総合事業の個別協議に関する取扱い 

介護予防・日常生活支援総合事業における事業費の上限については、事業移行前年度実

績に市町村の 75 歳以上高齢者の伸びを乗じた額としているほか、特別な事由がある場合

は、個別判断により、当該事由により増加する額の範囲内において認める額について上限

額の引上げが認められている。 

【令和８年度予算案】（括弧内は前年度当初予算額） 

・ 地域支援事業交付金等：1,807 億円（1,800 億円）  

うち重層的支援体制整備事業交付金分：365 億円（336 億円）  

※  令和７年度同様、令和８年度の執行に関し、全国の保険者からの協議状況によっては一部

の交付決定を留保するなどの対応も想定。 

※ 本交付金は義務的経費であり、仮に当年度中に交付できない状況が生じた場合は翌年度に 

精算交付を行う。 

58



 

 

この上限制度については、「令和６年度全国介護保険担当課長会議」でもお示ししたと

おり、「介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正

する政令」（令和５年 12 月 27 日政令第 383 号）、「介護保険法施行令第三十七条の十三

第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由」（令和６年厚生労働省告示第 19 号）

の制定により、要件の明確化を行ったところである。 

各要件の詳細については、令和６年３月 29 日に「介護保険法施行令第 37 条の 13 第５

項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第５号の規定に基づき厚生労働省老健局長が

定める事由について」（老発 0329 第 18 号老健局長通知）及び「令和６年度以降における

地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第 37 条の 13 第５項の厚生労働大臣が認める

額の取扱いについて」（老発 0329 第 19 号老健局長通知）にて周知しているところである

が、上限超過承認額が取組年度で異なる事由もあるため、令和８年度の事業の実施にあた

って改めて参照いただきたい。 

なお、４（４）に記載のとおり、令和８年度に総合事業に係る介護職員等処遇改善加算

の見直しが行われる予定であることから、当該見直しにおける処遇改善分についても個別

協議の対象となるよう上記通知を改正予定であるためご留意願いたい。 

 

※上記２通知については、以下厚生労働省 HP に掲載している。 

厚生労働省ＨＰ：https://www.mhlw.go.jp/content/001239653.pdf 

 

（３）介護用品の支給に関する取扱い 

 地域支援事業における任意事業の「家族介護支援事業」のうち介護用品の支給に係る事

業については、「地域支援事業充実分に係る上限の取扱い及び任意事業の見直しについて」

（平成 27 年２月 18 日厚生労働省老健局振興課事務連絡）及び地域支援事業実施要綱で周

知しているとおり、第６期介護保険事業計画以降、原則として任意事業の対象外とした上

で、計画期間ごとに実施する場合の支給要件の見直しを行ってきたところである。 

 第９期介護保険事業計画期間における取扱いについては、「地域支援事業（任意事業）

のうち介護用品の支給に係る事業の第９期介護保険事業計画期間における取扱いについ

て」（令和５年 12 月 22 日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡）及び

令和６年度に改正した地域支援事業実施要綱においてお示ししており、この取扱いが当該

期間における例外的な激変緩和措置であることを踏まえ、当該期間における市町村特別給

付及び保健福祉事業等への移行を含めた介護用品支給事業の廃止・縮小に向けた取組を着

実に実行することとされたい。 

 

（４） 地域支援事業における介護情報利活用事業（仮称）について 

「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正

する法律」（令和５年法律第 31 号）による介護保険法の改正により、被保険者、介護事業

者等の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業(介護情報

利活用事業（仮称）)が地域支援事業として位置づけられ、当該事業に関する規定（介護情

報基盤に関する規定）については、令和８年４月１日に施行することを予定しており（詳

細は老人保健課資料の６参照。）、これに伴い地域支援事業の上限額の規定についても改

正を予定している。 
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なお、「令和８年度の地域支援事業における介護情報基盤の対応について」（令和８年

１月 26 日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）で周知しているとおり、令和７年度補正

予算において介護情報基盤の開発等に必要な経費を補助するための所要の予算が計上され

ており、令和８年度に各市町村が実施する地域支援事業において、介護情報基盤に関する

経費負担は発生しない見込みである。 

 

（５）成果連動型民間委託契約方式（PFS）の推進について 

内閣府では、社会課題の解決に対応した成果指標を設定し、成果指標値の改善状況に連

動して委託費等を支払うことにより、より高い成果の創出に向けたインセンティブを民間

事業者に強く働かせることが可能となる、新たな官民連携の手法である成果連動型民間委

託契約方式（PFS:Pay For Success）を推進している。 

内閣府では、PFS 事業に活用実績のある支援制度等を公開（※）しているので、参考にさ

れたい。 

（※）PFS 事業に活用可能な支援制度について（内閣府ＨＰ）： 

https://www8.cao.go.jp/pfs/sienseido.html  
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（参考資料１） 

 
 

（参考資料２） 

 

令和８年度における地域支援事業交付金等に係る予算（案）について

○ 令和８年度における地域支援事業交付金・重層的支援体制整備事業交付金に係る予算（案）については、近年の
執行状況等を勘案しつつ、総合事業に係る介護職員等の処遇改善や家族介護者への相談支援体制の充実等を踏まえ、
1,807億円を計上している。
（参考）令和８年度予算（案） ※（ ）内は前年度当初予算額

地域支援事業交付金等：1,807億円（1,800億円）
うち重層的支援体制整備事業交付金分：365億円（336億円）
※ 令和７年度同様、令和８年度の執行に関し、全国の保険者からの協議状況により一部の交付決定を留保するなどの対応も想定。
なお、本交付金は義務的経費であり、仮に当年度中に交付できない状況が生じた場合は翌年度に精算交付を行う。

○ また、財務大臣・厚生労働大臣合意事項として、「第10期介護保険事業計画期間を見据え、保険者の管理の下、
多様な主体が参画し、高齢者が多様なサービスから選択することができるよう（…中略…）介護予防・日常生活支
援総合事業の充実を図るための取組について、検討する」こととされている。

令和７年度分令和８年度分

うち重層
うち

地域支援事業合計うち重層
うち

地域支援事業合計

14億円909億円923億円14億円858億円872億円介護予防・日常生活支援総合事業

284億円385億円669億円284億円397億円681億円
包括的支援事業
（地域包括支援センター運営分）
・任意事業

38億円169億円207億円68億円186億円254億円
包括的支援事業
（社会保障充実分）

336億円1,464億円1,800億円365億円1,442億円1,807億円合計

※四捨五入により内訳と合計が一致しない場合がある。
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７．地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）について 

（１）基金事業の新設・拡充等について 

地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）については、介護従事者の確保及び

定着を進めていくため、令和８年度より以下の事業を新設するので、各都道府県におい

ては、管内の市町村及び関係団体等に周知を図るとともに、本基金の積極的な活用をお

願いする。（別添資料） 

なお、既存の事業についても、介護従事者の確保の観点から特に重要と考えられるも

の（各種研修、介護生産性向上総合相談センターの設置、ハラスメント、認知症、高齢

者の社会参加（ボランティアポイントや事務お助け隊等）に資する事業など）について

は、積極的な取組をお願いする。 

 

※令和８年度地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）予算案における新規メ

ニューについて（予算額 86 億円（国費）） 

①（新設）訪問介護における人材確保のためのタスクシェア・タスクシフトの推

進支援 

②（新設）中山間・人口減少地域等に存在する通所介護事業所等の多機能化（訪

問機能の追加）の推進支援 

③（新設）訪問介護事業所のサテライト（出張所）設置の推進支援 

④（新設）地域のケアマネジメント提供体制確保支援 

 

上記のほか、認知症に関する事業の取扱いについては、後述の「18．認知症施策に

関する令和８年度予算案について」を参照願いたい。 

 

（２）令和７年度補正予算「医療・介護等支援パッケージ（介護分野）介護テクノロジ

ー導入・協働化・経営改善等支援事業、訪問介護・ケアマネジメントの提供体制確保支

援事業」の積極的な活用について 

 介護現場における職員の負担軽減・業務効率化、介護テクノロジーの導入や経営等の

協働化・大規模化等、訪問介護の提供体制の確保の取組、地域のケアマネジメント提供

体制の確保の取組を支援するため、令和７年度補正予算において 291 億円を計上してお

り、本省において翌年度に繰り越した上で、令和８年度も本事業を実施する予定であ

る。 

 本事業は、 

① 生産性向上に資する介護テクノロジー等の導入、地域全体での生産性向上の取組

を普及・推進する事業の実施、小規模事業者を含む事業者グループが協働して行う

職場環境改善など協働化等の支援、経営改善支援モデル事業の実施、都道府県等に

よる伴走支援等の実施（介護テクノロジー導入・協働化・経営改善等支援事業） 

② 経験年数の短いヘルパーへの同行支援やヘルパーの常勤化の支援など訪問介護等

の事業所規模や地域の特性に合わせた支援のほか、訪問介護におけるタスクシェア

・タスクシフトの推進支援、通所介護事業所等の多機能化（訪問機能の追加）の推
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進支援、訪問介護事業所のサテライト（出張所）設置の推進支援（訪問介護等サー

ビス提供体制確保支援事業。項目２参照。） 

③ 地域の特性に応じた介護支援専門員の人材確保体制の構築支援、シャドウワーク

等の業務負担軽減支援、事業所規模等に合わせた経営改善支援（地域のケアマネジ

メント提供体制確保支援事業。項目３参照。） 

のメニューを設けている。 

令和８年度地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）については、令和７年度

補正予算の措置等を踏まえた必要額を計上しており、限られた予算を適切に執行する観

点から、厚生労働省では令和８年度基金予算よりも令和７年度補正予算の繰越分（介護

保険事業費補助金）を優先採択することを考えているので、各都道府県においては令和

７年度補正予算の活用を優先して検討いただきたい。 

 

（３）基金事業の適切な執行について 

地域医療介護総合確保金（介護従事者確保分）については、前述のとおり、令和７年

度補正予算の措置等を踏まえて、必要額を計上している。令和８年度の執行に当たって

は、早期執行を図る観点から、３月中旬から４月上旬を目途（令和 7 年度実績：６月）

に協議書の提出依頼を行う予定であるので、各都道府県におかれても、早期の事業計画

及び協議書の作成について対応をお願いする。 

また、限られた予算額を適切に執行する観点から、以下の観点から所要額の精査を行

う事としているので、各都道府県におかれても、所要額の精査について、ご検討をお願

いする。 

 

・ 各メニュー事業において、他の都道府県に比べて高額な所要額を計上している

事業はないか。 

・ これまでの執行実績からみて所要額が過大となっていないか。 

・ 複数の類似事業を実施する場合、まとめて事業実施するなど、効率的かつ効果

的な事業実施が検討できないか。 

 

なお、地域医療介護総合確保金（介護従事者確保分）の協議については、将来的に予

算額を上回る協議額となる可能性があり、協議額が予算額を超過した場合には、予算の

範囲内において採択を行うこととなることから、各都道府県におかれては、所要額の精

査に加え、事業の優先順位づけの検討をお願いしたい。 

 

（４）過年度に造成した基金の残余額の積極的な活用について 

 「令和５年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和５年 12 月 22 日閣議決定）

を踏まえ、地域医療介護総合確保基金の管理方法等に関して 

・ 令和６年度以降、地域医療介護総合確保基金を年度毎に造成せず、当該年度毎に

決定された交付額（都道府県の負担も含む。）及び運用益に加え、過年度に造成し

た基金の残余額を一体的なものとして基金事業を実施する 

・ 過年度に造成した基金の残余額を活用する場合、当該過年度の都道府県計画を変
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更することを不要とする 

などの改正を行い、事務負担の軽減を図ったところであるので、各都道府県において

は過年度に造成した基金の残余額の積極的な活用をお願いする。 

なお、介護従事者確保分の区分内であれば、過年度において異なる基金事業に充て

ることとしていた基金の残余額についても、新年度の都道府県計画において記載する

ことで、他の基金事業に充てることが可能であるため、念のため申し添える。 
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８ 人口減少・サービス需要の変化に応じた介護サービス提供体制の確保に

ついて 

 

１．離島・中山間地域等における介護サービス提供体制の確保について 

介護サービスは、利用者や家族の方々にとって欠かせないものであり、離島、豪雪地

帯、中山間地域等においても、地域の実情に応じて、介護サービスの提供体制を確保す

ることは重要である。 

一方で、同地域において、介護サービスの提供体制を確保するに当たっては、利用者

数が少ないため事業所運営にあたりスケールメリットを得ることが難しいことや介護人

材の確保が困難であるといった課題があるため、これまでも、通常の人材確保対策に加

えて、以下のとおり、当該地域を対象とした人材確保対策や介護報酬上の加算などサー

ビス提供体制確保等に係る支援や、離島等相当サービスなど介護サービス事業所の運営

に当たって課される基準の緩和措置を行っている。  

人材確保対策等の事業については、令和７年度補正予算や令和８年度予算案において

も、離島・中山間地域等の介護サービス提供体制の確保に向けた対策の充実を図ってい

るため、離島・中山間地域等を抱える自治体においては、各事業を積極的に活用いただ

くとともに、都道府県においては、管内市町村が必要な取組を実施できるよう支援をお

願いする。 

また、介護報酬上の加算措置や離島等相当サービスなどの基準緩和措置についても、

各自治体の実状に応じて、積極的に活用いただくようお願いする。 

 

（１）人材確保・サービス提供体制確保対策等 

ア 離島、中山間地域等における介護人材確保支援事業（介護医療介護総合確保基

金（介護従事者確保分）） ＜資料１参照＞ 

離島・中山間地域等において、離島、中山間地域等の地域外から地域内の介護事業

所に就職するための引越費用や、離島・過疎地域等への合同就職説明会、Ｕ・Ｉ・

Ｊターンの促進など、離島等の介護人材の確保の取組に係る費用についての補助

を行っている。 

 

イ 離島・中山間地域等サービス確保対策事業【拡充】（介護保険事業費補助金） 

 ＜資料２参照＞  

離島、中山間地域等の実情を踏まえた介護サービス確保等のため、離島や中山

間地域等におけるホームヘルパー養成等、人材の確保対策に重点をおき、具体的

な方策・事業の検討や試行的事業を実施するための費用の補助を行っている。 

令和８年度予算案においては、市町村に対する柔軟な人員配置によりサービス提

供を可能とする離島等相当サービスの導入支援や、サービス提供に当たって必要

となる船賃の支援について、事業内容の拡充を図ることとしている。 

※ なお、令和７年４月において、中山間地域での活用を促進するために「離島等サー

ビス確保対策事業」の事業名を「離島・中山間地域等サービス確保対策事業」に変更
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している。 

 

ウ 令和７年度補正予算によるサービス提供体制支援関連事業 

① 通所介護事業所等の多機能化（訪問機能の追加）の推進支援 

訪問介護サービスの提供主体が存在しない、または必要なサービス提供が困難     

な状況にある地域に所在する通所介護事業所等に対して、訪問機能の導入に向け 

た、導入前、導入時、導入後の取組の支援に係る費用の一部について補助を実施。 

（項目２参照） 

 

② 訪問介護事業所のサテライト（出張所）設置の推進支援 

通常の事業の実施地域を越えて、中山間地域や離島等にサテライト（出張所）

を設置する訪問介護事業所に対して、導入前、導入時、導入後の取組の支援に係

る費用の一部について補助を実施。（項目２参照） 

 

③ 地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業  

中山間・離島等地域の高齢者に対しても適切なケアマネジメントが提供される 

よう、中山間・離島等地域に所在する事業所における採用活動に係るかかり増し  

費用や、居宅介護支援事業所等の経営改善のための専門家の派遣にかかる費用等 

の一部について補助を実施。（項目３参照）  

 

（２）介護報酬上の加算措置 
訪問系・通所系サービスについては、離島・中山間地域等に事業所が所在して

いる場合や当該地域に居住している利用者に対してサービスを提供した場合に、

以下の加算で評価している。 

  ① 特別地域加算（基本報酬の15/100） 

  ② 中山間地域等における小規模事業所加算（基本報酬の10/100） 

  ③ 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算（基本報酬の５/100） 

なお、これらの加算の算定により利用者負担額が増額するため、利用者負担軽減措 

置として、他地域との均衡を図る観点から低所得者の利用者負担額の１割を軽減す 

るための補助事業も設けている。＜資料３参照＞ 

 

（３）基準該当サービス・離島等相当サービスの導入推進 
介護保険制度では、厚生労働省令で定める人員・設備・運営基準を満たしていな

い場合においても、「基準該当サービス」又は「離島等相当サービス」として、柔軟

なサービスの提供を可能としている。 

このうち、離島等相当サービスについては、その活用が十分に進んでいるとはい  

  えない状況にあることから、令和６年12月24日に閣議決定された「令和６年の地方 

からの提案等に関する対応方針」では、「当該サービスの運用実態や地方公共団体の 

69



 
 

意向等を調査し、活用の妨げとなり得る要因を分析した上で、中山間地域等におけ 

る活用を促進する方策を検討し、令和７年度中に結論を得る。」とされた。 

令和７年度においては、当該方針も踏まえ、中山間地域等における当該サービス   

の活用を促進する方策を検討するため、都道府県や市町村を対象とした当該サービ

スの運用実態等に関する「令和７年度老人保健健康増進等事業「中山間地域等にお

ける安定的な介護サービスの提供に資するための方策に関する調査研究事業」」を実

施した。 

実態調査結果、実施自治体の実施例及び制度に関する情報や、導入の際の事務手 

続きの手順等をまとめた調査研究報告書については、令和８年４月以降に三菱 UFJ 

リサーチ＆コンサルティング株式会社のホームページに掲載される予定であるの 

で、都道府県におかれては、管内市町村に対して、広く周知するとともに積極的な 

活用を働きかけていただきたい。 

 

（４）その他 
これまでも、離島・中山間地域等において活用が可能である施策や介護サービス   

の提供体制確保に積極的に取り組む自治体の事例をまとめた手引やヒント集の作成、

介護サービス提供体制の現状や体制確保の考え方等に係る調査を行っており、以下

報告書においてまとめられているので適宜参考にされたい。（以下 URL はいずれも実

施主体ホームページ。） 

○  令和元年度老人保健健康増進等事業「離島等における介護サービスの提供体制の 

確保方策のあり方と既存施策のあり方に関する調査研究事業」 

・ 事業報告書 

・ パンフレット「離島等における介護サービスの提供体制の確保方策と既存施策に

関する手引き」 

（https://www.kokushinkyo.or.jp/index/principalresearch/tabid/57/ItemId/743/dis

pmid/1547/Default.aspx） 

○ 令和２年度老人保健健康増進等事業「離島等における介護サービス確保に向けた人

材育成や自治体による支援方策に関する調査研究事業 

・ 事業報告書 

・ パンフレット「介護人材確保にお悩みの離島や中山間地域 必見！～役立つヒント

集～」 

（https://www.kokushinkyo.or.jp/index/principalresearch/tabid/57/Default.aspx?i

temid=782&dispmid=1547） 

○ 令和３年度老人保健健康増進等事業「離島等における介護サービス需要と今後の安

定的な介護サービス提供のあり方に関する調査研究事業」 
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・ 事業報告書 

・ ガイドブック「介護サービス需給に関するガイドブック～離島・中山間地域～」 
（https://www.kokushinkyo.or.jp/index/principalresearch/tabid/57/Default.aspx?i

temid=792&dispmid=1547 
 

２．中山間・人口減少地域における介護サービス提供体制の柔軟な対応の検討 

2040年に向けて、ほぼ全ての地域で生産年齢人口は減少し、中山間・人口減少地域  

においては、高齢者人口も減少し、サービス需要が減少する中、サービス提供の維

持・確保を前提として、利用者への介護サービスが適切に提供されるよう、新たな柔

軟化の枠組みを設ける必要がある。 

「介護保険制度の見直しに関する意見」（令和７年12月25日社会保障審議会介護保険

部会）を踏まえ、中山間・人口減少地域における介護サービス基盤の維持・確保のた

め、国において、以下のとおり、柔軟化の枠組みを検討している。 

これら柔軟化の枠組みについては、導入を希望する自治体において第10期介護保険

事業計画期間中の実施を可能とすることを目指して、令和８年度において、必要な法

案の準備と併せて、詳細な制度設計の検討を進め、社会保障審議会介護給付分科会等

において議論を行っていくこととしているので、中山間・人口減少地域を抱える自治

体においては、こうした国の動きと並行して、柔軟化の枠組みの活用について、必要

な検討を進められたい。 

 

 （１）特例介護サービスにおける新たな類型 

    １（３）で述べたとおり、現行制度においては、厚生労働省令で定める人員・

設備・運営基準の一部を満たしていない場合においても、「基準該当サービス」、

「離島等相当サービス」（特例介護サービス）として、柔軟なサービスの提供を可

能としている。 

今後、これらの枠組みに加えて、中山間・人口減少地域に限定した特例的なサ

ービス提供を行う新たな類型を設けることを検討している。 

具体的には、職員の賃金の改善に向けた取組、ＩＣＴ機器の活用、サービス・

事業所間での連携を前提に、職員の負担への配慮やサービスの質の確保の観点も

踏まえ、管理者や専門職の常勤・専従要件、夜勤要件の緩和等を行うことを検討

している（居宅サービスのほか、施設サービスや特定施設入居者生活介護も対象）。 

 

 （２）地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み  

    中山間・人口減少地域においては、利用者の事情による突然のキャンセルや利

用者宅間の移動に係る負担が大きく、また、サービス需要の縮小や季節による繁

閑の激しさ等から、安定した経営が難しい課題がある。 
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このため、上記（１）の特例介護サービスの新たな類型の枠組みにおいて、安

定的な経営を行う仕組みとして、例えば、訪問介護について、現行のサービス提

供回数に応じた出来高払い報酬と、別途、包括的な評価（月単位の定額払い）を

選択可能とすることを検討している。 

具体的な報酬設計については、利用者像ごとに複数段階の報酬区分を設定する

ことや、区分支給限度基準額との関係性にも配慮しつつ、包括化の対象範囲を設

定するなど、きめ細かな報酬体系とする方向で検討を進めることとしている。 

 

 （３）介護サービスを事業として実施する仕組み 

    今後、サービスを提供する担い手だけではなく、更なる利用者の減少が進むこ

とが想定される地域では、上記（１）、（２）といった給付における特例の仕組み

を活用しても、なおサービス提供体制を維持することが困難なケースが想定され

る。 

このため、こうした地域における柔軟なサービス基盤の維持・確保の選択肢の

一つとして、給付の仕組みに代えて、市町村が関与する事業により、給付と同様

に介護保険財源を活用し、事業者がサービス提供を可能とする仕組みを検討して

いる。 

具体的には、要介護者等に対して、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護等

といった給付で実施するサービスを実施できるようにするとともに、こうした複

数のサービスを組み合わせて提供することも可能とすることを検討している。 

また、この新たな事業は、地域支援事業の一類型として、その財源構成は、国、

都道府県、市町村、１号保険料、２号保険料ごとに、現行の給付サービスと同様

の負担割合とする方向で検討している。 
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離島・中山間地域等に対する報酬加算
○ 訪問系・通所系サービスについては、中山間地域等に事業所が所在する場合や居住している利用者に対して
サービスを提供した場合、介護報酬における加算で評価している。

（１）特別地域加算
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。（15／100）概要
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、居宅介護支援、定期
巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

対象サービス

①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島
⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の利用によりサービスの確保が
著しく困難な地域

対象地域

（２）中山間地域等における小規模事業所加算
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。（10／100）概要
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、居宅介護支援、定期
巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

対象サービス

①豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ②辺地 ③半島振興対策実施地域 ④特定農山村 ⑤過疎地域
（特別地域加算対象地域は除く。）

対象地域

（３）中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合に
算定。（５／100、(１)(２)と同時算定可。）

概要

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福
祉用具貸与、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認
知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

対象サービス

①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ④辺地 ⑤振興山村 ⑥小笠原諸島
⑦半島振興対策実施地域 ⑧特定農山村地域 ⑨過疎地域 ⑩沖縄の離島

対象地域

資料３ 

資料２ 

74



 
 

 

  

離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業

○ 離島等地域においては、訪問系・多機能系の介護サービスを利用した場合、介護報酬に15％相当の特別地
域加算が行われ、利用者負担も増額されることになる。

○ このため、離島等の地域の利用者負担について、他地域との均衡を図る観点から、低所得者の利用者負担額
の１割分を減額（通常10％の利用者負担を９％に軽減）するもの。

事業内容

○ 市町村
実施主体

○ 減額分について、社会福祉法人等が利用者に代わって負担した上で、その負担総額の１／２について、助成を
行う（国１／２、都道府県１／４、市町村１／４）。

補助内容

令和８年度当初予算案 7,762千円（7,762千円）※（）内は前年度当初予算額

中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担額軽減措置事業

〇 中山間地域等の小規模の事業所においては、訪問系・多機能系の介護サービスを利用した場合、介護報酬に
10％相当の加算が行われることから、利用者負担も増額されることになる。

〇 このため、中山間地域等の地域の利用者負担について、他地域との均衡を図る観点から、低所得者の利用者
負担額の１割分を減額（通常10％の利用者負担を９％に軽減）するもの。

事業内容

○ 市町村
実施主体

○ 減額分について、社会福祉法人等が利用者に代わって負担した上で、その負担総額の１／２について、助成を
行う（国１／２、都道府県１／４、市町村１／４）。

補助内容

令和８年度当初予算案 352千円（352千円）※（）内は前年度当初予算額

資料３ 

資料３ 
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９．地域における高齢者の健康・生きがいづくりの推進について 

（１）老人クラブ活動の促進等 

① 老人クラブの活動について 

老人クラブは、地域を基盤とする高齢者自身の自主的な活動組織であるとと

もに、全国約８万ヶ所にも及ぶ通いの場であり、多くの高齢者が集われ、その

つながりを基盤として、スポーツや文化活動をはじめ、子どもや高齢者への見

守り・生活支援、交通安全や悪徳商法の被害防止に関する活動など、幅広い取

組に広がっている。 

その活動内容は、高齢者の閉じこもり予防や次世代育成支援、地域の再構築

等の社会を取り巻く様々な問題に対応した多様なものであり、これらの活動を

通じて、高齢者の健康を維持し、人生を豊かにし、さらには地域の支え合いの

輪を広げていくものであることから、人生 100 年時代、生涯現役社会の実現に

直接つながる重要な取組であると考える。 

老人クラブは、全国各地に活動組織を展開するとともに、全国規模の民間団

体ネットワークとしても有数のものであり、公益財団法人全国老人クラブ連合

会では、平成 27年 3月に「新地域支援事業に向けての行動提案」（以下「行動

提案」という。）を示し、老人クラブで活動する高齢者が地域の実情に応じて

介護予防・生活支援サービスの担い手になるための取組を進めているところで

ある。（資料１） 

各都道府県におかれては、上記老人クラブ活動の意義・有効性等について再

認識され、管内市町村に対し上記「行動提案」の内容を周知するとともに、協

議の場（協議体）への老人クラブの参加を検討することを求めるなど、老人ク

ラブ活動の促進についてご配慮願いたい。 

なお、老人クラブの名称は、必ずしも「老人クラブ」としなければならない

訳ではなく、実際に「高齢者クラブ」、「シニアクラブ」等、地域によってさ

まざまな名称や愛称がつけられているところであり、また、名称に「老人クラ

ブ」が含まれていない場合でも、在宅福祉事業費補助金の補助対象となるので

ご留意願いたい。 

 

② 在宅福祉事業費補助金（高齢者地域福祉推進事業）令和８年度予算案につい
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て 

令和８年度予算案においては、老人クラブ活動に必要な所要額(23 億円)の予

算を計上しており、以下の事業への助成にも活用することが可能である。 

 ・ 介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）のサービス提供者として

老人クラブを想定している市区町村において、老人クラブが実施するその

準備や試行的なサービス提供に係る経費への助成を行う事業 

・ 老人クラブが、総合事業とは別の形で生活支援サービスの担い手として

活動をしており、その活動費に対しての助成を行う事業 

・ 中央や都道府県、指定都市において老人クラブ活動のリーダーを養成す

る研修への参加費用（旅費等） 

・ 健康づくり活動、文化活動の更なる推進のため、全国健康福祉祭（ねん

りんピック）等の健康関連イベント、福祉・生きがい関連イベント等へ老

人クラブが参加・視察するための費用（旅費等） 等 

なお、老人クラブの活動については、老人クラブが地域の社会資源の一つと

して認知され、社会的役割を十分に果たすことができるよう、自治体と老人ク

ラブが接点を増やし、地域における老人クラブ活動の具体的な内容や効果を把

握し「見える化」を進めて行くこととし、その具体的なツールとして、「老人ク

ラブとの協働のためのガイドブック」の作成を行ったところである。（資料２） 

老人クラブの活動は、住民主体の見守り、生活支援・介護予防の取組として、

各市町村の地域包括ケアシステムの深化に向けて重要な役割を担いえるもので

あることからも、各都道府県におかれては、管内市町村に対し上記ガイドブッ

クの周知を図るとともに、その積極的な活用についてご配慮願いたい。 

 

③ 在宅福祉事業費補助金（高齢者地域福祉推進事業費）による単位老人クラブ

への補助について 

国庫補助の対象となる老人クラブの会員規模については、会員の高齢化等に

より会員数が減少して要件に満たないクラブが発生していることを踏まえて、

実施要綱（下記抜粋参照）において既に弾力的な運用を認めているところであ

る。実施要綱に記載されている、「その他特別の事情」については、これまでお

おむね 30人以上の会員により適正に運営されてきたクラブが、諸般の事情によ
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り会員が減少したものの、今後も継続的な活動が見込まれると市町村が認める

場合には、引き続き補助対象として差し支えないので、「おおむね 30 人以上」

という基準を一律に適用することのないようにご配慮願いたい。 

（参考１）老人クラブ活動等事業の実施について（厚生労働省老健局長通知：抜粋） 

１ 組織について 

  イ 会員の規模 

    おおむね30人以上とする。 

    ただし、山村、離島などの地理的条件、その他特別の事情がある場合は、

この限りではない。 

 

なお、単位老人クラブは地域の高齢者の身近な通いの場であり、一度解散し

た老人クラブが活動を再開することは難しいと考えられるため、各都道府県に

おかれては、老人福祉法の規定も踏まえ、生きがいづくり及び健康づくり活動

を担う都道府県老人クラブ連合会、市町村老人クラブ連合会、単位老人クラブ

を「地域の重要な社会資源」として認識していただき、ご理解の上所要の財源

措置を行われたい。 

また、各自治体において補助単価（上限）を設定している場合には、足元の

エネルギー・物流価格等の物価高騰や当該連合会の運営状況（老人クラブ等活

動推進員の確保の課題など）等も考慮の上、その適切な改定等にご配慮願いた

い。 

 

（参考２）老人福祉法（抜粋） 

第十三条  地方公共団体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエ

ーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業（以

下「老人健康保持事業」という。）を実施するように努めなければならない。 

   ２  地方公共団体は、老人の福祉を増進することを目的とする事業の振興を図る

とともに、老人クラブその他当該事業を行う者に対して、適当な援助をするよう

に努めなければならない。 

 

④ 地域の支え合い・助け合い活動のための事務手続き等支援事業（事務お助け

隊） 

（地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）） 

老人クラブなど、互助の取組を行う団体が、構成員の高齢化等により、会計

処理、事業報告、補助金申請などの事務作業が困難となり、活動の継続が難し
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い場合があることから、事務手続き等に詳しい者（企業退職者、事務経験のあ

る者、税理士、社会保険労務士等）が、「事務お助け隊」として事務作業をサ

ポートすることにより、地域の支え合い・助け合い活動の立ち上げや活動の継

続・活性化を支援する事業について、令和２年度より地域医療介護総合確保基

金（介護従事者確保分）のメニューに位置づけた。 

高齢者の日常生活を支援する住民組織等の活動継続、担い手確保の観点か

ら、各都道府県においては管内の市区町村の状況を踏まえつつ、当該事業を積

極的に活用いただきたい。（資料３） 

なお、これと同時に管内の単位老人クラブにおける市町村への報告書類の

作成状況等を踏まえながら、必要に応じて提出物、記載内容の簡素化等につ

いてもご配慮願いたい。 

 

（２）高齢者の生活支援に取り組む多様な担い手モデル事業について 

 令和７年度補正予算にて、老人クラブなど高齢者の自主組織による活動を地域支援

事業の介護予防・日常生活支援総合事業として事業化して高齢者が多様な担い手とし

て参画するためのモデル事業を実施し、実施上の課題把握や課題解消に向けた方策な

どを整理し、取組事例を全国に共有することで、担い手の拡大を図るため「高齢者の

生活支援に取り組む多様な担い手モデル事業」を実施することとしている。（資料４） 

 本事業の効果的な実施のため、モデル事業の実施団体は、市区町村の総合事業の所

管課との連携を図ることとしているため、各都道府県におかれては、管内市区町村に

対し本事業の内容を周知いただくとともに、モデル事業実施団体や市区町村から助言

を求められた場合には、必要な支援をお願いしたい。 

 

（３）高齢者生きがい活動促進事業について 

企業を退職した高齢者等が地域社会の中で役割をもっていきいきと生活できるよ

う、有償ボランティア活動等による一定の収入を得ながら自らの生きがいや健康づく

りにもつながる活動を行い、同時に介護予防や生活支援のサービス基盤となる活動を

促進するため「高齢者生きがい活動促進事業」を実施し、活動の立ち上げを支援して

いるところである。（資料５） 

具体的には、見守り・配食等の生活支援など、地域包括ケアシステムの構築に資す
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る高齢者自らの社会参加、生きがいづくりの活動を行う住民組織やＮＰＯ法人等団体

の立ち上げ及び活動拠点の初度設備整備に必要な経費（１カ所あたり 100 万円以内、

１回限り）について支援を行っている。 

なお、令和２年度より、農作業を通じて高齢者が地域交流しながら生き生きと活動

することができる農福連携等に資する取組を実施する場合については、補助額を 1カ

所あたり 200 万円以内（１回限り）としているので、積極的に活用いただきたい。 

また、国の委託事業として実施している地域づくり加速化事業により、伴走的支援

を受けた市区町村において、その課題解決に資する取組に対して補助を行うものであ

る場合は補助対象数を拡充するとともに、中山間地域等の農山漁村において、地域資

源やデジタル技術を活用した取組みを行う場合の優先採択枠を設けることとしてい

る。 

本事業は、定額補助（国 10/10）であり、地域で活動するボランティア団体やＮＰ

Ｏ団体が対象となることから、都道府県におかれては、実施主体である市町村に対す

る早めの周知や地域への情報提供にかかる支援についてご配慮願いたい。 

 

（４）全国健康福祉祭（ねんりんピック）等について 

① ねんりんピックへの積極的な取組について 

  高齢者の社会参加、健康づくりや地域間、世代間の交流は、活力ある長寿社

会の形成に今後とも欠くことのできない重要な取組である。各自治体において

は、ねんりんピックをはじめ、多様な健康関連イベント、福祉・生きがい関連

イベント等にできるだけ多くの高齢者の方々が参加できるよう、「明るい長寿

社会づくり推進機構」や各種団体とともに参加の機会の確保等について特段の

御配慮をお願いする。 

  また、多くの自治体にあっては、地方版ねんりんピックの開催に努力されて

いると承知しており、健康増進、文化活動の推進を図る観点から、引き続き積

極的な取組みについてもご配慮願いたい。 

 

② ねんりんピック彩の国さいたま2026について 

  令和７年度は、岐阜県で第37回全国健康福祉祭ぎふ大会（ねんりんピック岐

阜2025）が開催された。令和８年度は埼玉県において開催を予定していること
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から、各都道府県等におかれては引き続き大会へのご支援・ご協力をお願いす

る。 

 

【第38回全国健康福祉祭埼玉大会(ねんりんピック彩の国さいたま2026)の概要】 

・テーマ 咲き誇れ！ 長寿と笑顔 彩の国 

・期 日 令和８年11月７日（土）～10日（火） 

・会 場 さいたま市をはじめ24市町 

 

 選手募集については、「第 38回全国健康福祉祭埼玉大会の概要（資料６）」

を参照されたい。また、できる限り多くの選手が参加できるよう管内関係機関

への周知についてご協力いただきたい。 

 

③ 今後の開催予定について 

  昭和63年から始まった「全国健康福祉祭」も、令和８年度の埼玉大会で38回

目を数え、延べ約1,730万人の選手・観客の方々に御参加いただいており、全国

的なイベントとして定着し、活力ある長寿社会の形成だけでなく、地域の活性

化にも大きく貢献する魅力的な大会に発展したところである。 

  「人生100年時代」を迎えようとしている中で、多くの高齢者の方々が生きが

いを持って社会参加している姿を全国に知っていただく絶好の機会であること

から、今後も継続して開催することとしており、全ての都道府県で開催し、盛

況な大会としていくことを考えている。このため、未開催の県においては、趣

旨を御理解いただき、開催地の魅力を全国に発信できる絶好の機会であること

からも、開催に向けて積極的に検討願いたい。（資料７） 

 

     第38回（2026年度） 埼玉県 

     第39回（2028年度） 東京都 

   ※ 2027年度については、関連イベントの実施を 
     検討中。 

 

 

 

ねんりんピック彩の国さいたま2026 

マスコットキャラクター 

 コバトン＆さいたまっち 
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 ④ 令和９年度（2027 年度）におけるねんりんピック関連イベントの実施について 

   令和９年度においては、開催地となる自治体の選定ができなかったことから、

通常のねんりんピックとしての開催を見送り、厚生労働省が主体となって、今後

のねんりんピックのＰＲ・魅力発信等を目的とした関連イベントを実施すること

を予定している。 

   イベントの時期や内容等については、現在検討中であり、決定次第お知らせす

るが、各自治体に対しても、イベント実施や関係者の参加支援について、ご協力

をお願いすることもあるかと思うので、よろしくお願いしたい。 

   また、ねんりんピックの選手選考のための大会等を実施している都道府県にお

かれては、高齢者の健康づくりとして、引き続き、地方大会として実施していた

だくようご配慮願いたい。 

 

⑤ 「明るい長寿社会づくり推進機構」との連携について 

  47都道府県に設置されている「明るい長寿社会づくり推進機構」は、高齢者

の生きがいと健康づくりの推進を図るため、①高齢者の健康づくりや社会参加

等に関する関係機関の連携促進（組織づくり）、②各地域で高齢者の社会活動

等を推進するための指導者等の養成（人づくり）、③各種健康づくりや社会参

加に関する取組等を通じた気運情勢（気運づくり）を積極的に推進してきたと

ころである。 

  また、ねんりんピックの開催にあたっては、選手派遣等においてご尽力いた

だいているところである。 

  これから地域包括ケアシステムの深化に向けて、明るい長寿社会づくり推進

機構には、各市町村では対応が難しい①組織づくり、②人づくり、③気運づく

りの取組を実施することにより、都道府県内の高齢者の生きがいづくりや健康

づくりを推進する中核機関としての役割が期待されるところである。 

こうした都道府県域での生きがいづくり健康づくりの取組の実施に係る費

用については、地方交付税措置がされているところであり、各都道府県におい

て所要の財源措置等のご配慮をお願いしたい。 

また、こうした事業の実施にあたっては、老人クラブ連合会など高齢者の生

きがいづくりや健康づくりに取り組む団体と明るい長寿社会づくり推進機構と
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の連携促進や、明るい長寿社会づくり推進機構と市町村や地域包括支援センタ

ーとの連携体制づくり等が重要であることから、関係機関の連携体制の構築に

ついてもご配慮願いたい。  
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【資料１】 
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【資料２】 
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【資料３】 

 

 

【資料４】 
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【資料５】 
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【資料６】 

 

第 38回全国健康福祉祭埼玉大会の概要 

 

 選手の募集を行う種目を中心に記載したものであり、全国健康福祉祭全般の詳細については、別途大会実行委員

会から送付される「開催要領」を参照願いたい。 

 （下記内容は、開催要領策定までの過程で変更となる可能性がある） 

 

１ 会 期    令和８年 11 月 ７ 日（土）～ 10 日（火） 

 

２ 募集チーム数等 

 （１）スポーツ交流大会 

 

  

卓 球
春日部市
　アイル・アリーナ　ウイング・ハット春日部
　（春日部市総合体育館）

60歳以上

１チーム８人以内（監督１、選手６[男３（65・70歳以上各１以上）
女３（65・70歳以上各１以上）]、登録選手８以内）
道府県（45）・政令指定都市（19）各１チーム
東京都２チーム
埼玉県５チーム
さいたま市１チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計72チーム

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

テ ニ ス
さいたま市
　大宮第二公園テニスコート

60歳以上

１チーム９人以内（監督１、選手６［男４（70歳以上２以上）女２］、
登録選手８以内）
道府県（45）・政令指定都市（19）各１チーム
東京都２チーム
埼玉県１チーム
さいたま市１チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計68チーム

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

ソ フ ト テ ニ ス
熊谷市
　熊谷スポーツ文化公園彩の国くまがやドーム
　（多目的運動場）

60歳以上

１チーム９人以内（監督１、選手６［男３（70歳以上１以上）女３］、
登録選手８以内）
道府県（45）・政令指定都市（19）各１チーム
東京都２チーム
埼玉県２チーム
さいたま市１チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計69チーム

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

ソ フ ト ボ ー ル

鴻巣市
　鴻巣市吹上総合運動場
　上谷総合公園
　川里中央公園

60歳以上

１チーム15人以内（監督１、選手９、登録選手15以内）
道府県（45）・政令指定都市（19）各１チーム
東京都２チーム
埼玉県３チーム
さいたま市２チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計71チーム

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

ゲ ー ト ボ ー ル
深谷市
　仙元山公園多目的広場

60歳以上

１チーム９人以内（監督１、選手５［70歳以上１以上、女２～４]、
登録選手８以内）
道府県（45）・政令指定都市（19）各２チーム
東京都６チーム
埼玉県４チーム
さいたま市３チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計141チーム

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

ペ タ ン ク
秩父市
　宮地グラウンド

60歳以上

１チーム４人以内（監督１、選手３［女１以上］、登録選手４以内）
道府県（45）・政令指定都市（19）各１チーム
東京都２チーム
埼玉県４チーム
さいたま市２チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計72チーム

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

ゴ ル フ
本庄市
　こだまゴルフクラブ

60歳以上

１チーム３人（70歳以上１以上、ハンディキャップ25以内）
道府県（45）・政令指定都市（19）各１チーム
東京都２チーム
埼玉県３チーム
さいたま市１チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計70チーム

1人1,000円
※プレー代は

別途徴収

各都道府県
・政令指定
都市の推薦

マ ラ ソ ン
戸田市
　彩湖・道満グリーンパーク及び彩湖外周道路

60歳以上

道府県（45）・政令指定都市（19）各６人（３・５・10ｋｍ各２）
東京都12人（３・５・10ｋｍ各４）
埼玉県12人（３・５・10ｋｍ各４）
さいたま市９人（３・５・10ｋｍ各３）　　　　　　　　　 　　合計417人

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

弓 道
上尾市
　埼玉県立武道館

60歳以上

１チーム８人以内（監督１、選手５［70歳以上１以上、女１以上］、
交代選手２以内）
道府県（45）・政令指定都市（19）各１チーム
東京都２チーム
埼玉県２チーム
さいたま市２チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計70チーム

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

剣 道
行田市
　行田市総合体育館（行田グリーンアリーナ）

60歳以上

１チーム８人以内（監督１、選手５[65・70歳以上各１以上]、交代
選手２以内）
道府県（45）・政令指定都市（19）各１チーム
東京都２チーム
埼玉県３チーム
さいたま市２チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計71チーム

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

参加費 募集方法事　業　名 会　　　　場 参加資格 チーム編成等
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 （２）ふれあいスポーツ交流大会 

 
  

グ ラ ウ ン ド ・ ゴ ル フ
加須市
　加須市民運動公園

60歳以上

道府県（45）・政令指定都市（19）各６人
東京都12人
埼玉県24人
さいたま市12人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計432人

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

太 極 拳
越谷市
　越谷市立総合体育館

60歳以上

１チーム８人以内（監督１、選手６～７）
道府県（45）・政令指定都市（19）各１チーム
東京都２チーム
埼玉県２チーム
さいたま市１チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計69チーム

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

サ ッ カ ー
さいたま市
　（検討中）

60歳以上

１チーム20人以内（監督１、選手11、登録選手19以内）
道府県（45）・政令指定都市（19）　計56チーム
東京都２チーム
埼玉県１チーム
さいたま市１チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計60チーム

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

な ぎ な た
さいたま市
　さいたま市記念総合体育館
　（サイデン化学アリーナさいたま）

60歳以上

１チーム５人以内（監督１、選手３、登録選手４以内）
道府県（45）・政令指定都市（19）各１チーム
東京都２チーム
埼玉県２チーム
さいたま市２チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計70チーム

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

水 泳
川口市
　川口市立東スポーツセンター

60歳以上

道府県（45）・政令指定都市（19）各８人[男４女４]
東京都16人[男８女８]
埼玉県32人[男16女16]
さいたま市８人[男４女４]　 　　　　　　　　　　　　　　　合計568人

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

ダ ン ス ス ポ ー ツ
川越市
　川越運動公園総合体育館

60歳以上

１チーム９人以内（監督１、選手８）
[スタンダード（ワルツ・タンゴ各１組）]
[ラテン（チャチャチャ・ルンバ各１組）]
道府県（45）・政令指定都市（19）各１チーム
東京都２チーム
埼玉県３チーム
さいたま市２チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計71チーム

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

ボ ウ リ ン グ
草加市
　SAP草加ボウル

60歳以上

１チーム３人以内（監督１、選手２）
道府県（40）・政令指定都市（15）各１チーム
東京都４チーム
埼玉県12チーム
さいたま市４チーム
茨城県・栃木県・群馬県・千葉県・神奈川県各３チーム
千葉市・横浜市・川崎市・相模原市各３チーム　 合計102チーム

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

ラ グ ビ ー フ ッ ト ボ ー ル
熊谷市
　（検討中）

60歳以上

１チーム25人以内（監督１、選手15、登録選手25以内）
道府県（45）・政令指定都市（19）　計28チーム
東京都１チーム
埼玉県２チーム
さいたま市１チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計32チーム

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

イ ン デ ィ ア カ
桶川市
　桶川市サン・アリーナ

60歳以上

１チーム９人以内（監督１、選手４～８[女子の部：女４～８、男女混合の
部：男女各２以上]）
道府県（45）・政令指定都市（19）各１チーム
東京都２チーム（女子、男女混合各１）
埼玉県４チーム（女子、男女混合各２）
さいたま市４チーム（女子、男女混合各２）　　　  合計74チーム

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

マ レ ッ ト ゴ ル フ
新座市
　新座市総合運動公園マレットゴルフ場

60歳以上

１チーム４人以内（可能な限り男女各１以上）
道府県（45）・政令指定都市（19）各１チーム
東京都２チーム
埼玉県10チーム
さいたま市１チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計77チーム

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

サ イ ク リ ン グ
小鹿野町
　両神温泉国民宿舎両神荘

60歳以上

道府県（45）各３人・政令指定都市（19）各２人
東京都10人
埼玉県15人
さいたま市２人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合計200人

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

軟 式 野 球

さいたま市
　さいたま市営大宮球場
　（レジデンシャルスタジアム大宮）
　さいたま市営浦和球場
　（アイル・スタジアム浦和）
　岩槻川通公園野球場
越谷市
　越谷市民球場

60歳以上

１チーム20人以内（監督１、選手９、登録選手20以内）
都道府県（46）・政令指定都市（19）　計28チーム
埼玉県３チーム
さいたま市１チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計32チーム

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

ス ポ ー ツ ウ エ ル ネ ス
吹 矢

所沢市
　所沢市民体育館

60歳以上

１チーム４人以内（監督１、選手３又は監督兼選手１、選手２）
道府県（40）・政令指定都市（15）各２チーム
東京都７チーム
埼玉県８チーム
さいたま市４チーム
茨城県・栃木県・群馬県・千葉県・神奈川県各４チーム
千葉市・横浜市・川崎市・相模原市各４チーム　 合計165チーム

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

ス ポ ー ツ チ ャ ン バ ラ
三郷市
　三郷市総合体育館

60歳以上

１チーム６人以内（監督１、登録選手６以内）
道府県（45）・政令指定都市（19）各１チーム
東京都１チーム
埼玉県１チーム
さいたま市１チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計67チーム

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

空 手 道
朝霞市
　朝霞市立総合体育館

60歳以上

道府県（45）・政令指定都市（19）各20人以内
（監督２[男女各１]、登録選手20人以内[男女各10以内]）
東京都・埼玉県・さいたま市各30人以内
（監督２[男女各１]、登録選手30人以内[男女各15以内]）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計1,370人

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

レ ク リ エ ー シ ョ ン ダ ン ス
久喜市
　毎日興業アリーナ久喜（久喜市総合体育館）

60歳以上

１チーム20人以内（代表１、選手20以内）
道府県（45）・政令指定都市（19）各１チーム
東京都２チーム
埼玉県３チーム
さいたま市１チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計70チーム

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

事　業　名 会　　　　場 参加資格 チーム編成等 参加費 募集方法
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（３）文化交流大会・美術展 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 参加申込 

  令和８年６月に、各都道府県・政令指定都市の所管部局等を通じて大会実行委員会へ申し込むこと。 

  （別途、開催要領で定める。） 

 

４ 参 考 

  ６０歳以上：昭和４２年４月１日以前に生まれた人 

 

  

囲 碁
幸手市
　幸手市民文化体育館（アスカル幸手）

60歳以上

１チーム３人（女１以上）
道府県（45）・政令指定都市（19）各１チーム
東京都２チーム
埼玉県５チーム
さいたま市１チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計72チーム

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

将 棋
蕨市
　蕨市民体育館

60歳以上

１チーム３人
道府県（45）・政令指定都市（19）各１チーム
東京都２チーム
埼玉県４チーム
さいたま市２チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計72チーム

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

高齢者部門：60歳以上
一般部門：60歳未満

ジュニア部門：小中高生
１人２句以内（雑詠） 事前募集

年齢制限なし １人１句以内（嘱目） 当日募集

健 康 マ ー ジ ャ ン
川口市
　川口市立戸塚スポーツセンター

60歳以上

１チーム４人
道府県（45）・政令指定都市（19）各１チーム
東京都２チーム
埼玉県４チーム
さいたま市３チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計73チーム

1人1,000円
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

美 術 展
さいたま市
　埼玉県立近代美術館

60歳以上
 ・日本画の部　　　　　　　・洋画の部　　　　　　　・彫刻の部
 ・工芸の部　　　　　　　　 ・書の部　　　　　　　　 ・写真の部

無料
各都道府県
・政令指定
都市の推薦

事　業　名 会　　　　場 募集方法

俳 句
さいたま市
　RaiBoc Hall（市民会館おおみや）

無料

参加資格 チーム編成等 参加費
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【資料７】 

 

○全国健康福祉祭 開催地一覧 
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10.被災高齢者等把握事業の活用等について 

（１）被災高齢者等把握事業の活用 

 地震、台風及び豪雨等の自然災害における被災者の孤立防止等のため、被災生活によ

り状態の悪化が懸念される在宅高齢者等に対して、個別訪問等による早期の状態把握、

必要な支援の提供へのつなぎ等、支援の届かない被災者をつくらない取組を一定期間、

集中的に実施することを目的に、平成 30 年度から被災高齢者等把握事業を実施してい

る。（資料１） 

 被災高齢者等把握事業の円滑な実施のためには、①災害の規模等に応じた被災高齢者

等把握事業の実施主体の整理、②職能団体など関係団体との連携体制の構築、③研修の

実施、といった平時からの準備が重要である。このため令和８年度より、都道府県・市

区町村の民生主管部局、防災担当部局の職員等を対象に、都道府県が被災高齢者等把握

事業の研修を実施するための費用の一部を補助することとしている。本研修の効果的な

実施のため、研修の企画立案、実施にあたっては、災害発生時に被災高齢者等把握事業

の補助又は委託先となることが想定される民間団体（介護支援専門員、相談支援専門員、

社会福祉士等の職能団体等）と連携を図ることとしているため、各都道府県においては、

災害が発生した場合に備えて、都道府県介護支援専門員協会など関係団体との協議を行

うなどの体制整備を検討されたい。 

 

（２）東日本大震災の被災地における介護等のサポート拠点運営事業 

東日本大震災の被災地域の仮設住宅における「介護等のサポート拠点」の運営につい

ては、復興庁所管の被災者支援総合交付金によりその財政支援を行っているところであ

る。 

避難生活が長期化する中、仮設住宅の高齢者等を取り巻く様々な課題に対しては、継

続的に健康面や生活面での総合的な支援を適切に講じることが必要である。また、仮設

住宅から災害公営住宅等への移住が進展していることから、生活環境が変化する高齢者

等に対しては、円滑な移住に向けて、より地域や個人の実情に応じた支援も必要となっ

てくる。 

また、福島県の避難指示・解除区域における避難住民の早期帰還を促進し、高齢者等

の安心した在宅生活を支援するため、浪江町、富岡町、葛尾村、飯舘村、大熊町の３町

２村において、総合相談・生活支援、地域交流等の機能を有する拠点として「介護等の

サポート拠点」を設置運営することについて、復興庁所管の福島再生加速化交付金によ

りその財政支援を行っているところである。 

これらの「介護等のサポート拠点」の運営等については、令和８年度予算案において

も、引き続き被災者支援総合交付金及び福島再生加速化交付金によるメニューに位置付

け、必要な支援を行うこととしている。 
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【資料１】 
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11．介護現場におけるハラスメント対策の推進について 

地域包括ケアシステムを推進していく上で、介護人材の確保は、喫緊の課題

であり、介護職員が安心して働くことができるよう、ハラスメント対策を含む

職場環境・労働環境の改善を図っていくことが必要である。 

 

介護分野におけるハラスメント対策については、これまでも男女雇用機会均

等法等に基づき、事業主に雇用管理上必要な措置が義務付けられていることを

踏まえ、運営基準等に係る省令において、セクシュアルハラスメント・パワー

ハラスメント防止のための措置を義務付けるなど各種の取組を進めてきたと

ころである（参考参照）。 

 

さらに、令和７年６月に成立した改正労働施策総合推進法では、カスタマー

ハラスメントの防止のための雇用管理上必要な措置が、全ての事業主に義務付

けられることとされた。 

 

これを踏まえ、令和７年 12 月に介護保険部会でとりまとめられた「介護保

険制度の見直しに関する意見」では、「改正労働施策総合推進法の内容等を踏

まえ、全ての介護事業者に対して、運営基準等に係る省令においても、現行の

セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントへの対応に加え、カスタマー

ハラスメントへの対応についても義務付けを行うとともに、対応マニュアルの

見直しや自治体への周知を徹底するなど、所要の措置を講ずることが適当であ

る」とされたところである。 

 

今後は、令和８年２月に告示された「事業主が職場における顧客等の言動に

起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」の内容も十

分に踏まえつつ、見直し内容の具体化を図り、介護給付費分科会での議論等を

踏まえて、運営基準等に係る省令の改正など所要の措置を講ずることを予定し

ているので、各都道府県、市町村におかれては、その動向を注視するとともに、

引き続き、訪問介護をはじめ、介護サービスにおけるハラスメント対策に係る

取組について積極的な推進をお願いする。 

 

（参考①）介護現場におけるハラスメント対策（厚労省 HP） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html 
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ア 基準省令上の対応 

令和３年度介護報酬改定においては、パワーハラスメント及びセクシャ

ルハラスメントなどのハラスメント対策として、介護サービス事業者の適

切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者に、

男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務

を踏まえつつ、ハラスメント対策として必要な措置を講ずることを義務づ

けた。併せて、カスタマーハラスメントについては、その防止のための方

針の明確化等の必要な措置を講じることを推奨している。 

 

 

イ 介護報酬上の対応 

訪問介護については、２人の訪問介護員によるサービス提供を行うこと

について、利用者又はその家族等の同意を得ており、かつ、暴力行為、著

しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合には可能としており、こ

の場合、介護報酬上、２倍の報酬を算定できる仕組みとしている。 

 

ウ 地域医療介護総合確保基金による対応 

２人での訪問について介護報酬で対応する場合、利用者負担も２倍に増

加し、利用者又はその家族等の同意が得られない場合があるといった課題

があることを踏まえ、地域医療介護総合確保基金では、複数人での訪問を

実施する場合の訪問介護員に同行する者（有償ボランティア等を想定、訪

問介護員の資格がない者であっても同行が可能）への謝金について助成を

行うことが可能である。 

法 令 上 事 業 者 に 求 め ら れ る 措 置  

講 ず べ き  
措 置  

＜ 対 象 ＞  
 職 場 に お け る  

 セ ク シ ュ ア ル ハ ラ ス メ ン ト  
 パ ワ ー ハ ラ ス メ ン ト  

 利 用 者 や そ の 家 族 等 か ら 受 け る  
 セ ク シ ュ ア ル ハ ラ ス メ ン ト  

＜ 内 容 ＞  
 就 業 環 境 が 害 さ れ る こ と を 防 止 す る た め の 方 針 の 明 確 化 等 の 必 要 な

措 置 を 講 じ る こ と 。  
※ 特 に 留 意 す べ き 点  

①  事 業 主 の 方 針 等 の 明 確 化 及 び そ の 周 知 ・ 啓 発  
②  相 談 （ 苦 情 を 含 む ） に 応 じ 、 適 切 に 対 応 す る た め に 必 要 な 体 制 の

整 備  

講 じ る こ と
が 望 ま し い
措 置  

＜ 対 象 ＞  
 利 用 者 や そ の 家 族 等 か ら 受 け る  

 顧 客 等 か ら の 著 し い 迷 惑 行 為  ＝ カ ス タ マ ー ハ ラ ス メ ン ト  
＜ 内 容 ＞  

 ① 及 び ② の 必 要 な 措 置 を 講 じ る に あ た っ て は 、カ ス タ マ ー ハ ラ ス メ ン
ト 防 止 の た め の 方 針 の 明 確 化 等 の 措 置 も 講 じ る こ と を 推 奨 。  
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また、同行訪問をはじめ、都道府県や事業者が行う研修、ハラスメント

実態調査、ハラスメント防止のためのリーフレット作成等について助成を

行うことが可能であるほか、職員からの職場の悩み等に関する相談を受け

付けるための相談窓口の設置や、セキュリティ確保のために必要な緊急呼

び出し機能付きの防犯ブザー等の機器を携帯することができるよう、１人

訪問時の安全対策に係る費用についても支援しているところである。 

 

一方で、当該事業を地域医療介護総合確保基金でメニュー化しているの

は、令和７年時点で 21 自治体にとどまっている。現に未実施の都道府県に

おかれては、ハラスメント対策の重要性を踏まえ、事業のメニュー化を積

極的に推進するようお願いする。 

 

なお、地域医療介護総合確保基金については、事業を効率的・効果的に

実施するための事務参考資料をお示ししているところであるが、「介護事

業所におけるハラスメント対策推進事業」における「ヘルパー補助者同行

事業」の具体的な補助対象の取扱いについては次のとおりであるので、留

意されたい。 

 

問 介護事業所におけるハラスメント対策推進事業（地域医療総合確保基金

（介護従事者確保分））における「ヘルパー補助者同行事業」について、ヘル

パー補助者として同行する者が訪問介護員であっても補助対象となるか。 

また、訪問介護員のほか、介護支援専門員や看護師等の専門職が同行する場

合であっても補助対象となるか。 

（答）  

補助対象として差し支えない。 

 また、介護支援専門員、看護師等の専門職が同行する場合であっても同様に

補助対象として差し支えない。なお、これらの場合にあっては、自治体による

研修受講を要しないこととすることも差し支えない。 
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エ マニュアル・手引き等の作成、活用 

利用者又は利用者の家族等からのハラスメントに関しては、「介護現場

におけるハラスメント対策マニュアル」（以下「対策マニュアル」という。）

や管理者・職員向けの研修用の手引き（以下「研修の手引き」という。）、

介護現場におけるハラスメント事例集（以下「事例集」という。）を作成し、

厚生労働省ホームページにおいて周知を行っているところである。 

 

都道府県においては、介護現場におけるハラスメント対策を一層推進す

るため、これらの積極的な周知・活用をお願いする。 

 

また、介護現場においては、利用者による暴力行為等が認知症等の症状

として現れる場合があり、こうしたケースについては、ハラスメント対策

とは別に、医療的なケア等に配慮した対応が必要になるため留意されたい。 

 

なお、令和元年度に作成（令和３年度に改訂）した「介護現場におけ

るハラスメント対策マニュアル」（以下、「マニュアル」という。）につい

ては、今後、改正労働施策総合推進法等の内容を踏まえた見直しを予定

しているので留意されたい。 
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＜研修の手引きにおける認知症等の病気または障害の症状として現れた言動に関するア

プローチについての記載＞ 

 

 

 

オ サービス提供困難事例に対する対応 

各介護サービス施設・事業所は、基準省令において、正当な理由なくサ

ービスの提供を拒んではならないこととされている。 

 

利用者やその家族等から各介護サービス施設・事業所の職員に対してハ

ラスメントがあった場合については、市町村及び各介護サービス施設・事

業所においては、研修の手引きの記載も参考にしていただき、適切に対応

するようお願いする。 

 

また、基準省令においては、利用者保護の観点から、正当な理由により

サービスの提供が困難であると判断した場合は、当該介護サービス施設・

事業所は適当な他の介護サービス施設・事業所等を紹介する等、必要な措

置を速やかに講じなければならない旨が規定されており、利用者にとって

必要なサービス提供等に支障の無いよう、併せて対応をお願いする。 
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＜研修の手引きにおけるサービス提供の拒否に関する記載＞ 

    

  

※ 赤字及び赤枠を加工。 
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（参考②）令和７年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び

職業生活の充実等に関する法律（労働施策総合推進法）等の一部改正につい

て 

 

■ 令和７年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職

業生活の充実等に関する法律（労働施策総合推進法）等の一部改正につ

いて（厚労省 HP） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koy

oukintou/zaitaku/index_00003.html 

  
 
 
 

■ ハラスメント対策・女性活躍推進 に関する改正ポイントのご案内 

https://www.mhlw.go.jp/content/001502758.pdf 

  
 
 
 
  

■  職場におけるハラスメントの防止のために（厚労省 HP）  
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koy

oukintou/seisaku06/index.html  

  

 

  

■ 事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理  

上講ずべき措置等についての指針 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662584.pdf 
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12．地域密着型サービスの市町村域を超えた利用（広域利用）について 

地域密着型サービスは、要介護者が住み慣れた地域で生活することを支えるため、市町

村内の支援ニーズに応じて提供されるサービスであり、市町村が事業所を指定するもので

ある。 

 

このため、被保険者は、被保険者が居住する市町村が指定する地域密着型サービスを利

用することを原則としている。 

 

 ただし、他の市町村に所在する地域密着型サービス事業所についても、被保険者からの

利用希望があり、かつ、当該市町村が必要であると認める場合には、事業所が所在する市

町村（以下「事業所所在地市町村」という。）と協議を行い、当該市町村長の同意を得た上

で指定（区域外指定）を行うことにより、当該被保険者が利用することが可能となる。 

 

事業所所在地市町村と協議を行い、当該事業所を指定するか否かは、被保険者が居住す

る市町村の判断により行われるものであるが、各市町村におかれては、被保険者から他市

町村の事業所の利用希望の相談があった場合には、そのケースの状況を踏まえつつ、市町

村としての考え方や方針を丁寧に説明した上で、適切に対応していただくようお願いする。 

 

なお、事業所所在地市町村は、区域外指定により他の市町村の被保険者が利用するケー

スが増え、実質的に事業所所在地市町村の被保険者の適切な利用が阻害されることのない

よう、介護保険法第 78 条の２第７項の規定に基づき、事業所の指定を行うに当たり、例え

ば、認知症グループホームを例とすれば、「他市町村からの転入による入居者を定員の一定

割合に限定すること」や「他市町村から転入して○ヶ月を経た者からの入居とすること」

等の条件を付すことが可能である。 

 

これらの条件については、必ずしも条例に規定することを要するものではなく、市町村

が定める内規等によることも差し支えないが、事業所の指定に当たって、あらかじめ条件

として明示していない場合には、当該条件に違反していることを理由として、指定の拒否

又は取消しを行うことはできないことに留意されたい。 

 

今後、2040 年に向けて、複雑化する介護ニーズや医療ニーズに対応していくためには、

複数のサービスを包括的に提供することが可能な（看護）小規模多機能型居宅介護や定期

巡回・随時対応型訪問介護看護など地域密着型サービスの果たす役割は重要であり、全国

的に計画的な設置促進を図っていく必要がある。 

 

しかしながら、令和６年 10 月現在の事業所数をみると、 

・小規模多機能型居宅介護（介護予防サービスを除く）については、5,478 か所 

・看護小規模多機能型居宅介護については、1,074 か所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、1,441 か所 
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にとどまっており、これらの事業所が１つも存在しない市町村も少なくないのが現状であ

る。 

 

 こうした状況を踏まえ、令和７年 12 月の介護保険部会で取りまとめられた「介護保険制

度の見直しに関する意見」では、「地域密着型サービスについては、要介護者の在宅生活を

支える重要な機能を有しているにもかかわらず、事業所が存在しない市町村も多くあるこ

とから、市町村内での整備の推進のみならず、都道府県と連携を図りつつ、広域利用に関

する事前同意等の調整を行うなど隣接自治体間の連携による活用推進の視点も必要である」

とされている。 

 

隣接自治体間の連携による地域密着型サービスの活用を推進する観点から、区域外指定

の事前同意を含めて、広域利用を促進するための具体的方策について、地方自治体向けに

手引き（※）を作成しているので、各都道府県におかれては、当該手引きを踏まえ、区域

外へのサービス提供に係る市町村及び介護事業所の負担の軽減を図る観点から、管内市町

村と連携を図りつつ、広域利用に関する関係市町村間の事前同意等の調整を図るほか、区

域外指定等に関する手続きや条件等の統一的な取扱いを示すなど管内市町村への適切な関

与をお願いする。 

 

〇看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001213668.pdf 
 
 
 
 なお、本項目については、令和７年地方分権改革に関する提案募集における地方公共団

体からの提案も踏まえた対応である。 
 

＜Ａ市の被保険者が、Ｂ町に所在する事業所の利用を希望するケースの例＞ 

 

 
 

 
 

 

Ａ市 Ｂ町 

Ｂ町内に所在する事業所 

Ａ市の被保険者 

① Ｂ町に所在する 
事業所の利用を相談 

③ 同意 

⑤ 利用 

② 必要があると認める場合 
Ｂ町に対し同意を求める 

④ 指定 
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13．共生型サービスの普及促進について 

共生型サービスは、介護保険サービス事業所と障害福祉サービス事業所が相互にサー

ビスを提供しやすくすることを目的として指定手続きの特例により、高齢者と障害児者

が同一事業所で継続的にサービスを利用できるようにした制度である。 

共生型サービスの実施により、障害のある人が65歳以上になっても、慣れた事業所を

継続利用が可能となるほか、高齢者・障害児者双方の利用先の選択肢が増加し、「介護」

や「障害」という区分に縛られない多様な福祉ニーズに柔軟に対応が可能となるといっ

た効果が期待されている。 

共生型サービスの実施推進に向けては、以下のとおり、指定手続の簡素化、普及促進

事業の実施、各種手引き等の作成を行っているので、各都道府県及び市町村においても、

共生型サービスの実施を検討する事業者の支援や普及促進に向けて積極的に取り組んで

いただくようお願いする。 

 

（１）指定手続の簡素化 

  共生型サービスの指定手続きについては、可能な限り簡素化を図る観点から、共生

型サービスの指定申請を行う際に、介護保険サービス事業所（障害福祉サービス事業

所）の指定申請時を行う際に、既に提出した事項については、書類の提出を省略でき

ることとするなど特例を設けているので、各都道府県及び市町村におかれては、速や

かな処理に努められたい。 

 

（２）「共生型サービスの普及促進に関する事業」の実施 

共生型サービスの普及を促進するため、地域医療介護総合確保基金（介護従事者確

保分）に「共生型サービスの普及促進に関する事業」を設けている。都道府県等が共

生型サービスの普及に必要な施策を実施する場合、その経費に対して助成を行うもの

であるので、各都道府県におかれては、積極的な活用をお願いしたい。 

  ＜実施が想定される取組（例）＞ 

① 共生型サービスの普及にあたっての課題把握・普及計画の立案 

② 介護保険サービス事業所等に対する相談会・研修会等の開催 

③ 共生型サービス事業所等への見学会の開催 

④ 介護保険サービス事業所・障害福祉サービス事業所の職員間の意見交換会の開催 
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（３）共生型サービスの実施に係るポイント集の作成等 

   共生型サービスの推進に向けて、下記のとおり、共生型サービスの運営等に係る

ポイント集などを作成しているので、事業推進にあたっての参考とされたい。 

   なお、上記のポイント集のほか、これまで実施してきた調査結果、共生型サービ

スの概要、その他共生型サービスの普及等にあたり必要な情報等は、厚生労働省ホ

ームページ（以下ＵＲＬ）に掲載しているので、積極的に活用されたい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398_00016.html 

 

○ 共生型サービスに係るポイント集の作成 

令和２年度老人保健健康増進等事業「共生型サービスの実態把握及び普及啓発に  

関する調査研究事業」により、共生型サービスの開始や運営に関するポイント、自

治体による共生型サービス普及のための支援方法、共生型サービス関係規定等をま

とめたポイント集として、「共生型サービス★はじめの一歩★～立ち上げと運営のポ

イント」を作成している。 
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障害福祉サービス等介護保険サービス

○ 居宅介護
○ 重度訪問介護○ 訪問介護ホームヘルプ

サービス

○ 生活介護（主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く）
○ 自立訓練（機能訓練・生活訓練）
○ 児童発達支援（主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く）
○ 放課後等デイサービス（同上）

○ 通所介護
○ 地域密着型通所介護デイサービス

○ 自立訓練（機能訓練）○ 通所リハビリテーションデイケア

○ 短期入所○ 短期入所生活介護
○ 介護予防短期入所生活介護ショートステイ

○ 生活介護（主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く）
○ 自立訓練（機能訓練・生活訓練）
○ 児童発達支援（主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く）
○ 放課後等デイサービス（同上）

○ 小規模多機能型居宅介護
○ 介護予防小規模多機能型居宅介護
○ 看護小規模多機能型居宅介護

□ 通い

「通い・訪問・泊まり」
といったサービスの組
合せを一体的に提供
するサービス※

○ 短期入所□ 泊まり

※ 障害福祉サービスには介護保険の（看護）小規模多機能型居宅介護と同様のサービスはないが、障害福祉制度における基準該当の仕組み
により、障害児・者が（看護）小規模多機能型居宅介護に通ってサービスを受けた場合等に、障害福祉の給付対象となっている。

共生型サービスの対象となるサービス

○ 共生型サービス創設の目的に照らし、以下のサービスを対象としている。
① 高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用を促進する観点から、介護保険優先原則が適用される介護保険と障害福祉
両方の制度に相互に共通するサービス

② 現行の基準該当障害福祉サービスとして位置付けられているサービス
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共生型サービス指定に係る特例（指定手続き①）

共生型サービス事業所の指定手続の省略・簡略化
共生型介護保険サービスの事業所・共生型障害福祉サービス事業所の指定手続にあたっては、 障害福祉と介護保険で相互に共通又は類似する項目に
ついて、指定の更新の際に申請書の記載又は書類の提出の省略が可能な事項を基本としつつ、以下のとおり省略又は簡素化できることとしている。

省略
可否

障害者総合支援法施行規則介護保険法施行規則
（第34条の７）

居宅介護・重度訪問介護
（第114条）
訪問介護

×
事業所（当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部とし
て使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。）の名称及
び所在地

事業所（当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部とし
て使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。）の名称及
び所在地

１

×申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、
生年月日、住所及び職名

申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、
生年月日、住所及び職名２

×当該申請に係る事業の開始の予定年月日当該申請に係る事業の開始の予定年月日３
○申請者の登記事項証明書又は条例等申請者の登記事項証明書又は条例等４
○事業所の平面図事業所の平面図５
--利用者の推定数５の２

○事業所の管理者及びサービス提供責任者（中略）の氏名、生年月
日、住所及び経歴

事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びにサービス提供責任
者の氏名、生年月日、住所及び経歴６

×運営規程運営規程７
○利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要８
×当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態９

×法第三十六条第三項各号に該当しないことを誓約する書面（以下
略）

法第七十条第二項各号（中略）に該当しないことを誓約する書面
（以下略）10

×その他指定に関し必要と認める事項その他指定に関し必要と認める事項11

ホームヘルプ 介護保険法施行規則第114条・障害者総合支援法施行規則第34条の７により、以下４、５、６、８については省略可能。

共生型サービス指定に係る特例（指定手続き②）

デイサービス 介護保険法施行規則第119条・第131条の３の２、児童福祉法施行規則第18条の27・第18条の29、障害者総合支援法
施行規則第34条の９・第34条の14・第34条の15により、以下４、５、７、９については省略可能。

省略
可否

障害者総合支援法施行規則児童福祉法施行規則介護保険法施行規則

（第34条の15）
自立訓練

（生活訓練）

（第34条の14）
自立訓練

（機能訓練）
（第34条の９）
生活介護

（第18条の29）
放課後等
デイサービス

（第18条の27）
児童発達支援

（第119条・第131条の３の２）
通所介護・地域密着型通所介護

×事業所の名称及び所
在地

事業所の名称及び所
在地

事業所の名称及び所
在地

事業所（当該事業所の
所在地以外の場所に当該
事業所の一部として使用さ
れる事務所を有するときは、
当該事務所を含む。）の
名称及び所在地

事業所（当該事業所の
所在地以外の場所に当該
事業所の一部として使用さ
れる事務所を有するときは、
当該事務所を含む。）の
名称及び所在地

事業所（当該事業所の
所在地以外の場所に当該
申請に係る事業の一部を
行う施設を有するときは、
当該施設を含む。）の名
称及び所在地

１

×
申請者の名称及び主
たる事務所の所在地
並びにその代表者の氏
名、生年月日、住所
及び職名

申請者の名称及び主
たる事務所の所在地
並びにその代表者の氏
名、生年月日、住所
及び職名

申請者の名称及び主
たる事務所の所在地
並びにその代表者の氏
名、生年月日、住所
及び職名

申請者の名称及び主たる
事務所の所在地並びにそ
の代表者の氏名、生年月
日、住所及び職名

申請者の名称及び主たる
事務所の所在地並びにそ
の代表者の氏名、生年月
日、住所及び職名

申請者の名称及び主たる
事務所の所在地並びにそ
の代表者の氏名、生年月
日、住所及び職名

２

×当該申請に係る事業
の開始の予定年月日

当該申請に係る事業
の開始の予定年月日

当該申請に係る事業
の開始の予定年月日

当該申請に係る事業の開
始の予定年月日

当該申請に係る事業の開
始の予定年月日

当該申請に係る事業の開
始の予定年月日３

○申請者の登記事項証
明書又は条例等

申請者の登記事項証
明書又は条例等

申請者の登記事項証
明書又は条例等

申請者の登記事項証明
書又は条例等

申請者の登記事項証明
書又は条例等

申請者の事項証明書又は
条例等４

○
事業所の平面図（各
室の用途を明示するも
のとする。）及び設備
の概要

事業所の平面図（各
室の用途を明示するも
のとする。）及び設備
の概要

事業所の平面図（各
室の用途を明示するも
のとする。）及び設備
の概要

事業所の平面図（各室の
用途を明示するものとす
る。）及び設備の概要

事業所の平面図（各室の
用途を明示するものとす
る。）及び設備の概要

事業所（当該事業所の
所在地以外の場所に当該
申請に係る事業の一部を
行う施設を有するときは、
当該施設を含む。）の平
面図（各室の用途を明示
するものとする。）及び設
備の概要

５

×利用者の推定数利用者の推定数利用者の推定数利用者の推定数利用者の推定数－６
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共生型サービス指定に係る特例（指定手続き③）

デイサービス（続き）

省略
可否

障害者総合支援法施行規則児童福祉法施行規則介護保険法施行規則

（第34条の15）
自立訓練

（生活訓練）

（第34条の14）
自立訓練

（機能訓練）
（第34条の９）
生活介護

（第18条の29）
放課後等
デイサービス

（第18条の27）
児童発達支援

（第119条・第131条の３の２）

通所介護・地域密着型通所介護

○
事業所の管理者及び
サービス管理責任者の
氏名、生年月日、住
所及び経歴

事業所の管理者及び
サービス管理責任者の
氏名、生年月日、住
所及び経歴

事業所の管理者及び
サービス管理責任者の
氏名、生年月日、住
所及び経歴

事業所の管理者及び児童
発達支援管理責任者の
氏名、生年月日、住所及
び経歴

事業所の管理者及び児童
発達支援管理責任者
（中略）の氏名、生年月
日、住所及び経歴

事業所の管理者の氏名、
生年月日及び住所７

×運営規程運営規程運営規程運営規程運営規程運営規程８

○
利用者又はその家族
からの苦情を解決する
ために講ずる措置の概
要

利用者又はその家族
からの苦情を解決する
ために講ずる措置の概
要

利用者又はその家族
からの苦情を解決する
ために講ずる措置の概
要

障害児又はその家族からの
苦情を解決するために講ず
る措置の概要

障害児又はその家族からの
苦情を解決するために講ず
る措置の概要

利用者からの苦情を処理
するために講ずる措置の概
要

９

×
当該申請に係る事業
に係る従業者の勤務
の体制及び勤務形態

当該申請に係る事業
に係る従業者の勤務
の体制及び勤務形態

当該申請に係る事業
に係る従業者の勤務
の体制及び勤務形態

当該申請に係る事業に係
る従業者の勤務の体制及
び勤務形態

当該申請に係る事業に係
る従業者の勤務の体制及
び勤務形態

当該申請に係る事業に係
る従業者の勤務の体制及
び勤務形態

10

×

指定障害福祉サービ
ス基準第百七十一条
において準用する指定
障害福祉サービス基
準第九十一条の協力
医療機関の名称及び
診療科名並びに当該
協力医療機関との契
約の内容

指定障害福祉サービ
ス基準第百六十二条
において準用する指定
障害福祉サービス基
準第九十一条の協力
医療機関の名称及び
診療科名並びに当該
協力医療機関との契
約の内容

指定障害福祉サービ
ス基準第九十一条の
協力医療機関の名称
及び診療科名並びに
当該協力医療機関と
の契約の内容

---11

×誓約書誓約書誓約書誓約書
法第二十一条の五の十五
第三項各号に該当しない
ことを誓約する書面（以下
略）

誓約書12

×その他指定に関し必
要と認める事項

その他指定に関し必
要と認める事項

その他指定に関し必
要と認める事項

その他指定に関し必要と認
める事項

その他指定に関し必要と認
める事項

その他指定に関し必要と認
める事項13

共生型サービス指定に係る特例（指定手続き④）

省略
可否

障害者総合支援法施行規則介護保険法施行規則
（第34条の11）
短期入所

（第121条）
短期入所生活介護

×事業所の名称及び所在地事業所の名称及び所在地１
×申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月

日、住所及び職名
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月
日、住所及び職名２

×当該申請に係る事業の開始の予定年月日当該申請に係る事業の開始の予定年月日３
○申請者の登記事項証明書又は条例等申請者の登記事項証明書又は条例等４

×
事業所の種別（指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項に規定する
併設事業所（次号及び第七号において「併設事業所」という。）又は同条第
二項の規定の適用を受ける施設の別をいう。）

当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定
の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第四項に規定
する併設事業所（次号において「併設事業所」という。）において行う場合に
あっては、その旨

５

○
建物の構造概要及び平面図（当該申請に係る事業を併設事業所において行
う場合にあっては、指定障害福祉サービス基準第百十七条第二項に規定する
併設本体施設の平面図を含む。）（各室の用途を明示するものとする。）並
びに設備の概要

建物の構造概要及び平面図（当該申請に係る事業を併設事業所において行
う場合にあっては、指定居宅サービス等基準第百二十四条第三項に規定する
併設本体施設又は指定居宅サービス等基準第百四十条の四第三項に規定す
るユニット型事業所併設本体施設の平面図を含む。）（各室の用途を明示す
るものとする。）並びに設備の概要

６

×
当該申請に係る事業を併設事業所において行うときは利用者の推定数、指定
障害福祉サービス基準第百十五条第二項の規定の適用を受ける施設におい
て行うときは当該施設の入所定員

当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定
の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホー
ムの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うとき
は当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

７

○事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所８
×運営規程運営規程９
○利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要10
×当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態11

○
指定障害福祉サービス基準第百二十五条において準用する指定障害福祉
サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該
協力医療機関との契約の内容

指定居宅サービス等基準第百三十六条（指定居宅サービス等基準第百四十
条の十三において準用する場合を含む。）の協力医療機関の名称及び診療科
名並びに当該協力医療機関との契約の内容

12

×誓約書誓約書13
×その他指定に関し必要と認める事項その他指定に関し必要と認める事項14

ショートステイ 介護保険法施行規則第121条、障害者総合支援法施行規則第34条の11により、以下４、６、８、10、12については省略可能。
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14．介護サービス情報公表制度について 

（１）介護サービス情報の正確性の確保について 

  ① 調査事務の実施状況について 

介護保険制度は様々な事業主体の参入を認め、利用者による適切な選択により

サービスの質を確保する仕組みであり、各事業者が提供する介護サービスの内容

や質に関する客観的かつ適切な情報を利用者に対し提供するため、介護保険法に

基づく介護サービス情報公表制度を設けている。 

こうした制度趣旨を踏まえると、介護サービス情報公表制度において提供され

る情報は、その正確性が求められるが、公表データの更新が遅れているものが相

当程度あることなどから、令和３年６月４日に開催された「行政事業レビュー（公

開プロセス）」において、「介護サービス情報の公表制度が、利用者による事業者

の適切な評価・選択に資するものであることに鑑み、全ての自治体において適切

に情報の更新が行われるような方策を検討すべき」との意見が示されたところで

ある。 

このため、都道府県・指定都市におかれては、報告を受けた情報について、介

護保険事業費補助金（介護サービス情報の公表制度支援事業）を活用して調査事

務を行うことや、実地指導を行う監査部門等と連携して実施するなど、調査を実

施していただいたうえで公表を行っていただくようお願いする。 

 

② 公表データの適切な管理について 

   前述した「行政事業レビュー（公開プロセス）」での「適切に情報の更新が行わ

れるような方策を検討すべき」との意見を受け、令和３年度の課長会議において、

都道府県ごとの令和４年２月 10 日時点の介護サービス情報公表制度で公表され

ている情報の更新情報をお示しし、「該当の事業所に対して報告の督促を行う、廃

止された事業所や公表対象外となった事業所については削除・非公表の処理をす

るなどの対応を行い、適切な情報の公表に努めていただく」ことにより情報の正

確性を高めていただくようお願いしたところである。 

しかしながら、令和８年１月 30 日時点の状況（参考資料１・２参照）において

も、最終公表日が２年度以前である割合が全国で 9.2％（令和７年１月 31 日にお

いては 9.9％）と、昨年度から若干改善してきているが、引き続き適切な情報の

公表に努めていただくようお願いする。 

詳細に最終公表年度を見ると、指定の更新期間である６年以上前の情報が全体

の約 1.9％（特に都道府県の一覧を見ると最大は約 29％）存在している。このこ

とは、公表されている介護サービスの運営状況（人員体制、介護報酬の加算の算

定状況等）が現在の指定の効力や介護保険制度の内容と乖離した情報であること

を意味しており、利用者の適切な選択に資するものとは言いがたいと考えられ、

こうした情報が今なお公表されている都道府県におかれては、特に計画的な調査

の実施等の適切な対応をお願いしたい。 

なお、こうした公表年度が相当程度以前である情報など、利用者の適切な選択
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に資さない情報については、現行の「介護サービス情報公表システム」について、

利用者から一部の情報を閲覧できないようにするための改修を行うことも検討し

ていることを申し添える。 

   

③ 介護保険事業費補助金（介護サービス情報の公表制度等支援事業）について 

都道府県・指定都市における介護サービス情報公表制度の運営の円滑化を支援

する観点から、介護サービス情報の公表制度支援事業により、都道府県・指定都

市が必要と認める調査の実施等に要する経費を補助している。 

令和４年度において、本事業の補助額については、「行政事業レビュー（公開プ

ロセス）」の意見を踏まえ、都道府県・指定都市ごとに公表されている情報のうち、

公表時点が２年度以上前である情報の割合が高い一部の都道府県・指定都市につ

いては減額査定を行った上で内示を行ったところ。 

令和８年度についても同様の考え方で予算（参考資料３・４参照）の範囲内で

内示を行う予定としているが、公表年度が相当程度以前である情報を更新するた

め、令和８年度において、該当事業所に対する調査事務を短期間で集中的に行う

ことを想定している都道府県・指定都市に対する配慮なども令和７年度に引き続

き行うこととしているので、都道府県・指定都市におかれては、現在の公表状況

を踏まえた適切な対応をお願いしたい。 

 

  ④ 「介護サービス情報の公表」制度 解説ブックについて 

    令和３年度老人保健健康増進等事業において、「『介護サービスの情報公表制度』

における調査事務の適切な実施のあり方に関する調査研究事業」（実施主体：一般

社団法人シルバーサービス振興会）を実施し、その成果物として「『介護サービス

情報の公表』制度 解説ブック」（全４冊）が取りまとめられた。 

これは、調査員の養成及び資質の確保を目的として、最新の介護保険制度の内

容に準拠した調査事務の際の調査員の参照用資料や調査員養成研修の標準的なテ

キストとしての活用はもとより、現在、調査事務を担っている調査員のフォロー

アップとしての活用等を想定しており、一般書籍として販売されている。 

各自治体における本書籍の購入にかかる費用の全部又は一部は、介護保険事業

費補助金（介護サービス情報の公表制度等支援事業分）の対象（※）とすること

が可能であることを申し添える。 

※ 本書籍の活用の趣旨にもよるが、介護サービス情報の公表制度等支援事業実

施要綱（現行）の３（１）調査事務や（３）研修等事業に係る支出に該当。 

 

（２）行政区の変更等が予定されている市町村の事前情報提供について 

介護サービス情報公表システムは、市町村変更（市町村名変更、市町村合併、指

定都市への移行、行政区の変更等）に伴い、システムの検索項目の市区町村名や市

町村コードを変更する必要があり、当該変更においては国において予算を確保する

必要があるため、従前より「都道府県（公表センター・調査機関）向け操作マニュ

アル」で市町村変更が予定されているときは事前に当課までお知らせいただくよう
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お願いしていたところである。 

都道府県におかれては、引き続き、管内の市町村において、市町村変更が予定さ

れている場合は、予定段階であっても差し支えないので前広に当課までお知らせい

ただくようお願いしたい。 
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（参考資料１） 

 

（参考資料２） 

 

介護サービス情報公表システムにおける報告様式の状況（令和８年１月30日時点）

2024～2025年度様式で報告・公表されている事業所数は全国平均で9割を超えている一方で、最終公表日から相当期間経過し
た状態のデータが残っている。

事業
所数

割合
事業
所数

割合
事業
所数

割合
事業
所数

割合
事業
所数

割合
事業
所数

割合
事業
所数

割合
事業
所数

割合

北海道 6,986 336 5% 124 2% 111 2% 124 2% 270 4% 779 11% 5,242 75% 6,021 86%
青森 2,634 0 0% 0 0% 2 0% 5 0% 44 2% 346 13% 2,237 85% 2,583 98%
岩手 2,565 77 3% 11 0% 9 0% 13 1% 37 1% 804 31% 1,614 63% 2,418 94%
宮城 2,118 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 23 1% 258 12% 1,837 87% 2,095 99%
秋田 2,177 20 1% 4 0% 5 0% 6 0% 12 1% 397 18% 1,733 80% 2,130 98%
山形 1,986 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 0% 503 25% 1,480 75% 1,983 100%
福島 3,717 0 0% 10 0% 22 1% 79 2% 480 13% 507 14% 2,619 70% 3,126 84%
茨城 4,364 395 9% 35 1% 271 6% 82 2% 519 12% 927 21% 2,135 49% 3,062 70%
栃木 3,100 162 5% 14 0% 9 0% 26 1% 196 6% 601 19% 2,092 67% 2,693 87%
群馬 4,251 0 0% 2 0% 52 1% 53 1% 172 4% 1,983 47% 1,989 47% 3,972 93%
埼玉 7,939 1 0% 0 0% 0 0% 4 0% 116 1% 652 8% 7,166 90% 7,818 98%
千葉 8,100 204 3% 49 1% 56 1% 45 1% 110 1% 1,880 23% 5,756 71% 7,636 94%
東京 16,519 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 524 3% 4,363 26% 11,632 70% 15,995 97%
神奈川 4,806 148 3% 19 0% 24 0% 26 1% 112 2% 1,202 25% 3,275 68% 4,477 93%
新潟 2,252 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 0% 511 23% 1,731 77% 2,242 100%
富山 2,330 90 4% 27 1% 55 2% 99 4% 128 5% 238 10% 1,693 73% 1,931 83%
石川 1,860 7 0% 2 0% 5 0% 19 1% 22 1% 76 4% 1,729 93% 1,805 97%
福井 1,597 59 4% 18 1% 22 1% 20 1% 41 3% 170 11% 1,267 79% 1,437 90%
山梨 1,720 499 29% 51 3% 34 2% 37 2% 180 10% 432 25% 487 28% 919 53%
長野 3,925 108 3% 28 1% 41 1% 50 1% 105 3% 578 15% 3,015 77% 3,593 92%
岐阜 3,749 3 0% 1 0% 11 0% 14 0% 110 3% 284 8% 3,326 89% 3,610 96%
静岡 3,402 3 0% 2 0% 4 0% 17 0% 143 4% 556 16% 2,677 79% 3,233 95%
愛知 7,864 568 7% 46 1% 88 1% 276 4% 1,241 16% 601 8% 5,044 64% 5,645 72%
三重 3,606 1 0% 0 0% 2 0% 42 1% 439 12% 653 18% 2,469 68% 3,122 87%
滋賀 2,433 64 3% 18 1% 25 1% 47 2% 118 5% 483 20% 1,678 69% 2,161 89%
京都 1,797 90 5% 16 1% 13 1% 39 2% 113 6% 260 14% 1,266 70% 1,526 85%
大阪 10,090 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 34 0% 988 10% 9,068 90% 10,056 100%
兵庫 6,409 3 0% 0 0% 0 0% 1 0% 350 5% 3,674 57% 2,381 37% 6,055 94%
奈良 3,103 139 4% 49 2% 88 3% 104 3% 137 4% 423 14% 2,163 70% 2,586 83%
和歌山 2,728 19 1% 3 0% 10 0% 35 1% 232 9% 2,429 89% 0 0% 2,429 89%

2024～2025年度様式2020年度様式 2021年度様式 2022年度様式 2023年度様式 2024年度様式
都道府県

公表事業
所総数

2025年度様式2010～2019年度様式

事業
所数

割合
事業
所数

割合
事業
所数

割合
事業
所数

割合
事業
所数

割合
事業
所数

割合
事業
所数

割合
事業
所数

割合

鳥取 1,192 36 3% 19 2% 37 3% 32 3% 41 3% 92 8% 935 78% 1,027 86%
島根 1,787 23 1% 3 0% 3 0% 7 0% 75 4% 540 30% 1,136 64% 1,676 94%
岡山 2,418 71 3% 28 1% 38 2% 67 3% 308 13% 1,839 76% 67 3% 1,906 79%
広島 3,244 49 2% 21 1% 37 1% 63 2% 86 3% 1,211 37% 1,777 55% 2,988 92%
山口 2,783 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 81 3% 341 12% 2,360 85% 2,701 97%
徳島 2,063 99 5% 32 2% 17 1% 122 6% 138 7% 1,655 80% 0 0% 1,655 80%
香川 2,128 76 4% 17 1% 58 3% 78 4% 126 6% 239 11% 1,534 72% 1,773 83%
愛媛 3,320 3 0% 12 0% 12 0% 79 2% 146 4% 188 6% 2,880 87% 3,068 92%
高知 1,479 0 0% 1 0% 1 0% 9 1% 18 1% 194 13% 1,256 85% 1,450 98%
福岡 5,288 0 0% 3 0% 1 0% 2 0% 70 1% 587 11% 4,625 87% 5,212 99%
佐賀 1,696 0 0% 2 0% 2 0% 0 0% 181 11% 1,131 67% 380 22% 1,511 89%
長崎 3,171 6 0% 1 0% 2 0% 19 1% 203 6% 2,940 93% 0 0% 2,940 93%
熊本 2,677 122 5% 13 0% 16 1% 22 1% 36 1% 103 4% 2,365 88% 2,468 92%
大分 2,956 243 8% 61 2% 71 2% 116 4% 226 8% 232 8% 2,007 68% 2,239 76%
宮崎 2,724 7 0% 2 0% 24 1% 107 4% 308 11% 882 32% 1,394 51% 2,276 84%
鹿児島 3,484 9 0% 7 0% 9 0% 31 1% 297 9% 635 18% 2,496 72% 3,131 90%
沖縄 2,772 41 1% 100 4% 80 3% 244 9% 386 14% 1,916 69% 5 0% 1,921 69%
札幌市 2,794 0 0% 30 1% 32 1% 21 1% 64 2% 310 11% 2,337 84% 2,647 95%
仙台市 1,514 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 11 1% 179 12% 1,324 87% 1,503 99%

さいたま市 1,688 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 13 1% 137 8% 1,537 91% 1,674 99%
千葉市 1,390 48 3% 38 3% 82 6% 119 9% 126 9% 596 43% 381 27% 977 70%
横浜市 5,148 27 1% 19 0% 22 0% 38 1% 108 2% 1,382 27% 3,552 69% 4,934 96%
川崎市 1,887 10 1% 5 0% 7 0% 15 1% 40 2% 459 24% 1,351 72% 1,810 96%
相模原市 1,175 10 1% 6 1% 9 1% 8 1% 28 2% 297 25% 817 70% 1,114 95%
新潟市 1,299 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 547 42% 752 58% 1,299 100%
静岡市 1,353 78 6% 22 2% 62 5% 46 3% 106 8% 1,018 75% 21 2% 1,039 77%
浜松市 1,309 32 2% 25 2% 23 2% 11 1% 83 6% 296 23% 839 64% 1,135 87%
名古屋市 4,451 26 1% 14 0% 29 1% 39 1% 76 2% 226 5% 4,041 91% 4,267 96%
京都市 2,648 65 2% 13 0% 17 1% 118 4% 176 7% 580 22% 1,679 63% 2,259 85%
大阪市 6,863 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1,830 27% 5,033 73% 6,863 100%
堺市 1,906 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 0% 288 15% 1,613 85% 1,901 100%
神戸市 2,677 0 0% 0 0% 0 0% 5 0% 99 4% 696 26% 1,877 70% 2,573 96%
岡山市 1,464 19 1% 8 1% 38 3% 54 4% 233 16% 593 41% 519 35% 1,112 76%
広島市 2,046 22 1% 15 1% 12 1% 29 1% 59 3% 834 41% 1,075 53% 1,909 93%
北九州市 2,296 79 3% 66 3% 63 3% 53 2% 79 3% 450 20% 1,506 66% 1,956 85%
福岡市 2,887 14 0% 3 0% 78 3% 124 4% 100 3% 478 17% 2,090 72% 2,568 89%
熊本市 1,852 57 3% 65 4% 70 4% 79 4% 91 5% 59 3% 1,431 77% 1,490 80%
総数 93,829 1,272 1.4% 651 0.7% 953 1.0% 1,758 1.9% 4,223 4.5% 25,980 27.7% 58,992 62.9% 84,972 90.6%

2024～2025年度様式2020年度様式 2021年度様式 2022年度様式 2023年度様式 2024年度様式
都道府県

公表事業
所総数

2025年度様式2010～2019年度様式
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（参考資料３） 

 
 

（参考資料４） 
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15．経営情報の見える化について 

（１）介護サービス事業者経営情報データベースシステム 

 

令和５年改正介護保険法により、①介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベ

ースの整備を行い、②収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルー

ピングした分析結果を公表する制度が創設され、令和６年４月より施行されたところであ

る。本制度に基づき、介護サービス事業者は、収益・費用及び職種別の給与（任意項目）

等について、施設・事業所単位での報告を行うこととされている。（制度詳細、報告内容

の詳細は、資料１・２参照） 

 

本制度は、原則として全ての介護サービス事業者が報告対象となっており、各事業者

は、「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」（介護経営 DB）を通じて報

告を行うこととしている。なお、入力方法としては、①事業者にて使用している会計ソフ

トウェアから本システムに適合した csv ファイルのアップロード ②システム上への直接

入力がある。 

 

報告期限は毎会計年度終了後３月以内としているが、令和７年３月３１日以降に終了す

る会計年度に係る経営情報の報告について、令和７年５月より、その受付を一時的に停止

しているところである。報告受付再開のスケジュールについては、別途整理した上でお示

しする予定である。 

 

加えて、本制度においては、事業所から報告された経営情報をもとに、都道府県におい

ても分析・公表を行うことが努力義務とされているが、今後、厚生労働省で実施する分析

・公表の内容も踏まえて、都道府県向けのガイドラインをお示しする予定である。なお、

調査・分析に当たっては、「介護サービス情報の公表制度等支援事業」の活用も検討され

たい。（資料３参照） 

 

（２）介護サービス情報公表制度における財務状況の公表 

 

 利用者が適切かつ円滑に介護サービスを利用する機会を確保するために、利用者の選択

に資する情報提供を行う観点から、令和６年度より、介護サービス情報公表制度（項目

14 参照）において、介護サービス事業者に対して、財務状況の公表を求めることとして

いる。 

 

具体的には、事業活動計算書（損益計算書）、資金収支計算書（キャッシュフロー計算

書）、貸借対照表（バランスシート）について、直近の事業年度を終えた時点で作成した

ものを公表することとされているが、会計基準上作成が求められていない等の事情がある

場合には、資産、負債及び収支の内容が分かる簡易な計算書類を公表することでも差し支

えないこととしている。併せて、「１人当たり賃金」についても、任意での公表が可能と

なっている。（資料４参照） 

 

当該公表内容の追加については、昨年度（令和６年度）より開始した新たな内容であ

り、引き続き、管内の対象事業者への周知等をお願いする。 
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（資料１） 

 
（資料２） 
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（資料３） 

 

（資料４） 
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16．高齢者等終身サポート事業に関する対応について 

高齢者の単身世帯が増加していることを背景に、主に一人暮らしの高齢者等を対象とし

た、身元保証や日常生活支援、死後事務等に関するサービスを提供する事業形態の需要が

高まっていることから、消費者委員会において、平成 29 年 1 月 31 日に、当該事業に係る

消費者被害を防止する観点から、「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題に

ついての建議」が取りまとめられた。 

当該建議に対応するため、老健局では①各市町村や地域包括支援センターにおける、高

齢者等終身サポート事業に関する相談を受けた場合の取扱い、②介護保険施設への入所等

希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しな

いことを「市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関す

る相談への対応について」（平成 30 年８月 30 日付厚生労働省老健局高齢者支援課長・振

興課長通知）で示しているところであるので、改めて周知等行っていただきたい。 

 

また、「身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意」 

（令和元年５月 30 日付 独立行政法人国民生活センター報道発表資料）において、高齢者

等終身サポート事業をめぐる消費者トラブル防止のため、相談事例の紹介や消費者への注

意喚起を実施しているほか、各介護施設等において頼れる身寄りがいない高齢者の円滑な

入所に向けた対応をあらかじめ検討していただく参考となるよう、令和７年３月に「「身

寄りのない高齢者」を介護施設等で受け入れるときの主なポイント」を作成しているた

め、適切な運用に努められたい。 

なお、医療分野の身元保証や家賃の債務保証等については、厚生労働省医政局や国土交

通省においても下記をお示ししているので、都道府県におかれては参考とされたい。 

① 医療機関への入院に際し、身元保証人等がいないことのみを理由に、医師が患者の入

院を拒否することは、正当な理由には該当しないことを「身元保証人等がいないことの

みを理由に医療機関において入院を拒否することについて」（平成30年４月27日付厚生

労働省医政局医事課長通知）にて周知している。 

② 頼れる身寄りがいない人や判断能力不十分で医療に係る意思決定が困難な人が安心し

て医療を受けられるよう、医療機関に勤務する職員を対象に「身寄りがない人の入院及

び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドラインの発出について」（令

和元年６月３日付厚生労働省医政局総務課長通知）にてお示ししている。 

③ 賃貸住宅の賃借人その他の者の利益の保護を図ることを目的に、一定の要件を満たす

家賃債務保証業者を国に登録し、その情報を公表することにより、家賃債務保証業者選

択の判断材料として活用することが可能となる家賃債務保証業者の登録制度を創設して

いる。（平成29年10月25日国土交通省告示） 

 

さらに、高齢者等終身サポート事業について、その適正な事業運営を確保しつつ、事業

の健全な発展を推進し、利用者が安心して当該事業を利用できるように、関係省庁と連携

して、令和６年６月に「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を策定している。 

また、事業者ガイドラインの策定を受け、事業者の質の確保に向け、高齢者等終身サポ

ート事業に関する全国レベルの事業者団体も設立されている。高齢者等終身サポート事業

の利用を必要としている者が不安なく事業者を選択できるよう、厚生労働省においても、

事業者ガイドラインの実効性確保等のため、引き続き介護サービスの事業者団体・関係機
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関等への周知などの取組を進めていくこととしているので、ご承知おきいただくとともに、

地方自治体においても、引き続き事業者ガイドライン等の周知を行っていただきたい。 
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17．公的介護保険外サービスについて  

高齢者の多様な生活支援等のニーズに対応するためには、介護保険制度に基づくサー

ビスに加え、保険外サービスを活用することも重要である。介護保険サービスと保険外サ

ービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについては「介護保険サービスと保険外サー

ビスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」（平成 30 年９月 28 日付厚生労働省 

老健局総務課認知症施策推進室長ほか連名通知）においてお示しし、適切な運用に努める

ようお願いしているところである。 

また、骨太の方針 2025 において「官民連携による介護保険外サービスの普及」、新しい

資本主義実行計画 2025 において「公的サービスの安定提供を前提の上で、一定の条件の下

で、（中略）介護施設等の保険外サービスの運用改善等を進め」とされているところ、地

方自治体によっては、地域の保険外サービスに関する情報が把握・整理されていないなど

の様々な課題により、保険外サービスの活用が進んでいない例も見られる。 

このため、保険外サービスの活用に向けて、 

 

①  平成 27 年度に予算事業により事例集としてとりまとめられた「地域包括ケアシス

テム構築に向けた公的介護保険外サービスの参考事例集」 

 

②  平成 29 年度老人保健健康増進等事業により、保険外サービスを活用する際の課題

を乗り越えるポイントについてとりまとめられた「地方自治体における地域包括ケア

システム構築に向けた「保険外サービス」の活用に関するポイント集・事例集」 

 

③ 令和元年度老人保健健康増進等事業により、ケアマネジャー、地域包括支援センタ

ー、自治体職員等が保険外サービスに関する情報提供を行う際の参考となるように、

高齢者・家族のニーズ別の保険外サービスの活用方法や、使用例等についてとりまと

められた「QOL を高める保険外（自費）サービス活用促進ガイド」の活用に関するポイ

ント集・事例集」 

 

④ 令和４年度の老人保健健康増進等事業により、地域内外の保険外サービスを積極的

に発信した事例、保険外サービスを活用して地域課題を解決した事例等を収集した「生

活支援コーディネーターおよび協議体による保険外サービス活用促進の取組事例」 

 

を改めて確認の上、検討いただきたい。 

 

さらに、生活支援体制整備事業の協議体や地域ケア会議、他分野の会議体等を活用して、

多様な主体(医師会、NPO 法人、民間企業、自治体、社協、生協等)が連携し、事業者の把握

や高齢者のニーズの共有、適正な価格の保険外サービスの確保・普及、保険外サービスを

提供する事業所のリストの整備等、地域の受け皿整備に向けた保険外サービスの一層の促

進をお願いする。 

 

※ 参照先 
① 「地域包括ケアシステム構築に向けた公的介護保険外サービスの参考事例集」 

(保険外サービス活用ガイドブック)https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000119256.html 
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② 「地方自治体における地域包括ケアシステム構築に向けた「保険外サービス」の活用に関

するポイント集・事例集」：https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=32549 

③「「QOL を高める 保険外（自費）サービス活用促進ガイド」の活用に関するポイント集・

事例集」：https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=36043 

④「地域づくりの観点からの保険外サービス活用推進等に関する調査研究事業」： 

厚生労働省 老人保健健康増進等事業 令和 4 年度 (jri.co.jp) 
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18-1．認知症施策推進計画の策定について  

 

（１）認知症施策推進計画の策定 

令和６年 12 月に閣議決定された認知症施策推進基本計画（以下「基本計画」とい

う。）は、令和６年 12 月から令和 11 年度までのおおむね 5 年間を対象期間として、

認知症施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本的な方向性を定めるもので

ある。また、基本法において、都道府県が策定するよう努めなければならないとさ

れている「都道府県認知症施策推進計画」及び市町村が策定するよう努めなければ

ならないとされている「市町村認知症施策推進計画」の基本となるものである。 

各都道府県・市町村におかれては、基本計画を踏まえ、関連する法律に基づく計

画等との調和を図るとともに、認知症の人及び家族等の意見を可能な限り広く聴く

よう努めながら、認知症施策推進計画（以下「推進計画」という。）を策定し、地域

の実情や特性に即した多様な取組を実施されるようお願い申し上げる。 

なお、令和８年１月８日に開催された認知症施策推進関係者会議（第７回）にお

いて、都道府県・市町村における計画策定の取組事例として、例えば、計画策定の

際に認知症の本人の意見を聴いたことから、県の希望大使任命につながった山形県

や、定期的に職員が本人ミーティングを開催し、直接、認知症の人と話し、関係性

を構築している浦安市など、都道府県・市町村合わせて 11 事例をまとめているた

め、こちらも参考にしていただきたい。 

  ○認知症施策推進関係者会議（第７回）※厚生労働省提出資料 p９～19 該当 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ninchisho_kankeisha/dai7/gijishidai.html 

 

（２）認知症施策推進計画の策定に当たっての留意事項 

基本計画の策定に当たっては、認知症施策推進関係者会議に、認知症の人とその

家族等に参画いただいたところであるが、推進計画の策定に当たっても、同様に、

当事者の方に参画いただき、その声を尊重しながら、認知症になってからも、希望

を持って自分らしく暮らし続けることができるという「新しい認知症観」に立って、

取り組んでいただくことが重要である。 

また、認知症施策が総合的な取組として行われるよう、都道府県・市町村内にお

ける保健・医療・福祉・教育・地域づくり・雇用・交通・産業等の担当部局同士が

緊密に連携し、それぞれが責任を持って取り組むとともに、都道府県及び市町村の

関係部局が連携しながら、総合的に取組を推進することが重要である。 

なお、基本計画に記載のとおり、推進計画に定める内容が、介護保険事業（支援）

計画等の既存の行政計画に定める内容と重複する場合には、これらを一体のものと

して策定することは差し支えないものとするなど、必要に応じて柔軟に運用できる

こととしているので、各都道府県・市町村におかれては、その実情に応じて推進計

画を策定されるようお願いする。 

 特に、多くの自治体が、令和９年度からの第 10 期介護保険事業（支援）計画と一

体的に策定する予定と承知しており、第 10 期計画の策定作業が本格化する令和８

年度に向けて、認知症施策推進計画の策定作業についても、引き続き計画的に進め

ていただきたい。 

さらに、第 10 期計画の中で、認知症施策の推進は主要なテーマのうちの 1 つであ

ることから、各都道府県においては、計画策定手順に関する資料（介護保険計画課：

参考資料２－５）に沿って、市町村支援の確実な実施をお願いしたい。 
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（３）認知症の人とその家族等の参画の推進に向けた留意事項 

   認知症の人とその家族等に参画いただくためには、まずは、都道府県や市町村の

行政職員が、認知症カフェに参加するなど、地域における様々な機会を捉え、認知

症の人やその家族等と出会い、対話をすることで、認知症に関する知識や認知症の

人への理解を深めることが重要である。 

 その上で、認知症地域支援推進員(以下、「推進員」という。)等が中心となって、

ピアサポート活動等、地域における認知症の人やその家族等の活動を支援し、本人

ミーティング等の当事者からの発信につなげていくことが重要である。 

その際、認知症の人とその家族等の参画について、単なる意見聴取にとどめるの

ではなく、行政職員が認知症の人やその家族等の活動の現場に出向くこと等を通じ

て、認知症の人やその家族等と対話し、意見交換を行うことで、認識を共有するこ

とが重要である。 

基本計画では、こうした取組を通じて、施策を立案・実施・評価するために、以

下の観点から、都道府県や市町村が推進計画を策定することが望ましいとされてい

る。 

  ・ 「新しい認知症観」の実感的理解 

  ・ 自分が認知症になってからも、安全にかつ安心して自立した日常生活を営むこ

とができる地域づくり 

  ・ 認知症の人の自立生活や社会参加等を阻むハード・ソフト両面にわたる社会的

障壁の解消と合理的配慮 

  ・ 共生社会の具体的なビジョンの共有と、地域の実情や地域特性に応じた認知症

施策の創意工夫 

 

（４）認知症施策推進計画の策定に向けた支援等について 

令和７年４月１日現在の自治体における認知症施策推進計画の策定状況について

は、都道府県の 59.6％、市町村の 88.5％が、今後の策定を予定していると回答して

おり、厚生労働省としても、引き続き自治体への策定支援を行っていく考え。 

令和７年度補正予算では「認知症施策推進計画に係る策定準備支援事業」を計上

し、都道府県や市町村が、地域住民に対して「新しい認知症観」や基本法の普及啓

発を図るとともに、認知症の人や家族等の意見を丁寧に聴いた上で「新しい認知症

観」に基づき施策を推進するために、推進計画を策定する際の準備に係る経費を補

助することとしている。ついては、推進計画の策定に当たって、本事業の活用を検

討されたい。 

また、昨年度作成・配布した基本法の目指す方向性・目的・理念を分かりやすく

示した冊子・リーフレット・ポスターは、基本計画の内容を盛り込み一部改訂し、

全国の都道府県・市町村へ令和８年３月末を目途に送付を予定している。また、そ

れぞれの電子媒体は、厚生労働省ＨＰ

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kou

reisha/ninchi/index.html）にも掲載を予定しているので、自治体内での普及啓発

等に活用されたい。 

また、令和６年度老人保健健康増進等事業 「共生社会の実現を推進するための認

知症基本法に基づく認知症施策のあり方に関する調査研究事業」（実施主体：株式会

社日本総合研究所）において、都道府県や市町村が推進計画を策定する際の留意点
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等をまとめた手引きを作成したので、参考としていただきたい。基本計画で示して

いる KPI の具体的な内容・測定方法については、令和７年度老人保健健康増進等事

業「認知症施策推進基本計画に基づく認知症施策の推進のあり方に関する調査研究

事業」（実施主体：株式会社日本総合研究所）において、KPI の調査方法等について

の検討を進めており、この結果も踏まえて、来年度以降、各自治体に対する取組状

況の調査を行う予定である。 
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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 概要

１.目的

① 全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができる。
② 共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めることができる。
③ 日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものの除去。地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことができると

ともに、意見を表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動に参画する機会を確保する。
④ 認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供される。
⑤ 認知症の人のみならず家族等に対する支援により、認知症の人及び家族等が地域において安心して日常生活を営むことができる。
⑥ 共生社会の実現に資する研究等の推進。予防、診断及び治療並びにリハビリテーション及び介護方法など科学的知見に基づく研究等

の成果を広く国民が享受できる環境を整備する。
⑦ 教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な取組として行われる。

４.認知症施策推進基本計画等

政府は、認知症施策推進基本計画を策定（認知症の人及び家族等により構成される関係者会議の意見を聴く。）

都道府県・市町村は、それぞれ都道府県計画・市町村計画を策定（認知症の人及び家族等の意見を聴く。） （努力義務）

２.基本理念

国民は、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深め、共生社会の実
現に寄与するよう努める。政府は、認知症施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずる。

３.国・地方公共団体等の責務等

認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進

⇒ 認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力
ある社会（＝共生社会）の実現を推進

令和５年６月14日成立
令和６年１月１日施行

５.基本的施策

①国民の理解､②バリアフリー､③社会参加､④意思決定・権利擁護､⑤保健医療･福祉､⑥相談体制､⑦研究､⑧予防､⑨調査､

⑩多様な主体の連携､⑪地方公共団体への支援､⑫国際協力

６.認知症施策推進本部

内閣に内閣総理大臣を本部長とする認知症施策推進本部を設置。基本計画の案の作成・実施の推進等をつかさどる。

※基本計画の策定に当たっては、本部に、認知症の人及び家族等により構成される関係者会議を設置し、意見を聴く。

• 地方自治体において、地域の実情や特性に即した取組を創意工夫しながら実施

• 地方自治体の計画策定に際しての柔軟な運用（既存の介護保険事業計画等との一体的な策定など）

• ①行政職員が､認知症カフェ等様々な接点を通じて､認知症の人や家族等と出会い･対話する､②ピアサポート活
動や本人ミーティング等の当事者活動を支援する、③認知症の人や家族等の意見を起点として､施策を立案、
実施、評価する。

• 基本法に明記された共生社会の実現を目指す。
• 認知症の人本人の声を尊重し、「新しい認知症観」※に基づき施策を推進する。

※①誰もが認知症になり得ることを前提に、国民一人一人が自分ごととして理解する。②個人としてできること･やりたいこと
があり､住み慣れた地域で仲間と共に､希望を持って自分らしく暮らすことができる。

⇒ ①「新しい認知症観」に立つ､②自分ごととして考える､③認知症の人等の参画･対話､④多様な主体の連携･協働

• 次の４つの重点目標に即した評価指標を設定：①「新しい認知症観」の理解、②認知症の人の意思の尊重、

③認知症の人・家族等の地域での安心な暮らし、④新たな知見や技術の活用

• 評価指標は、重点目標に即して、プロセス指標、アウトプット指標、アウトカム指標を設定

• 施策は、認知症の人の声を起点とし、認知症の人の視点に立って、認知症の人や家族等と共に推進する。

⇒ 以下の12項目を設定：①国民の理解､②バリアフリー､③社会参加､④意思決定支援・権利擁護､⑤保健医療･福
祉､⑥相談体制､⑦研究､⑧予防､⑨調査､⑩多様な主体の連携､⑪地方公共団体への支援､⑫国際協力

前文／Ⅰ 認知症施策推進基本計画について／Ⅱ 基本的な方向性

Ⅲ 基本的施策

Ⅳ 第１期基本計画中に達成すべき重点目標等

Ⅴ 推進体制等

【位置付け】共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和５年法律第65号。以下「基本法」という。）に基づく国の認知症施策の
基本計画。これに基づき、地方自治体は推進計画を策定（努力義務)。

認知症施策推進基本計画の概要
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６．相談体制の整備等
• 認知症の人の状況等に配慮し総合的に対応できる体制整備（地域

包括支援センター、認知症疾患医療センター等の相談体制整備）
• 認知症の人又は家族等が互いに支え合うための相談・交流の活動

に対する支援等（認知症地域支援推進員の適切な配置、認知症カ
フェ、ピアサポート活動、認知症希望大使の活動支援）

７．研究等の推進等
• 予防・診断・治療、リハビリテーション・介護方法等の研究の推

進・成果の普及
• 社会参加の在り方、共生のための社会環境整備その他の調査研究、

検証、成果の活用（介護ロボット・ICT等の開発・普及の支援）

８．認知症の予防等
• 科学的知見に基づく知識の普及・地域活動の推進・情報収集
• 地域包括支援センター、医療機関、民間団体等の連携協力体制の

整備（早期発見・早期対応・診断後支援まで行うモデルの確立）

９．認知症施策の策定に必要な調査の実施
• 若年性認知症の人を含む認知症の人の生活実態、社会参加・就労

支援を促進する体制や社会実装の方策など共生社会の実現に関わ
る課題の把握と課題解決に向けた調査研究

10．多様な主体の連携
• かかりつけ医、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員、

認知症サポート医、認知症初期集中支援チーム、居宅介護支援事
業所、認知症疾患医療センター等の連携及び地域住民を含む多様
な主体との協働、分野横断的な取組の推進

11．地方公共団体に対する支援
• 地方公共団体の参考となるような取組の共有などの支援

12．国際協力
• 外国政府、国際機関、関係団体等との連携、我が国の高齢化及び

認知症施策の経験や技術について世界に向けて情報発信

１．認知症の人に関する国民の理解の増進等
• 学校教育、社会教育における「新しい認知症観」に基づく実感的

理解の推進
• 認知症の人に関する理解を深めるための、本人発信を含めた運動

の展開（認知症希望大使の活動支援）

２．認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進
• 認知症の人が自立し安心して暮らすための、地域における生活支

援体制の整備等（地域の企業や公共機関等での認知症バリアフ
リーの推進）

• 事業者が認知症の人に適切に対応するために必要な指針の策定

３．認知症の人の社会参加の機会の確保等
• 認知症の人自らの経験等の共有機会の確保（ピアサポート活動の

推進）
• 認知症の人の社会参加の機会の確保（本人ミーティング、介護事

業所における社会参加活動等の推進）
• 多様な関係者の連携・協働の推進による若年性認知症の人等の就

労に関する事業主に対する啓発・普及等

４．認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護
• 認知症の人の意思決定支援に関する指針の策定、情報提供（「認

知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライ
ン」の改定）

• 認知症の人に対する分かりやすい形での意思決定支援等に関する
情報提供

５．保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等
• 専門的な、又は良質かつ適切な医療提供体制の整備（認知症疾患

医療センターの相談機能の充実）
• 保健医療福祉の有機的な連携の確保（認知症初期集中支援チーム

の見直し、認知症地域支援推進員の適切な配置）
• 人材の確保、養成、資質向上（認知症に関する研修の在り方の見

直し）

基本的施策（抄）

重点 目標・評価指標

アウトカム指標アウトプット指標プロセス指標重点目標

• 認知症や認知症の人に関する国
民の基本的な知識の理解度

• 国民における「新しい認知症
観」の理解とそれに基づく振る
舞いの状況

• 認知症希望大使等の本人発信等の取組を
行っている地方公共団体の数

• 認知症サポーターの養成者数及び認知症サ
ポーターが参画しているチームオレンジの
数

• 地域の中で認知症の人と出会い、そ
の当事者活動を支援している地方公
共団体の数

• 認知症サポーターの養成研修に認知
症の人が参画している地方公共団体
の数

①国民一人一人
が「新しい認
知症観」を理
解している

• 地域生活の様々な場面において、
認知症の人の意思が尊重され、
本人が望む生活が継続できてい
ると考えている認知症の人及び
国民の割合

• 認知症施策に関して、ピアサポート活動等
を通じて得られる認知症の人の意見を反映
している地方公共団体の数

• 認知症施策に関して、ピアサポート活動等
を通じて得られる家族等の意見を反映して
いる地方公共団体の数

• ピアサポート活動への支援を実施し
ている地方公共団体の数

• 行政職員が参画する本人ミーティン
グを実施している地方公共団体の数

• 医療・介護従事者等に、認知症の人
の意思決定支援の重要性の理解を促
す研修を実施している地方公共団体
の数とその参加者数

②認知症の人の
生活において
その意思等が
尊重されてい
る

• 自分の思いを伝えることができ
る家族、友人、仲間がいると感
じている認知症の人の割合

• 地域で役割を果たしていると感
じている認知症の人の割合

• 認知症の人が自分らしく暮らせ
ると考えている認知症の人及び
国民の割合

• 認知症の人の希望に沿った、保
健医療サービス及び福祉サービ
スを受けていると考えている認
知症の人の割合

• 就労支援も含めて個別の相談・支援を実施
していることを明示した認知症地域支援推
進員や若年性認知症支援コーディネーター
を設置している地方公共団体の数

• 認知症バリアフリー宣言を行っている事業
者の数

• 製品・サービスの開発に参画している認知
症の人と家族等の人数

• 基本法の趣旨を踏まえた認知症ケアパスの
作成・更新・周知を行っている市町村の数

• 認知症疾患医療センターにおける認知症関
連疾患の鑑別診断件数

• 部署横断的に認知症施策の検討を実
施している地方公共団体の数

• 認知症の人と家族等が参画して認知
症施策の計画を策定し、その計画に
達成すべき目標及び関連指標（ＫＰ
Ｉ）を設定している地方公共団体の
数

• 医療・介護従事者に対して実施して
いる認知症対応力向上研修の受講者
数

③認知症の人・
家族等が他の
人々と支え合
いながら地域
で安心して暮
らすことがで
きる

• 国が支援・実施する、認知症に
関する研究事業の成果が社会実
装化されている数

• 国が支援・実施する、認知症の人と家族等
の意見を反映させている認知症に関する研
究事業の数

• 国が支援・実施する、認知症の人と
家族等の意見を反映させている認知
症に関する研究事業に係る計画の数

④国民が認知症
に関する新た
な知見や技術
を活用できる
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18-2．認知症の人に関する国民の理解の増進等について 

（１）認知症の人に関する国民の理解の増進等について 

令和６年 12 月に閣議決定された基本計画では、共生社会の実現を推進するため

の基盤として、基本的人権及びその尊重についての理解を深めることが掲げられ

ている。その上で、「新しい認知症観」の普及が促進されるよう、認知症の人が発

信し、国民一人一人が認知症に関する知識や認知症の人への理解を深めることを

目標としている。 

誰もがなり得る認知症について、国民一人一人が自分ごととして捉え、備えを

進めることが重要である。このため、認知症への関心が低い層等に対し、自治体

が地域の企業・経済団体や自治会等と連携し、認知症の人の参画も得ながら、「新

しい認知症観」や基本法など、認知症及び軽度の認知機能の障害に関する知識並

びに認知症の人に関する理解を深める取組を推進していく必要がある。こうした

観点から、各自治体においても事業実施をお願いしたい。 

また、令和７年度老人保健健康増進等事業「認知症施策推進基本計画に基づく

認知症施策の推進のあり方に関する調査研究事業」（実施主体：株式会社日本総合

研究所）において、自治体の認知症施策推進担当者等が「新しい認知症観」の普

及促進に向けた取組を行う際に参考となる成果物を令和８年３月末を目途にまと

めることとなっており、準備ができ次第、厚生労働省ホームページに掲載を予定

しているため、事業実施の際に活用いただきたい。 

 

（２）認知症への社会の理解を深めるための普及啓発・本人発信支援の推進 

 

① 厚生労働省における「希望大使」の任命について 

     厚生労働省では、令和２年に５名の認知症当事者の方を「希望大使」として任

命し、認知症への社会の理解を深めるため、普及啓発や本人発信支援の取組を推

進してきたところ。 

令和６年１月に、年代、性別のほか地域性も考慮して、新たに２名を「希望大

使」として任命するとともに、５名を再任した。 

令和８年１月には、７名の「希望大使」を再任し、認知症に関する知識や認知

症の人への理解を深めることに加え、認知症の人の社会参加の機会の確保が進む

よう、引き続き、｢希望大使｣にご協力をいただきながら取組を推進していくこと

としている。 

 ○希望大使の活動について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_k

oureisha/ninchi/kibou.html 

 https://www.mhlw.go.jp/content/001636694.pdf 

 

②本人発信支援・普及啓発について 

 令和７年度においては、認知症への正しい理解の醸成を図るとともに、国際社
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会の評価が高い我が国の認知症施策の普及啓発のため、大阪・関西万博において

認知症に関するエリアを出展し、認知症の人が生きる世界・見える景色の VR 体験

や認知症希望大使による本人メッセージ、認知症のメカニズムと最新の認知症治

療薬などを紹介する展示・VTR 等を実施した。本事業で作成した展示物等は、当

省だけでなく、各自治体での普及啓発事業等でも活用いただきたいと考えている

ため、活用を希望する自治体は当課まで照会いただきたい。 

○認知症施策推進関係者会議（第７回）※厚生労働省提出資料 p34 該当 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ninchisho_kankeisha/dai7/gijishidai.h

tml 

また、北九州市及び藤枝市と連携し、国の「希望大使」の協力のもと、地元の

認知症の人と本音で語りあう座談会や、認知症の人の写真・作品展も開催し、「生

き生き暮らせるまち」をともに考えていく、という企画内容で認知症に関する普

及啓発イベントを令和８年１月と２月に実施した。当日の様子は令和８年３月末

を目途に厚生労働省 YouTube にて配信を予定している。令和８年度も同様の普及

啓発イベントの実施を検討しており、その際は協力をお願いしたい。 

 ○「認知症 希望のリレーフォーラム in 藤枝 ともに生き生き暮らせるまちを

一緒につくろう！ ～希望大使とともに、みんなでアクション～」の開催につい

て（現地・オンラインのハイブリッド開催）（令和８年１月 21 日厚生労働省老

健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡） 

○「認知症 希望のリレーフォーラム in 北九州 ともに生き生き暮らせるまち

を一緒につくろう！ ～希望大使とともに、みんなでアクション～」の開催につ

いて（令和７年 12 月 24 日厚生労働省老健局認知症施策･地域介護推進課事務

連絡） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_k

oureisha/index_00010.html 

      さらに、令和７年度は、２名の「希望大使」の日常生活・活動の様子を撮影し、

認知症の人が自分らしく前向きに認知症とともに生きている姿を記録した動画を

普及啓発事業の一環として作成している。 

これらの動画については、令和８年４月を目途に厚生労働省ホームページに掲

載を予定しており、準備ができ次第周知することから、各都道府県・市町村にお

かれては、関係者に動画を周知いただくとともに、管内イベント等の場で上映い

ただく等、積極的に活用いただきたい。 

    なお、令和７年度老人保健健康増進等事業「中・重度の認知症の人の本人発信・参画に

関する調査研究事業」（実施主体：一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループ）にお

いて、中・重度の認知症の人の本人発信・参画が進むよう、そうした取組を行っている自

治体や介護サービス事業所に着目し、取組の分析・検証の結果を踏まえた報告書を令和８

年３月末を目途にまとめることとなっており、準備ができ次第、厚生労働省ホームページ

に掲載を予定しているため、事業実施の際に活用いただきたい。 

 

③地域版の希望大使について 
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厚生労働省での「希望大使」の任命とともに、本人発信の取組が広く全国で行

われるようにするため、すべての都道府県において、地域版の希望大使（以下「地

域版希望大使」という。）の設置をお願いしているところ。 

地域版希望大使は、これまでに全国 27 都道府県で設置されている（令和７年

12 月 31 日時点）が、未設置の県におかれては設置の検討をお願いしたい。 

     設置状況や大使のプロフィールなどは厚生労働省ホームページに掲載してお

り、確認いただきたい。令和７年度より年４回（3，6，9，12 月末）ホームペー

ジで全国の地域版希望大使の設置状況や大使のプロフィールなどの更新等を行

っており、都道府県におかれては、当課より更新依頼を行う際は、情報提供をお

願いする。 

 地域版希望大使の任命やその活動に要する費用等（付き添い人の交通費等を

含む）については、介護保険事業費補助金の認知症総合戦略推進事業（認知症施

策普及・相談・支援事業）の対象としている。また、令和７年度補正予算におい

て、認知症施策推進計画を策定する際の準備に係る地域版希望大使の活動経費

も当該事業の対象とした。さらに、市町村が実施する認知症サポーター養成講座

において、地域版希望大使に講師を依頼した場合の謝金や交通費等（付き添い人

の交通費等を含む）については、地域支援事業交付金の任意事業（認知症サポー

ター等養成事業）の対象となる。各自治体におかれては、これらの助成制度も活

用しつつ、地域版希望大使の任命、その後の活動支援に取り組んでいただきたい。 
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  「認知症本人大使『地域版希望大使』の設置について」（令和２年３月 24 日老発 0324

第 2 号厚生労働省老健局長通知）（抄） 

地域版希望大使の設置に関する基本的な考え方 

１．大使の名称 

  地域版希望大使の名称は、希望大使の前に都道府県名を付すものとする（例：

北海道希望大使）。ただし、認知症の人やその家族、認知症の当事者団体等の意見

も踏まえ、地域の実情に応じて、当該地域の高齢者や関係者が理解しやすい名称

など独自の名称を定めることは差し支えない。 

２．大使の人選等 

各都道府県知事は、公募や認知症の人本人や家族等の当事者団体、管内市町村

からの推薦等の方法により地域版希望大使の候補者を募り、適任と認められた認

知症の人を地域版希望大使として任命又は委嘱するものとする。地域版希望大使

の人数、任期その他の地域版希望大使に関して必要な事項は各都道府県知事が定

めるものとする。 

３．大使の用務内容 

（１）都道府県が行う認知症の普及啓発活動への参加・協力 

      都道府県が開催するイベント等での講演のほか、都道府県が発行する広報

誌等への寄稿、2018 年 11 月に一般社団法人日本認知症本人ワーキンググル

ープが表明した「認知症とともに生きる希望宣言」等の紹介その他の認知症

に関する普及啓発活動を行っていただく。 

（２）認知症サポーター養成講座の講師であるキャラバン・メイトへの協力 

地方自治体又は全国組織を持つ職域団体及び企業が実施する認知症サポー

ター養成講座の受講者の理解を深めることを目的に、キャラバン・メイトが

講師を務める当該講座において、自らの体験や希望、必要としていること等

を自らの言葉で語っていただく。 

   （３）その他都道府県が必要と認めた用務 

（１）及び（２）に加えて、認知症に関する普及啓発のために都道府県知事

が必要と認めた用務を行うものとする。 

 

 

④認知症の日及び月間の普及・啓発イベントについて 

      基本法の施行を踏まえ、同法に位置づけられた「認知症の日」及び「認知症月 

間」について、国民への周知を行う観点から、ポスター及びリーフレットを作成

し、都道府県・市町村等に配布し、普及啓発に取り組むとともに、日本認知症官

民協議会に参加する各団体に対しても、ライトアップや関連イベントの開催に取

り組むよう呼びかけた。 

 令和８年度においても、同様の取組を予定していることから、認知症の普及啓

発に関する国の取組へ協力いただくとともに、都道府県・市町村においても引き

続き、積極的に実施していただくようお願いする。 

 なお、これらの取組については、厚生労働省ホームページに特設サイトを開設
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し、各都道府県、市区町村、関係団体等が行うイベントの様子を紹介している。 

    ○認知症の日及び月間 （令和７(2025)年度）特設サイト 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/alzheimerday2024_0000

1.html 

（掲載内容） 

・認知症の本人からのメッセージ 

・各地のイベントの紹介（7,513 イベント） 

・日本認知症官民協議会参加団体の取組紹介 

      

（３）認知症サポーターの養成について 

認知症に関する正しい知識と理解を持って、地域や職域で認知症の人や家族に対

してできる範囲の手助けを行う認知症サポーターは、全国各地で養成が進められて

おり、これまで 1,682 万人超が養成されている。 

   平成 17 年度に認知症サポーターの養成が始まって以来、認知症サポーター養成

講座の標準教材の大規模な改訂は行われていなかったが、令和 5 年９月に、最新の

情報等を反映する形で見直しを行い、各自治体に配布している。 

   認知症サポーター養成講座を開催する際は、改訂された標準教材の活用をお願い

したい。 

 

  ○特定非営利活動法人地域共生政策自治体連携機構の HP 

https://safe.menlosecurity.com/doc/docview/viewer/docNC67CC15B432Fde48

e63d390b2639d5b814871da0c85fe8f295e21ea1087655bf33d226c96cc1 

 

（４）チームオレンジについて 

①チームオレンジの実施促進について 

    厚生労働省は、チームオレンジの設置や活動が促進されるよう、財政的支援を

図ってきた。 

・ 市町村がチームオレンジの立ち上げや運営支援を担うコーディネーターを

配置する費用等の助成（地域支援事業の認知症サポーター活動促進・地域づく

り推進事業） 

・ 都道府県が市町村の取組を広域的な見地から支援できるよう、市町村が配置

するコーディネーターに対する研修に要する費用等の助成（地域医療介護総

合確保基金） 

・ チームオレンジに参加するためにステップアップ講座を受講した場合や認

知症サポーターがチームオレンジの支援活動に参加した場合等にポイントを

付与する事業への助成（地域医療介護総合確保基金：ボランティアポイントの

仕組みを活用） 

各自治体はこれらの予算事業を積極的に活用し、事業の趣旨に即した事業展

開に努めていただくようお願いする。 

       また、「認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業の取扱いについて」
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（令和５年３月 31 日付け厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務連

絡）において、都道府県・市町村から問合せが多かった質問をＱ＆Ａ形式で文書

化し、事業の狙いや事業の柔軟な立ち上げが可能であることをお示ししている。

令和４年度老人保健健康増進等事業「チームオレンジの整備促進に関する調査

研究」で作成された活動事例や活動のヒントを掲載した冊子と併せてご活用い

ただきたい。 

    ○認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業の取扱いについて 

    https://www.mhlw.go.jp/content/001150728.pdf 

  ○チームオレンジの整備促進に関する調査研究」で作成された冊子   

https://www.mhlw.go.jp/content/001105697.pdf 

        また、各地域で広がる多様なチームオレンジの活動については、令和５年度

に開催した第 170 回市町村セミナー「チームオレンジの効果的実施に関するセ

ミナー ～認知症の人と本当に「出会えて」ますか？～」において、紹介してお

り参考とされたい。 

      ○ 第 170 回市町村セミナー 資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35691.html 

加えて、各都道府県におかれては、令和４年度に新たに地域医療介護総合確保      

基金に追加した、「地域における認知症施策の底上げ・充実のための重点支援事

業」を活用できることも念頭に、市町村への支援を企画・実施していただきたい。 

具体的には、例えば、 

・ 管内行政職員を対象とした担当者会議・研修等において、チームオレンジの

理念や設置の必要性等の周知 

・ 初任又は現任のコーディネーターやチームオレンジのメンバーに対し、チー

ムオレンジの理念や職域サポーターの開拓・活用手法など運営のノウハウ等に

関する研修の企画・開催 

・ 管内市町村に対する認知症サポーターステップアップ研修の実施支援 

・ チームオレンジの先進的な取組や課題を共有する会議等の開催 

などが考えられる。 

 

②チームオレンジに関する研修の実施について 

     都道府県が実施するチームオレンジコーディネーター研修の講師役となるオレ

ンジ・チューター養成のため、公募により選定された事業者によるオレンジ・チ

ューター養成研修を実施している。 

研修の内容は、チームオレンジの意義・役割など制度に関する講義のみならず、

チームの立ち上げや運営のポイント、ステップアップ講座の組み立て方やチーム

オレンジの実施例などチームオレンジの効果的な運営に関する総合的な研修とし

ている。 

各都道府県におかれては、チームオレンジコーディネーター研修の実施体制構

築に向け、引き続き積極的な受講者の推薦をお願いしたい。その際、オレンジ・

チューターは、県内のチームオレンジの立ち上げや運営において重要な役割を担
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うため、その受講者については、 

・ 推進員など認知症の人やその家族の日常生活の支援等に関する十分な知識と

経験を有している者 

・ キャラバン・メイト養成研修のグループワークの担当講師 

・ 認知症サポーター養成研修の企画・講師経験が豊富なキャラバン・メイト 

からご推薦いただくようご配慮をお願いしたい。 

また、各都道府県におかれては、オレンジ・チューターと連携の上、チームオ

レンジコーディネーターやチームオレンジメンバーへの研修を企画・実施すると

ともに、管内市町村職員を対象とした担当者会議・研修の開催などの側面的支援

にも積極的に取り組んでいただくようお願いする。なお、側面的支援にかかる経

費についても、チームオレンジコーディネーター研修と同様、地域医療介護総合

確保基金の対象となるのでご活用いただきたい。 

さらに、各市町村におかれては、チームオレンジコーディネーターとして適任

と考えられる者が研修を受講できるよう配慮をお願いするとともに、コーディネ

ーター研修テキスト「認知症サポーターチームオレンジ運営の手引き」などを参考にチ

ームオレンジの立ち上げ・運営に取り組んでいただくようお願いする。 

 

（５）認知症カフェの推進について 

    認知症カフェは、認知症の人やその家族にとって、地域や住民との繋がりや出会

いの場として、また、専門職にとって、多職種連携や学びの場となるなど、地域に

欠かせないスペースとなっている。認知症カフェを未設置の市町村におかれては、

積極的に検討いただくようお願いする。 

     都道府県におかれては、例えば、課題や先進事例の共有を行う連絡会議の開催、

先進的な取組事例を紹介するセミナーの開催等、引き続き市町村への支援をお願い

する。 

     なお、仙台センターが、DCnet において、「家族支援と認知症カフェ」のページを 

作成しているため、こちらも引き続き活用いただきたい。 

○認知症施策関連ガイドライン、取組事例(認知症カフェ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000167800.html 

○DCnet「家族支援と認知症カフェ」のページ 

https://www.dcnet.gr.jp/support/cafe/index.php 
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（参考）チームオレンジコーディネーター研修 カリキュラム例

内容 目的 標準時間
Ⅰ  オリエンテーション

1 認知症サポーターキャラバンの仕組み
2 認知症の正しい知識の普及と支援の構造

Ⅱ  認知症サポーターの活動推進とチームオレンジ
1 認知症サポーターの輩出
2 認知症サポーターの活動促進
3 チームオレンジの基本
4 チームによる早期からの継続支援

Ⅲ チームオレンジの仕組み（全体図）

①認知症サポーターキャラバンの仕組みの理解

②認知症サポーターの活動促進とチームオレンジの関係

③チームオレンジの基本を理解

④全体図からチームオレンジの仕組みを理解

15分

Ⅳ  チームオレンジとコーディネーター
1 コーディネーターとは
2 コーディネーターの役割
3 コーディネーター研修カリキュラム

①チームオレンジとコーディネーターの関係、役割の理解

②コーディネーター研修内容・時間配分の理解
15分

Ⅴ  チームオレンジの立ち上げ
1 チームオレンジの立ち上げに当たって
2 立ち上げのための準備
3 チームオレンジの類型
第1類型【共生志向の標準タイプ】
第2類型【既存拠点活用タイプ】
第3類型【拠点を設置しない個別支援型】

①実際の立ち上げに際しての準備すべき事項のとらえ方

②地域の実態調査手法（ワークシートの活用）

③チームオレンジの類型別特長の理解
60分

Ⅵ  支援メニューと支援範囲等の取り決め
外出支援／出前支援
支援の範囲と時間等
守秘義務の徹底

④チームオレンジ運営における約束事や取り決め事項の理解

Ⅶ  ステップアップ講座の実施について
講座テーマ例と参考資料
講座の組み立て例

①講座テーマと参考資料の活用

②講座の組み立て例から組み立て方を学ぶ
20分

Ⅷ  演習（GW）・発表
Ⅴチームオレンジの立ち上げ
Ⅵ支援メニューと支援範囲を参考に

実際にチーム立ち上げのシミュレーションをしてみる

実践への予習
どのようなチームを立ち上げるかグループで話し合い、模擬
的にチームオレンジを作り、発表

90分～120分

※ 研修は標準合計時間の３時間から４時間を目安に行う。
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18-3．認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進について 
 

（１）認知症バリアフリーの取組の推進 

基本計画では、「認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進」として、認知

症の人が自立して、かつ、安心して暮らすための、地域の生活支援体制の整備や、

事業者が認知症の人に適切に対応するための指針の策定等の施策が記載されている。

認知症の人の声を聴きながら、その日常生活や社会生活等を営む上で障壁となるも

の（ハード・ソフト両面にわたる社会的障壁）を除去することにより、認知症の人

が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らせる社会環境を確保するための取組をお願い

する。 

 

① 日本認知症官民協議会 

   「日本認知症官民協議会」は、認知症の取組が社会全体で求められているとの

共通認識の下、行政のみならず民間組織の経済団体、医療・福祉団体、自治体、

学会等が連携して取組を推進するため、各業界から約 100 団体が参画する形で、

平成 31 年４月に設立された。同協議会の下に設置されている「認知症バリアフリ

ーワーキング(ＷＧ)」において、『認知症バリアフリー社会実現のための手引き』

の作成等を行っている。 

 

② 『認知症バリアフリー社会実現のための手引き』の作成 

認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けるための障壁を減らし、認知症

の人の社会参加やチャレンジを後押しする機運を社会全体で高めるため、令和 2

年度から「金融」、「住宅」、「小売」、「レジャー・生活関連」「図書館」、「薬局・ド

ラッグストア」、「運動施設」、「配食等」「携帯ショップ」、「旅館・ホテル」、「宅配」、

「メディア（啓発冊子）」の 12 業種の手引きを作成してきたほか、令和３年度に

は、企業が上記手引きを参考としつつ、独自のマニュアルを作成する際の記載例

やその留意事項を整理した『留意事項集』を作成した。 

令和７年度は、認知症の人やその家族等のご意見も踏まえ、「飲食店」、「家電量

販店」の２業種の手引きを作成している。 

    今年度作成する手引きは、３月末までに日本認知症官民協議会のＨＰ上で公表

予定であり、これまで作成した手引きや留意事項集とあわせ、管内市町村や関係

団体等に広く周知を図っていただきたい。 

 

○日本認知症官民協議会ホームページ 

https://ninchisho-kanmin.or.jp/ 

 

 

 

 

③ 認知症バリアフリー宣言制度について 

「認知症バリアフリー宣言」は、認知症バリアフリーの取組方針や目標等を定

め、適切な取組を行う企業等をＷＥＢサイトで公表し、企業等の認知症バリアフ

リーの取組を推進することを目的としており、令和４年３月から本制度がスター
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トした。宣言をした企業等はポータルサイトで広くその取組が公表されるととも

に、「ロゴマーク」が付与され、自社の取組のＰＲに活用することができる。現在、

60 社（令和８年１月末現在）が宣言をしている。 

さらに、令和８年度からは、制度の更なる普及拡大の観点から、主に次の点に

ついて、見直すこととしている。 

○宣言の登録基準（人材育成、地域連携、社内制度、環境整備）の弾力化 

 ・実施済みの取組に限らず、実施を予定もしくは検討している段階での申請

も可能である旨を広く周知。 

 ・個人事業主等が申請する場合、一定の条件の下で、４項目全てを満たして

いなくても、例外的に宣言を認める。 

○宣言手数料（今までは申請・更新時に 5,000 円を徴収）の廃止 

各自治体におかれては、認知症バリアフリーの取組のより一層の普及・拡大の

ため、管内市町村や経済団体を含む関係団体、企業等に広く周知を図っていただ

きたい。 

 

（２）行方のわからない認知症の人に対するネットワークの構築・活性化について 

① 行方のわからない認知症の人に対するネットワークの構築について 

認知症の人やその疑いのある行方不明者として届けられた人数は、令和６年は

18,121 人と前年に比べ 4.8％減少したものの、高齢者が増加する中、依然として高

い水準で推移している（警察庁統計）。 

認知症の人の行方不明に対応するため、既に多くの市町村（令和７年４月１日時

点で 1,690 箇所）では、生活関連団体等と認知症の人の捜索等に関する協定を締結

するほか、GPS 等の機器・システムの活用等、ネットワークの構築を進めていただ

いている。ネットワークの構築については、好事例等を記載した「見守り・SOS 体制

づくり基本パッケージ・ガイド」を平成 29 年度の老人保健健康増進等事業で作成し

ている。ネットワーク未構築の地域におかれては、認知症の人に関する行方不明の

事案が発生した際、他自治体と連携した捜索時の具体的な手順や連絡体制の整備な

ど、認知症の人が安心して外出できる地域づくりや広域的な見守り体制の構築にあ

たり、当該ガイドを適宜活用されたい。 

また、市町村、都道府県を超えた広域のネットワークの構築も重要である。既に

すべての都道府県（令和７年４月１日時点）で、実施主体として広域のネットワー

クを構築いただいており、引き続き広域のネットワークの構築に取り組んでいただ

きたい。 

 

○見守り・SOS 体制づくり基本パッケージ・ガイド 

https://www.dcnet.gr.jp/pdf/download/support/research/center1/t_h29SOS_guide.pdf 

 

なお、GPS 等の機器・システムの活用にあたり、令和元年度の老人保健健康増進

等事業で民間事業者が提供する見守り・捜索サービスの一覧や、サービス導入時の

ポイント、自治体の導入事例等を紹介した冊子を作成しているので、導入や事業の

見直しを検討されている都道府県・市町村におかれては参考にされたい。加えて、
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認知症高齢者等に対する見守り支援については、市町村が実施する地域支援事業の

任意事業（認知症高齢者見守り事業）の対象となるので、これらの制度も活用頂き

たい。 

○認知症高齢者の行方不明時等の見守り・捜索システムについて 

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion/detail/20200410_the

me108_2.pdf 

 

② ヘルプカードの周知と利用の促進について 

認知症の人が日常生活で困った際に、周囲の理解や支援を求められることが重要

である。そのツールとしてのヘルプカードの周知と利用を促進するため、令和３年

度老人保健健康増進等事業では、認知症介護研究・研修東京センターが調査研究を

実施した。認知症の人のヘルプカード等の利用促進に向けた基本的な考え方や、認

知症の人に役立つヘルプカード等の作成や活用、普及を推進するための方策や事例

をまとめた手引きを作成し、周知を行っている。 

各都道府県におかれては、同手引きのＨＰでの周知や関係団体等への配布等をはじ

め、管内市町村や推進員等に対する周知をお願いする。 

○認知症介護情報ネットワーク（DCnet） 

https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/detail_391_center_1.php 

 

③ 厚生労働省ホームページでの取組 

厚生労働省ホームページでは、「行方不明を防ぐ・見つける市区町村・地域によ

る取組事例」を紹介している。認知症サポーターの養成を通じた地域住民による見

守り活動や、公共交通機関など地域の関係機関との協働による行方不明時の模擬訓

練の実施等様々な事例を掲載しているので、参照いただき、認知症の人を地域で見

守り、コミュニティで支える仕組みを、引き続き推進されたい。 

○認知症施策関連ガイドライン(手引き等)、取組事例紹介ページ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000167804.html 
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18-4.認知症の人の社会参加の機会の確保等について 

（１）認知症の人の社会参加の機会の確保等について 

   令和６年 12 月に閣議決定された基本計画では、「認知症の人の社会参加の機会の

確保等」として、認知症の人が孤立することなく、必要な社会的支援につながると

ともに、多様な社会参加の機会を確保することによって、生きがいや希望を持って

暮らすことができるようにすることが目標として掲げられている。社会参加の場と

して、本人ミーティングやピアサポート活動など様々な活動が行われているが、十

分に展開されていない活動もある。認知症の人の参画、認知症地域支援推進員等の

協力のもと、どのような社会参加が必要かを考え、地域に応じた社会参加の機会の

創出を進めていただきたい。 

   なお、令和７年度補正予算では、計画策定及び認知症施策を推進する上で、認知

症の人が孤立することなく、必要な社会的支援につながるとともに、多様な社会参

加の機会を確保することで、生きがいや希望を持って暮らすことができるようにす

るため、地域での居場所づくりに係る経費を補助することとしている。各市町村に

おかれては、本事業の積極的な活用を検討いただきたい。 

 

（２）認知症の人のニーズ把握や支援体制の構築 

   認知症の人本人が集い、本人同士が主になって自身の希望や必要としていること

等を率直に語り合い、行政や関係者がその声を聞き、本人と地域のあり方をともに

話し合い、より良い施策や支援を本人視点に立って一緒に進めることが重要である。

その一例として「本人ミーティング」があり、その実施自治体数は 482 市町村とな

っている。 

令和４年度老人保健健康増進等事業において、認知症の人本人の声を市町村施策

に反映する方策に関する調査研究を実施した。本人ミーティングをはじめ多様な場

で本人の声を把握して施策につなげている事例のプロセスや、関係者の役割、課題

を整理し、市町村向けの手引きの周知を行った。これまで作成された認知症の人の

視点に立った取組を推進する観点で、参考となるガイドブック等を厚生労働省ホー

ムページに掲載しており、適宜ご活用いただきたい。 

○認知症施策関連ガイドライン(手引き等)、取組事例 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000167700.html 

なお、「本人ミーティング」の経費については、 

①都道府県が実施する場合は、認知症総合戦略推進事業（認知症総合戦略加速化推

進事業）の対象となる。 

②市町村が配置する認知症地域支援推進員が中心となって実施する場合は、これ

らに要する費用を地域支援事業交付金の対象経費に計上できる。 

そのため、これらの助成制度も活用しつつ、各自治体におかれては、本人の声を

施策に活かす取組を進めていただきたい。 

 

（３）認知症の人のピアサポート活動支援 
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   認知症の人やその家族は、診断直後は認知症を受容できず、今後の見通しに大き

な不安を抱えることなどが指摘されている。 

   こうした不安等を軽減する観点等から、認知症の診断を受け、その不安を乗り越

え前向きに生活している認知症の人本人（ピアサポーター）による心理面・生活面

に関する早期からの支援の取組について、認知症総合戦略推進事業の補助メニュー

（ピアサポート活動支援事業）の対象としている。また、令和７年度当初予算から、

ピアサポート活動を更に推進するため、ピアサポーターの人材育成等の取組をモデ

ル的に実施する際の経費も対象としている。各都道府県・指定都市におかれては、

当該補助金も活用しつつ、積極的な事業展開をお願いする。その際には、厚生労働

省ホームページの下記に掲載している事例集も参照されたい。 

○｢主な認知症施策」ピアサポーター 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000076236_00006.html 

   また、身近な地域におけるピアサポーターの活動を推進する観点から、認知症地

域支援推進員が中心となって市町村単位でピアサポート活動を行う場合や、認知症

カフェ等で認知症の人本人によるピアサポート活動を行う場合には、これらに要す

る費用を地域支援事業交付金の対象経費に計上できる。各都道府県におかれては、

こうした取扱いについても管内市町村に周知いただくとともに、先進事例の情報共

有など必要な支援を行うこと等により、身近な地域におけるピアサポーターによる

本人支援を推進していただきたい。 

   さらに、令和７年度老人保健健康増進等事業「認知症の人の診断直後のピアサポ

ート活動の実施体制構築に向けた調査研究事業」（実施主体：株式会社日本総合研究

所）において、ピアサポート活動の全国的な推進を図る観点から、医療機関等で実

施されているピアサポート活動の実施状況やその方法について全国的に調査を行

うとともに、その推進方策について令和８年３月末を目途に報告書にまとめ、準備

ができ次第、厚生労働省ホームページに掲載を予定している。 

  ○認知症施策推進関係者会議（第７回）※厚生労働省提出資料 p48 該当 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ninchisho_kankeisha/dai7/gijishidai.html 
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18-5．若年性認知症施策について 

（１）若年性認知症施策の推進について 

   令和２年の調査研究の結果から、65 歳未満で発症する若年性認知症の人に関して、

様々な課題が明らかとなっている。 

  例えば、 

  ・本人・家族への心理社会的ケアの必要性 

  ・診断後支援の必要性（診断時に必要なサービスに繋ぐ、など） 

  ・サービスへのアクセシビリティ確保の必要性（公的制度・インフォーマル情報） 

  ・地域の認知症理解の必要性（周囲や地域の正しい認識による対応や相互理解） 

 などであり、若年性認知症の理解と合理的配慮のある社会環境づくりが重要と指摘

されている。 

  また、厚生労働科学研究費補助金「若年性認知症の病態・支援等に関する実態把

握と適切な治療及び支援につなぐプロセスの構築に資する研究」（研究代表者：鷲見 

幸彦）において、若年性認知症の人に対する診断後支援や就労支援、若年性認知症

支援コーディネーターの活動内容等について調査研究を実施している。研究成果と

して「認知症疾患医療センターにおける若年性認知症診断後支援のガイド（仮題）」

及び「若年性認知症支援ガイドブック改訂版」を発行するとともに、「若年性認知症

の人や家族を支えるインフォーマルサービス」等の情報を令和８年４月に HP で提

供する予定としているので、活用されたい。 

 

○若年性認知症の有病率・生活実態把握と多元的データ共有システム 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000167853.html 

    

（２）自治体における若年性認知症支援の施策の促進について 

基本計画において、若年性認知症の人や家族等のニーズ、若年性認知症の人が生

活する地域の資源に応じた支援を行うため、若年性認知症支援コーディネーター（以

下、「コーディネーター」という。）が、推進員や地域包括支援センターの職員に支

援を行うこと、推進員がコーディネーターに地域のピアサポート活動の情報等を紹

介することとされている。 

若年性認知症の人に対し、地域できめ細やかな支援を行うためには、市町村の対

応が不可欠である。しかしながら、市町村における若年性認知症の人への施策の位

置付け（担当部局）が明確ではなく、関係者の問題意識が十分ではないことなどか

ら、適切な支援が行えていないとの指摘がある。 

このため、令和６年度予算においては、地域支援事業の認知症地域支援・ケア向

上事業において、推進員がコーディネーターと連携し、若年性認知症の人への対応

を行った場合に、その事務に要する経費を補助することを盛り込んだ。加えて、令

和７年度予算では、自治体で専任の推進員を配置する際の経費を補助することを盛

り込み、令和８年度予算案においても引き続き計上している。 

また、令和７年度予算から、認知症総合戦略推進事業において、若年性認知症の
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人を地域で支援するためのモデル的な取組(主な取組例：通所介護事業所と若年性

認知症の人の活動（就労）の場を提供する企業とのマッチング等を行う取組、若年

性認知症の人の家事・育児等の日常生活に関する支援等を行う取組)を行った場合、

その経費の一部を補助することを盛り込んでおり、都道府県・指定都市におかれて

は、積極的な補助金の活用を検討いただきたい。 

 

  なお、認知症介護研究・研修大府センター（以下「大府センター」という。）では、

令和４年度の老人保健健康増進等事業により、市町村が若年性認知症の人の支援を

行う意義、コーディネーターが市町村の各種施策と連携する際のポイント、具体的

な支援事例などを調査・研究し、「市町村における若年性認知症施策の推進のため

の手引き」を作成した。各都道府県におかれては、この手引きの活用及び管内市町

村への周知をお願いする。 

  ○市町村における若年性認知症の推進のための手引き 

https://www.dcnet.gr.jp/pdf/download/support/research/center2/20230403/o_r

4_tebiki.pdf 

 

（３）若年性認知症支援コーディネーターの配置について 

若年性認知症の人への支援の中核的な役割を果たすコーディネーターは、令和元

年度に全都道府県に配置されたが、指定都市では 12 市（令和８年 1 月時点）にとど

まっており、継続的な配置と資質の向上をお願いする。 

また、コーディネーターの資質向上のため、認知症施策等総合支援事業実施要綱

の一部改正を行うこととしている。実施主体である都道府県・指定都市におかれて

は、研修機会の確保など、活動を行う上での知識の確認と資質向上に向けた取組を

実施していただくようお願いする。 

約半数のコーディネーターが一人配置で業務を行っている現状を踏まえ、大府セ

ンターは、資質向上の取組や日々の業務の支援策として、以下の取組を行っている。 

① 初任者研修・フォローアップ研修について 

     令和８年度も引き続き、「初任者研修（令和８年６月 30 日（火）～７月１日

（水）」と「フォローアップ研修（令和８年 11 月頃）」のオンラインでの実施を

予定している。各都道府県及び指定都市におかれては、行政とコーディネーター

の連携が十分に図られるよう、コーディネーターがその経験に応じた研修を受講

できるよう配慮いただくとともに、行政担当者の参加もご検討いただきたい。 

（参考：令和７年 11 月時点での研修受講者数） 

・初任者研修：受講者数 154 名/対象者 167 名（受講率：92.2％） 

・フォローアップ研修：受講者数 118 名/対象者 158 名（受講率：74.6％） 

また、令和８年度も、全国のコーディネーター間の連携推進並びに行政担当

者間の情報交換を目的として、オンラインによる意見交換会を大府センターで

予定しておりご承知願いたい（行政担当は１回、コーディネーターは２回で内

１回は集合により実施予定）。 
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② 全国若年性認知症支援センターについて 

平成 30 年度に設置された全国若年性認知症支援センター（以下「支援セン

ター」）では、都道府県等の担当者やコーディネーターからの個別事案に関する

相談支援や、活動する上で効果的な事例の情報提供等を行っており、積極的な

活用をお願いしたい。 

（参考：相談件数） 

令和７年（12 月末）の相談件数 220 件  

（相談者の内訳）コーディネーター：140 件  

行政担当者：61 件 その他：19 件 

 

 また、支援センターに設置された若年性認知症コールセンターでは、若年

性認知症のご本人・ご家族等からの電話・メール相談を実施しており、必要

に応じて各都道府県・指定都市のコーディネーターにつないでいる。 

（参考：全国につないだ件数） 

  令和７年（12 月末）の件数  49 件 

 

○若年性認知症コールセンター  

 https://y-ninchisyotel.net/callcenter/new.html 

 

【 概要 】若年性認知症の電話(メール)無料相談 

・窓口電話番号：０８００－１００－２７０７（フリーダイヤル） 

     ※メール相談は、上記ＵＲＬにメール相談フォームが添付されて

いる。 

・開設時間：月曜日～土曜日（年末年始・祝日除く） 

１０：００～１５：００ 

     ※水曜日は、１９：００まで延長となっている。 

 

③ 情報共有システムについて 

  約半数のコーディネーターは一人配置のなかで支援に取り組んでおり、有効 

なノウハウの蓄積に課題を抱えている。このため、支援センターでは、コーデ

ィネーターの活動を支援するため、令和２年４月から、①相談記録システム、

②支援事例共有システム、③掲示板機能からなる「情報共有システム」を運用

しており、利用者は行政担当者と支援コーディネーターに限定されている。利

用者には個々に ID・パスワードが付与され、自身の ID・パスコードでログイン

し、情報共有システムを利用することができる。 

システムを活用したコーディネーターからは以下のような感想が挙がってい

る。 

・相談記録の電子化によって相談内容の記録管理や検索がしやすくなり、支

援に活かせている。 

・支援事例を参考にすることにより、支援の際の連携や支援方法を知ること
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ができ、業務に活かせている。 

・掲示板により、他の都道府県市の支援コーディネーターの取り組みを参照

し情報収集できるので、投稿することを含め積極的に活用していきたい。 

 令和７年 12 月末時点で 39 都道府県市から 82 件の支援事例が掲載されてい

るが、さらに多くの支援情報が収集されることで、コーディネーターの業務効

率化や円滑な連携、資質向上に資することが期待される。既に相談記録等を登

録済みのコーディネーター、行政担当者はもとより、未だ相談記録等を登録し

たことがないコーディネーター等についても登録の上、事例や資料の積極的な

情報共有をお願いしたい。 

（参考：システムへの登録状況（令和７年 12 月末時点）） 

コーディネーター：179 名中 127 名（70.9％） 

行政担当者：67 名中 57 名（85.1％） 

   

④ コーディネーターの効果的な連携のあり方や資質向上について 

大府センターが令和３年度に行ったコーディネーター、行政担当者、地域包

括支援センターや地域障害者職業センター等の地域の関係機関に実施したア

ンケート調査結果によると、地域福祉の要である地域包括支援センターによる

コーディネーターの周知が十分でないことが明らかとなった。このため、都道

府県におかれては、引き続き関係機関との連携を図るため、管内市町村及び関

係機関へのコーディネーターの配置について周知をお願いする。 

また、地域連携体制の構築に向けては、自立支援ネットワーク会議や研修の

実施が重要であるが、いずれも一部の都道府県・指定都市では開催出来ていな

いことが調査結果から分かっている。 

大府センターで令和３年度作成した「効果的な若年性認知症自立支援ネット

ワーク会議及び研修実施のための手引き」を参考に、効果的な実施方策を検討

の上、実施していただくようお願いする。 

○効果的な若年性認知症自立支援ネットワーク会議及び研修実施のための手 

引き 

   https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/detail_392_center_2.php 

 

なお、大府センターでは、令和８年度も、若年性認知症の人の支援やコーディネ

ーターの活動・連携に関する啓発を目的として、関連する専門職等を対象に「若年

性認知症フォーラム(仮題)」をオンラインで開催する予定であり、改めてご案内す

ることとしているのでご承知願いたい。 
 

（４）若年性認知症の人の就労継続について 

     基本法の基本的施策として、若年性認知症の人の意欲・能力に応じた雇用の継続、

円滑な就職等に資する施策を講じることが求められている。 

     基本計画では、「多様な主体の連携・協働の推進による若年性認知症の人等の就労

に関する事業主に対する啓発・普及等」に取り組むこととされている。 
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   ・企業に対して、「若年性認知症の治療と仕事の両立に関する手引き」の普及啓発を

行い、医療機関への早期の受診勧奨の啓発を行うとともに、若年性認知症の人の

意欲と能力に応じた雇用継続に向けて取り組む。 

 ・若年性認知症の人が障害者職業センター等を利用する際に、コーディネーターが

専門家として若年性認知症の人に対する就労支援を推進する。 

    ・コーディネーター等と企業の産業医や両立支援コーディネーター等による連携し

た対応を行うことなどを推進する。 

①  就労継続に関する連携機関について 

若年性認知症と診断された方にとって、これまで従事してきた企業での就労継

続は、経済的な側面だけでなく、社会参加の側面においても重要である。 

就労を継続するためには、事業主や人事労務担当者、産業医を含む企業関係者

等の理解が不可欠である。産業保健総合支援センターの産業医向けの研修等にお

いて、コーディネーターや行政担当者が、若年性認知症に関する知識の深化や特

性に配慮した就労上の支援等に関して、積極的な普及・啓発を行うことも具体的

な役割の１つと考えられるため、引き続き、都道府県等におかれては、関係機関

や企業等へのコーディネーター等の周知をお願いしたい。 

また、若年性認知症の人の就労支援については、公共職業安定所（ハローワー

ク）（注１）が中心となって、地域障害者職業センター（注２）や障害者就業・生

活支援センター（注３）などの支援機関が連携して、「障害者向けチーム」を結成

し、就職から職場定着までの一貫した支援を提供している。 

 都道府県等におかれては、認知症総合戦略推進事業を活用して若年性認知症自

立支援ネットワークの構築とともに、就労支援機関との連携を進めていただきた

い。併せて、コーディネーターが就労支援機関と連携の上で若年性認知症の人へ

の就労支援の充実を図るよう周知をお願いしたい。 

さらに、働き方改革実現会議において取りまとめられた「働き方改革実行計画」

（平成 29 年３月 28 日とりまとめ）に基づき、治療と仕事の両立支援に取り組む

こととしている。都道府県労働局において「地域両立支援推進チーム」を設置し

て、自治体の皆様をはじめ、地域の関係者がネットワークを構築し、互いの取組

の連携強化を図っており、令和２年度から、自治体や地域の関係者と協議して取

組計画を策定することとしている。 

都道府県の若年性認知症施策の所管部局やコーディネーターも地域両立支援推

進チームの構成員として積極的な参加と連携ができるよう宜しくお願いしたい。    

併せて、大府センターが作成した企業向けの啓発用リーフレットについても活

用願いたい。 

○ご存じですか? 若年性認知症のこと(企業向け) 

https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/detail_0002_center_2.p

hp 

○若年性認知症の従業員とともに働く(企業等・職場向け) 

https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/detail_0013_center_2.

php 
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（注１）公共職業安定所（ハローワーク） 

若年性認知症を含む障害者に対する専門的な職業相談・職業紹介や就職後

の定着支援等を行うとともに、事業主に対しては、各種助成金制度を活用し

ながら、雇入れに向けた支援や、雇用継続等の支援を行っている。 

 

（注２）地域障害者職業センター 

都道府県ごと（ほか支所５か所）に設置されており、障害者に対する専門

的な職業リハビリテーションを提供するため、障害者一人ひとりのニーズに

応じた職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職場適応援助等を実施すると

ともに、事業主に対し、雇用管理に関する専門的な助言その他の支援を行っ

ている。 

（注３）障害者就業・生活支援センター 

全国 339 ヶ所（令和７年６月時点）に設置され、具体的な支援として、就

労及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害者に対し、窓口での相

談や職場・家庭訪問等の支援を行っている。 

 

② 治療を受けながらの就労について 

若年性認知症の人が適切に治療を受けながら就労を継続することは重要であ

る。その現状等を調査し、課題及び対応策等をまとめた「若年性認知症におけ

る治療と仕事の両立に関する手引き」を令和４年３月に作成し、自治体を含む

各方面に配付するとともに、内容を公開しているところである。 

 ○若年性認知症疾者の就労支援のための調査研究事業 

https://safe.menlosecurity.com/doc/docview/viewer/docN98855652EEE9ae11

68706732e5fa0a49063785a08f03c7f099c40d3be5af2d388d7f85911e23 

また、診療報酬「療養・就労両立支援指導料」において、患者と企業が共同し

て作成した勤務情報提供文書に基づき、患者に療養上必要な指導を実施してい

る。また、企業に対して診療情報を提供した場合や、診療情報を提供した後の勤

務状況の変化を踏まえ、療養上必要な指導を行った場合について評価している。

令和４年度診療報酬改定において、既往の対象疾患であるがん、脳卒中等に加

え、若年性認知症についても追加された。前述の両立支援の手引きと併せて、こ

の制度の周知と活用をお願いする。 

 

（５）若年性認知症の人等の社会参加の取組について 

若年性認知症の人が可能な限り企業での就労継続ができるよう支援することが重

要であるが、就労継続が困難になったとしても、「できることをしたい」、「人や社会

の役に立ちたい」、「居場所がほしい」という気持ちを持っている若年性認知症の人

も多い。 

こうした場合、症状に応じた支援の一環として、障害福祉サービスの就労継続支

援（Ｂ型）の利用が考えられるが、令和６年度に大府センターが行った調査研究事

業では、就労継続支援事業所の中には、若年性認知症当事者の受入の経験が乏しく
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対応に不安を抱える事業所があることが明らかになった。 

都道府県・指定都市に配置されているコーディネーターには、就労継続支援事業

所と連携することにより、利用前の本人の状況がよくわかる、認知症に関する知識

を得て理解が深まる、利用中も症状の変化に対する助言が得られる、退所の見極め

や退所後の処遇についても相談できるなど、若年性認知症の人の受入れに対する事

業所の不安を軽減する役割が期待されている。 

しかし、上記研究事業によれば、コーディネーターの認知度は就労継続支援事業

所では３割程度と、関係者間での認知度に課題を抱えることが明らかになっている。

このため、都道府県におかれては、コーディネーターが就労継続支援事業所と円滑

に連携できるよう、事業所へ周知を図る等の支援をお願いしたい。この点、大府セ

ンターが就労継続支援事業所向けに作成した冊子（※）では、コーディネーターの

役割の紹介や、当事者の受け入れ時に生じる不安の解消と言ったコーディネーター

との連携で得られる効果などを記載しており、当該冊子も活用されたい。 

○ソフトランディングの視点と若年性認知症支援コーディネーターの役割 

https://www.dcnet.gr.jp/pdf/download/support/research/center2/330/o_2019_s

oftlandhing.pdf 

認知症の症状が更に進行するなどして障害福祉サービスの就労継続支援（Ｂ型）

の利用が困難となった場合、地域の福祉関係者と企業等が連携して軽作業、農作業

などの社会参加活動への参加が考えられる。このため、都道府県のコーディネータ

ーと、市町村の推進員が適宜連携の上、適切な支援につながるよう調整を図るなど、

若年性認知症の人の社会参加の場が確保できるよう必要な支援をお願いしたい。  

この点、平成 30 年７月発出の事務連絡「若年性認知症の方を中心とした介護サー

ビス事業所における地域での社会参加活動の実施について」において、介護サービ

ス事業所の利用者が介護サービス提供時間中に地域活動や有償ボランティアを行う

際の留意点等を示している。また、令和６年８月に事務連絡「若年性認知症の方を

中心とした介護サービス事業所における地域での社会参加活動の実施について（再

周知）」として、居住系・施設系サービスにおける実施を妨げるものではない旨発出

している。令和７年度当初予算より、認知症総合戦略推進事業の補助メニュー（若

年性認知症施策総合推進事業）で、通所介護事業所と若年性認知症の人の活動（就

労）の場を提供する企業や団体等の雇用の場とマッチング等を行う取組等、若年性

認知症の人を地域で支援するためのモデル的な取組を実施する際の経費についても

対象としている。 

各都道府県・市町村におかれては、改めて当該事務連絡や、過去の調査研究の成

果物などをご確認いただきたい。 

 

○「若年性認知症の方を中心とした介護サービス事業所における地域での社会参加

活動の実施について（再周知）」（令和６年８月８日付厚生労働省老健局認知症施

策・地域介護推進課、老人保健課、高齢者支援課事務連絡） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001285833.pdf 

  ○平成 30 年度老人保健健康増進等事業「介護サービス事業における社会参加活動
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の適切な実施と効果の検証に関する調査研究事業」 

https://hitomachi-lab.com/official/wp-content/themes/hitomachi-

lab/pdf/pdf09.pdf 
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18-6．認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護について 

（１）意思決定支援に関する取組について 

基本法に基づき、国及び地方公共団体は、認知症の人の意思決定の適切な支援と権利

利益の保護を図るため、必要な施策を講ずることとされている。 

認知症の人の意思決定支援については、「認知症の人の日常生活・社会生活における意思

決定支援ガイドライン」を平成 30 年に策定し、医療・介護従事者向けの研修教材の作成

をしてきた。令和６年度には、基本法及び基本計画を踏まえたガイドライン・研修教材

等の見直しを行い、「認知症の人の日常生活・社会生活における 意思決定支援ガイドラ

イン（第２版）」及び「意思決定支援ガイドラインをより理解するための事例集」を作成

した。「新しい認知症観」に立ち、認知症の人が必要な場面で適切な意思決定の支援を受

け、その意思がしっかりと周囲の人に共有され、尊重されていくことは非常に重要であ

ることから、都道府県におかれては、当該研修教材を活用して専門職向けの意思決定支

援研修を実施していただくとともに、将来的には国民全体にこの考え方が周知されるよ

う、取組の継続・拡充についてお願いする。 

○認知症の人の日常生活・社会生活における 意思決定支援ガイドライン（第 2

版） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf 

○「意思決定支援ガイドラインをより理解するための事例集」 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484892.pdf 

 

（２）成年後見制度利用支援事業について 

成年後見制度の利用が必要な低所得の高齢者に対しては、地域支援事業の成年後見制

度利用支援事業において、申立てに要する経費や後見人の報酬等を助成することとして

いる。しかし、一部の市町村においては、事業が未実施となっている（実施自治体数：

1,703 市町村(令和６年４月時点)）ほか、市町村ごとの実施要綱において、助成対象の

要件を市町村長申立てに限定している例や助成対象者の収入要件等を生活保護受給者に

限定している例が散見されることから、第二期成年後見制度利用促進基本計画（令和４

年３月 25 日閣議決定）において「市町村により実施状況が異なり、後見人等が報酬を受

け取ることができない事案が相当数あるとの指摘がされている。」「全国どの地域におい

ても成年後見制度を必要とする人が制度を利用できるよう、市町村には、（中略）同事業

の実施内容を早期に検討することが期待される。」とされたところである。 

成年後見制度利用支援事業は任意事業ではあるものの、上記計画も踏まえ、都道府県

におかれては、管内市町村に対し、 

・未実施市町村は、成年後見制度利用支援事業を実施すること 

・市町村長申立ての場合に限らず、本人や親族からの申立等も対象とすること 

・費用の補助がなければ利用が困難な方を対象としている趣旨を踏まえ、広く低所得

者を対象とするような要件の設定とすること 

・後見人以外の、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人についても
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助成対象とすること 

について検討いただくよう、引き続き市町村に対して周知、助言をお願いしたい。 

 

（３）市町村長申立てについて 

市町村長による成年後見開始の申立てについては、第二期成年後見制度利用促進基本

計画において「一部の市町村において適切に実施されておらず、（中略）実施状況に市町

村間で格差があるとの指摘がある。」とされている。 

住所と居所が異なる市町村における申立基準の原則や、親族調査の基本的な考え方に

ついて、令和３年 11 月に通知（※）を発出しているので、都道府県におかれては、管内

市町村に対して改めて本通知について周知をお願いしたい。 

（※）「市町村長による成年後見制度に基づく後見開始の審判等の請求に係る基準等

の基本的考え方及び手続の例示について」（令和３年 11 月 26 日付け障障発 1126 第

１号、障精発 1126 第 1 号、老認発 1126 第２号厚生労働省社会・援護局障害保健福

祉部障害福祉課長、同部精神・障害保健課長、老健局認知症施策・地域介護推進課

長連名通知） 

 

なお、市町村長申立ての適切な実施や成年後見制度利用支援事業の推進については、

令和５年５月に「市町村長による成年後見制度に基づく後見開始の審判等の請求の適切

な実施及び成年後見制度利用支援事業の推進について」として事務連絡を発出しており、

全国どの地域においても成年後見制度を必要とする人が制度を利用できるよう、本事務

連絡で示した他の市町村の要綱や好事例を参考とするなど、事務連絡の内容を踏まえた

対応に努めていただきたい。 

また、令和７年９月には、「市町村長による成年後見制度に基づく後見等の開始の審判

請求の適切な実施に向けた参考となる事例の提供について」として事務連絡を発出し、

これまでの通知等で定める申立基準の原則を明確化するため、複数の市町村で調整を要

した具体的な事例をお示ししたところであり、これも参考にしながら、引き続き適切な

対応をお願いする。 

 

（４）市民後見人の養成について 

市民後見人の養成については、第二期成年後見制度利用促進基本計画において、国は、

養成研修カリキュラムの見直しの検討、研修修了者の活躍の推進策の検討を行うことと

されている。このため、令和４年度は基本カリキュラムの見直し等を実施し、令和５年

度はテキストの改訂及び研修修了後の活躍の状況やニーズ等を把握した。 

従前より地域医療介護総合確保基金も活用しながら、引き続き、積極的な市民後見人

の養成研修の実施や、資質向上のための継続的なフォローアップなど担い手の確保に努

めていただきたい。 

なお、市民後見人のさらなる活躍促進については、令和７年度老人保健健康増進等事

業「地域の権利擁護の担い手の育成・活躍の促進に向けた調査研究事業」において、好

事例の収集等を進めているところであり、今後、報告書として取りまとめ、周知させて
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いただく予定である。 

 

 

（５）その他 

 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」（平成 28 年法律第 29 号）に基づき、令

和４年３月、「第二期成年後見制度利用促進基本計画」（以下「第二期計画」という。）

が閣議決定された。第二期計画では、中間年度である令和６年度に、各施策の進捗状

況を踏まえ、個別の課題の検証を行うこととされており、令和７年３月、成年後見制

度利用促進専門家会議において、「第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間

検証報告書」が取りまとめられた。この報告書を踏まえ、更なる体制整備の推進に取

り組んでいただくよう、令和７年４月に通知（※）を発出したところであり、都道府

県におかれては、管内市町村に対し、改めて本通知について周知いただきたい。 

（※）「「第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書」を踏まえた体

制整備の推進について」（令和７年４月 25 日付け社援発 0425 第１号、障発 0425 第

１号、老発 0425 第１号厚生労働省社会・援護局長、同局障害保健福祉部長、老健

局長連名通知） 
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18-7．保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等について 

  

（１）保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等について 

基本計画では、「保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等」について、

認知症の人が、居住する地域にかかわらず、自らの意向が十分に尊重され、望む場で

質の高い保健医療福祉サービスを適時にかつ切れ目なく利用できるように、地域の実

情に応じたサービス提供体制と連携体制を整備することが目標として掲げられている。 

かかりつけ医、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員（以下、「推進員」と

いう。）、認知症サポート医、認知症初期集中支援チーム、居宅介護支援事業所、認知

症疾患医療センターを含む専門医療機関等は、地域の実情に応じた機能や連携を強化

することが重要である。また、人材の確保・養成・資質向上のために、認知症に係る

新しい知見を得て、本人の参画のもと、認知症の人への理解を促進することも重要で

ある。 

また、令和９年度の第 10 期介護保険事業（支援）計画が始まることも見据え、認知

症に対する医療・介護資源の現状と役割を確認して、在り方の議論を重ねることが必

要である。 

 

（２）認知症疾患医療センターの整備の推進について 

認知症疾患医療センター（以下「センター」という。）は、認知症疾患の鑑別診断

とその初期対応、身体合併症の急性期治療を行うほか、診断後に適切に医療・介護

サービスや地域での見守りなどの日常生活面の支援につなげる役割を担っている。

また、家族を対象とした相談支援など、対象者に応じた相談を行う機能も有してい

る。さらに、センターは地域における認知症医療提供体制の拠点として、かかりつ

け医、初期集中支援チーム、地域包括支援センター、推進員などの多様な関係機関

と連携し、支援体制を構築する上で重要な役割を担っている。 

令和７年11月現在、全国に514カ所となり、全国的な設置数は増加しているもの

の、各地域における設置状況や担うべき役割、それらを果たすことができているか

を確認し、必要となる取組の検討・実施を進めていただきたい。なお、令和７年度

老人保健健康増進等事業「認知症施策推進基本計画に基づく認知症施策の推進のあ

り方に関する調査研究事業」において、センターの機能整理を進めている。各地域

において、センターの役割、機能を検討するにあたり、本研究事業の報告書を参考

にされたい。 

   認知症治療の観点では、令和６年度末までに２剤の抗アミロイドβ抗体薬が上市さ

れている。一方で、抗アミロイドβ抗体薬治療の対象者はアルツハイマー病による軽

度認知障害（MCI）から軽度認知症の人に限定されており、治療薬の対象とならない

人が多数を占める。治療薬の対象とならなかった人を含め、認知症の人や家族が、今

後の生活や認知症に対する不安を軽減し、円滑な日常生活を過ごすことができるよ

う、診断後の支援を行うことが重要である。かかりつけ医等の医療機関や地域包括支
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援センター等の地域の関係機関、推進員等との連携による相談支援を充実させるとと

もに、認知症カフェや本人ミーティング、ピアサポート活動、就労といった社会参加

の機会、場について、地域においてどのようなものがあるか、どれくらい活用されて

いるかを確認し、積極的な利用が進むよう必要となる取組の検討・実施を進めていた

だきたい。 

○アルツハイマー病の新しい治療 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000089508_00004.html 

 

   令和８年度においては、センターの将来的な在り方を見据えたモデル的な取組の実

施を予定しているが、詳細については今後周知を行う予定である。 

 

 

 

（３）認知症地域支援推進員の質の向上にかかる取組について 

推進員は、各市町村に配置され、地域における認知症の人への医療・介護等の支援の

ネットワーク構築の要として、認知症ケアパス・認知症カフェ・社会参加活動などの地

域支援体制の整備や、認知症の人やその家族を支援する相談業務等を担っている。 

令和７度予算では、地域支援事業の認知症地域支援・ケア向上事業において、 

・ 自治体が専任の推進員（定年退職した介護施設・事業所の認知症介護指導者、育

児・介護のためにフルタイム勤務が難しい地域包括支援センター勤務経験者の社会

福祉士等を想定）を配置する際の経費を補助することを可能とする 
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 ことを新たに盛り込み、令和８年度予算案においても引き続き計上していることから、

積極的に活用いただきたい。 

また、推進員の質の向上を目的とした推進員研修のアンケート結果によると「推進員

としての役割が明確になった」「今後も相談しあえる推進員仲間ができた」などの回答

が多く、研修効果は大きいと考えられる。また、基本計画では、推進員の役割・機能の

一層の拡充が示されており、積極的な研修受講を促進するため、市町村への支援をお願

いしたい。 

この点については、これまでと同様に、 

・ 各市町村の推進員の活動状況の把握や好事例の情報共有のための会議等の開催に

ついては「認知症総合戦略推進事業」 

・ 推進員の資質向上を目的とした研修会に関する費用については「地域医療介護総

合確保基金」 

を活用できるため、推進員の活動支援及び資質向上のために積極的に取り組んでいただ

きたい。 

なお、令和８年度の研修についても、集合型またはオンラインのいずれかを選択可能

な形式で開催する予定である。詳細については、認知症介護研究・研修東京センターが

２月に開催要綱を発出しており、募集案内は３月下旬に発出予定である。日程等を調整

の上、未受講の推進員に受講いただけるよう、都道府県にて取りまとめの上、お申込み

いただきたい。 

〇 DCnet 「推進員」のページ 

https://www.dcnet.gr.jp/suishinin/ 

 

（４）認知症介護に係る研修について 

  ① 認知症介護基礎研修の受講の促進について 

認知症介護に関する基本的な知識・技術を習得させるため、全ての介護職員に

認知症介護基礎研修を受講させることを、介護サービス事業者に対して義務付け

ている（医療・福祉関係の資格を有する者等を除く）。引き続き管内市町村や介護

事業所等への周知を行い、受講促進をお願いしたい。 

なお、認知症介護研究・研修仙台センターにおいては、外国人介護人材向けに

認知症介護基礎研修のeラーニング教材の多言語仕様化を推進している。令和６年

度には、２言語を追加し、対応言語を７か国語に拡充している。また、視覚障が

いや聴覚障がい等のある方も学習できるよう、システム改修を実施した。 

 

② 認知症ケアに係る各種研修の適切な受講定員設定について 

  保健医療福祉の専門職が、認知症に関する新しい知見を得るとともに、認知症の

人への理解や基本法の理解を深めることが重要である。 

令和６年度介護報酬改定に関する審議報告では、認知症介護に関する研修につ

いて、研修の質を担保しつつ、研修時間数も含めた研修のスリム化やオンライン

化について検討していくべきとの指摘があり、令和６年度老人保健健康増進等事
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業「認知症介護実践者等研修の研修内容に関する調査研究事業」において、研修

カリキュラムの見直しやアクセシビリティ向上に向けた検討を行った。これらの

検討に基づき、研修実施要綱及び標準カリキュラムを改定し、令和７年度中に通

知を発出する予定である。なお、新カリキュラム等の適用については、一定の経

過措置を設けることを想定している。 

保険者機能強化推進交付金・介護保険者努力支援交付金に係る評価指標（都道

府県分）において、都道府県の認知症施策の推進に関し、各種研修の適切な受講

枠の確保が求められている。引き続き、希望者が研修を受講できるよう、適切な

受講枠の確保に努めていただきたい。さらに、研修実施主体の都道府県等が、介

護事業者団体等の都道府県支部に研修を委託している例もあるため、参考にして

いただきたい。 

    なお、既存研修の充実・拡充に係る経費については、地域医療介護総合確保基金

の「地域における認知症施策の底上げ・充実のための重点支援事業」の対象とす

ることも可能であるので、積極的に活用されたい。 
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（６）認知症ケアパスの作成と活用について 

  認知症ケアパスは、認知症の進行状況に応じて、適切な相談窓口や医療・介護サー 

ビスの情報を提供するものであり、認知症の人と家族にとって、安心して生活を送る上 

【事業の概要】

「認知症初期集中支援チーム」を地域包括支援センター、認知症疾患医療センター等に配置し、認知症専門医の指導の下、保健師、介護
福祉士等の専門職が、認知症が疑われる人、認知症の人やその家族に対して、初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを
実施する。

認知症の人ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、
・医療機関・介護サービス事業所や地域の支援機関の連携支援、認知症ケアパスの作成・普及
・認知症の人やその家族を支援する相談支援や支援体制を構築するための取組、
・認知症カフェ等の設置や認知症の人の社会参加活動の体制整備、認知症の人とその家族を一体的に支援するプログラムを提供するため
の事業等に関する企画及び調整

・認知症基本法の理念や「新しい認知症観」について、地域住民に普及啓発の取組 等
を行う「認知症地域支援推進員」を配置する。
・自治体において専任の認知症地域支援推進員（定年退職した介護施設・事業所の認知症介護指導者、育児や介護のためにフルタイムで
勤務するのが難しい地域包括支援センターに勤務していた社会福祉士等を想定）を配置する際の経費を補助することを可能とする。

市町村がチームオレンジコーディネーターを配置し、地域の認知症の人や家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援を繋ぐ
仕組みとして「チームオレンジ」を整備し、その運営を支援する。

【実施主体】：市町村
【負担割合】：１号保険料23／100、国38.5／100、都道府県19.25／100、市町村19.25／100
【事業実績】： 実施保険者数：1,555保険者※の内数（※）本事業が含まれる地域支援事業の包括的支援事業（社会保障充実分）の実施保険者数

○認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業

○認知症地域支援・ケア向上事業

○認知症初期集中支援推進事業

２ 事業の概要・スキーム・実施主体等

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるよう、市町村において、認知症の早期診断・早期対応
に向けた支援体制の構築、地域の実情に応じた認知症施策の推進、認知症の人やその家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援を繋ぐ仕組み
（チームオレンジ）の整備を図る。

１ 事業の目的

認知症総合支援事業（地域支援事業）

令和８年度当初予算案 地域支援事業88億円の内数 （88億円の内数）※（）内は前年度当初予算額

老健局認知症施策・地域介護推進課
（内線3973）
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で重要なツールである。 

認知症の人や家族を必要な社会的支援につなげるために、地域包括支援センター、認

知症疾患医療センターを含む専門医療機関、相談・交流の場である認知症カフェやピア

サポート活動などの情報を提供することは重要である。基本法・基本計画の趣旨も踏ま

えるとともに、作成等の過程において、認知症の人や家族等の参画を得ながら、より分

かりやすい情報提供のあり方を検討することが有効である。なお、地域資源の状況やこ

れを踏まえた安心して暮らしやすい地域のあり方には常に変化があるため、認知症ケア

パスは、時宜に応じて修正・更新を加え、内容を周知していくことが必要である。ま

た、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるように、意思決定支

援の重要性の理解増進を図るため、認知症ケアパスに意思決定支援の内容を盛り込んで

いただきたい。 

 

○認知症ケアパスについての資料掲載先 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000076236_00006.html 
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18-8．相談体制の整備等について 

（１）「相談体制の整備等」について 

基本計画では、「相談体制の整備等」として、個々の認知症の人や家族等の状況を

それぞれ配慮しつつ、総合的に応じることができるようにするための体制の整備、認

知症の人や家族等が互いに支え合うための相談・交流の活動に対する支援、関係機関

の紹介、その他の必要な情報の提供及び助言等について記載されている。 

認知症の人や家族等が必要な社会的支援につながることができるように、相談体制

を整備し、地域づくりを推進していただくようお願いする。 

 

（２）「認知症の人と家族への一体的支援事業」について 

令和４年度より、市町村が実施する「認知症の人と家族への一体的支援事業」を推

進員の役割の一つに位置づけ、地域支援事業交付金の対象としている。 

この事業は、認知症の本人と家族が一緒に参加するプログラムを提供することによ

り、認知症の方の自信や意欲の向上、家族の介護負担感の軽減、ひいてはこれらを通

じて家族関係の再構築を図ることを目的としており、多くの自治体で実施されている。 

認知症介護研究・研修仙台センターが調査研究事業で作成した「立ち上げと運営の

手引き」を公開しており、令和５年度には「認知症の人と家族の一体的支援プログラ

ム学びあいプラットフォーム（オンライン研修会）」を通年で開催し、事業に取り組

んだ各地域の実践者による立ち上げや運営について発表や意見交換が行われた。これ

らについては、DC－NET にてダウンロード、あるいはオンラインアーカイブで視聴が

可能である。 

各都道府県におかれては、管内市町村に対し、上記参考資料・情報を周知いただく

ようお願いする。 

○認知症の人と家族の一体的支援プログラム（DC－NET） 

https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/meeting_center_support/ 

 

（３）伴走的支援事業の積極的な実施について 

認知症の症状に応じた生活上の諸課題について継続的に対応し、適切な情報提供、

生活環境の改善、家族関係の調整に向けた助言など、身近な地域で早い段階から相談

支援ができる体制が求められている。 

このため、令和３年度に、認知症総合戦略推進事業において、本人や家族に対して

日常的・継続的な支援を提供するための拠点を整備する「認知症伴走型支援事業」を

創設した。これは、市町村が、認知症高齢者グループホーム（認知症対応型共同生活

介護）や特別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護など地域の既存資源を活用し、

高齢者本人の生きがいにつながるような支援や家族の精神的・身体的負担軽減に資す

る助言等を継続的に行う「伴走型の支援拠点」を整備した際の人件費や間接経費を助

成するものである。これにより、地域における認知症の本人や家族に対する支援体制
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の充実を図ることを目的としている。 

令和２年度老人保健健康増進等事業において、公益社団法人日本認知症グループホ

ーム協会が当該事業の調査研究を実施し、事業実施に当たっての認知症高齢者グルー

プホーム向けの手引書（伴走型相談支援マニュアル）を作成している。 

また、令和６年７月事務連絡「認知症伴走型支援事業の積極的な活用について」に

おいて、認知症高齢者グループホーム以外のサービスにも参考となるよう、当該事業

の実施状況等を周知している。新たに事業の立ち上げを検討している自治体におかれ

ては、参考にされたい。 

引き続き、管内の市町村、介護事業者、関係団体、関係機関等に対し、当該事業を

周知いただくとともに、管内市町村において積極的な活用をお願いしたい。 

 

○伴走型相談支援マニュアル 

https://www.ghkyo.or.jp/user-rights/research-project-report 

 

 

（４）認知症に関する相談窓口の周知について 

「もしかして認知症では」と疑いを持ったときや、認知症と診断された直後には、

認知症であることを受容できず今後の見通しに不安を抱くことになる。こうした本人

や家族にとって、気軽に悩みを相談できる支援者の存在は大きな支えとなる。 

このため、地域包括支援センターや認知症疾患医療センターなどにおける相談支援

は、本人や家族にとって重要な基盤となることから、都道府県は、市町村に対し、認

知症に関する相談体制の整備や、広報誌・ホームページ等による周知に一層取り組ん

でいただくようお願いしたい。 

また、「介護サービス情報公表システム」では、市町村等に設置されて いる認知

症に関する相談窓口の名称や連絡先等を広く検索、閲覧することが可能である。 

都道府県におかれては、このシステムを広く周知いただくとともに、管内市町村等

に対し、掲載事項の入力への協力に取り組んでいただくよう、働きかけをお願いした

い。 
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18-9．認知症施策に関する令和８年度予算案について 

（１）認知症施策に関する令和７年度補正予算及び令和８年度予算案の概要について 

早期かつ切れ目なく自治体の認知症施策の推進等が図られるよう、令和８年度当

初予算に先がけて、令和７年度補正予算において、自治体が策定する推進計画の策

定支援に加えて、認知症の人と家族等の地域での居場所づくりの立ち上げ支援の予

算を前倒しで計上している。【再掲】（18-1．認知症施策推進計画の策定について 

参照） 

また、令和８年度予算案においては、認知症施策に関する予算として、約125億円

を計上しており、引き続き事業の着実な実施をお願いする。特に、近年新たに創設

された各種事業について、管内市町村において積極的に実施いただけるよう周知い

ただきたい。【再掲】（18-5．若年性認知症施策について 18-7．保健医療サービ

ス及び福祉サービスの提供体制の整備等について 参照） 

 

（２）【再掲】伴走的支援事業の積極的な実施について 

   18-8．相談体制の整備等について 参照 

 

（３）地域における認知症施策の底上げ・充実のための重点支援事業 

基本計画において、認知症の人が、居住する地域にかかわらず、自らの意向が十

分に尊重され、望む場で質の高い保健医療及び福祉サービスを適時にかつ切れ目な

く利用できるように、地域の実情に応じたサービス提供体制と連携体制を整備し、

人材育成を進めることとされている。 

各地域の認知症施策の充実・質の向上を図る観点から、令和８年度予算案におい

ても、各都道府県が計画的に認知症施策の充実・質の向上の取組を図る場合に必要

な経費に充当できる柔軟な事業を盛り込んでいるので、積極的な活用をお願いする。 
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共生社会の実現を推進するための認知症基本法等に基づく施策の推進（全体像） 老健局認知症施策・地域介護推進課
（内線3973）

「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」と令和6年12月に閣議決定した「認知症施策推進基本計画」に基づき、認知症になってからも、希望をもっ
て自分らしく暮らし続けることができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進していく。

１ 事業の目的 令和８年度当初予算案 125億円 （125億円）※ 左記（）内は前年度当初予算額

① 認知症の人に関する国民の理解の増進等 主な予算【67百万円の内数（73百万円の内数）：認知症サポーター等推進事業、認知症普及啓発等事業】
〇認知症サポーター等の養成 〇認知症への理解を深めるための普及・啓発

② 認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進 主な予算【94.2億円の内数（94.3億円の内数）：認知症普及啓発等事業、認知症総合支援事業、認知症
総合戦略推進事業】

〇チームオレンジの整備 〇広域的な認知症高齢者の見守りの推進 〇認知症の人と家族への一体的支援の推進 〇認知症バリアフリーの推進
〇認知症本人・家族に対する伴走型支援拠点の整備

③ 認知症の人の社会参加の機会の確保等 主な予算【93.8億円の内数（93.8億円の内数）：認知症総合戦略推進事業、認知症総合支援事業】
〇認知症本人のピア活動の推進 〇認知症カフェへの支援 〇若年性認知症支援体制の拡充

④ 認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護 主な予算【86億円の内数等（97億円の内数等）：地域医療介護総合確保基金の人材分等】
○認知症高齢者等の権利擁護に関する取組の推進

⑤ 保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等 主な予算【191.2億円の内数（202.4億円の内数）：認知症疾患医療センター運営事業、認知症総合
支援事業、認知症介護研究・研修センター運営事業、地域医療介護総合確保基金の人材分】

〇地域での認知症医療提供体制の拠点の支援 〇認知症初期集中支援チームの設置
〇認知症介護研究・研修センターの運営 〇認知症ケアに携わる人材育成の為の研修

⑥ 相談体制の整備等 主な予算【88億円の内数（88億円の内数 ）：認知症総合支援事業】
〇認知症ケアパス 〇認知症地域支援推進員の設置

⑦ 研究等の推進等 主な予算【13億円（13億円）：認知症研究開発、認知症政策研究事業】
〇認知症研究の推進等

⑧地方公共団体に対する支援 主な予算【0.2億円（0.3億円）：認知症施策推進計画の策定促進事業】
〇認知症施策推進計画策定支援事業

※金額については、再掲を含む２ 事業の概要

老健局関係分

・地方公共団体に対する支援 〇認知症基本法に基づく認知症施策推進事業【5.0億円】

（参考）令和７年度補正予算額 5.0億円
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18-10．その他 

（１）厚生労働省ホームページの掲載内容について 

厚生労働省ホームページにおいて認知症施策に関する情報や取組等を掲

載している。引き続き、ホームページの更なる充実を図るとともに、ＳＮ

Ｓを活用して定期的に情報発信していく。各自治体におかれては、ホーム

ページや広報誌で紹介いただくなど、周知にご協力いただきたい。 

  ○認知症施策ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaig

o_koureisha/ninchi/index.html 

○認知症施策・地域介護推進課 SNS 

（facebook「オレンジポスト～知ろう認知症～」） 
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19．その他 

(1)化学物質過敏症の利用者に対する配慮について 

柔軟剤などの香りで頭痛や吐き気がするという相談が消費生活センター等

にあることを踏まえ、消費者庁において厚生労働省を含む関係各省と協力のも

と、啓発ポスターを作成し、高齢者施設等に対する周知をお願いしているとこ

ろである。 

また、介護サービスの指定基準においては、「正当な理由がなくサービスの

提供を拒んではならない」と定められており、化学物質過敏症があることのみ

を理由にサービス提供を拒否することは、当該基準に抵触するので留意された

い。 

化学物質過敏症のある利用者など香りで困っている利用者へのサービス提

供にあたっては、例えば、香り付き製品の使用に関する配慮事項を利用者から

具体的に聞き取るなど、利用者に配慮した対応に努めるよう、管内の介護サー

ビス施設・事業所に広く周知されたい。 

 

○その香り困っている人も居ます（消費者庁） 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/index.htm

l#other_002  
 

 

 

(2)訪問系サービスに使用する車両等について  

① 訪問系サービスに使用する車両に係る駐車許可について 

訪問介護等の訪問系サービスに使用する車両については、訪問先に駐車

場所がないためにやむを得ず駐車禁止場所に駐車せざるを得ない特別な

事情がある場合には、状況に応じて、駐車場所を所轄する警察署長の許可

を受けることが可能となっている。 

このことについては、「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周

知について（依頼）」（令和６年３月 27 日厚生労働省医政局地域医療計画課

ほか連名事務連絡）により、関係者への周知を依頼しているところである

が、訪問入浴介護に使用する車両も駐車許可の対象に含まれることについ

ては、必ずしも十分に周知されていない状況も見受けられる。このため、

都道府県におかれては、貴管内の訪問系サービス事業者等に対し、改めて

本事務連絡の内容について周知を図られるよう、協力をお願いする。 

なお、訪問入浴介護の従事車両は、車両の使用形態によっては、駐車許

可ではなく、道路使用許可となる場合があることに留意されたい。 

   また、豪雪地域等において、大雪等により訪問先の駐車スペースを確保
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できない場合に備えて、都道府県が県内のコンビニエンスストアと包括連

携協定を締結し、事業活動に支障がない範囲で店舗駐車場を一時的に利用

できるようにしている取組や、都市部において、公団住宅の駐車場の空き

区画や共有駐車場を訪問介護サービス用の駐車スペースとして活用でき

るよう、自治体が主体的に調整を行っている取組など、訪問系サービスに

使用する車両の駐車スペースの確保に向け、地域の実情に応じた工夫を行

っている事例がみられるので、今後の取組の参考とされたい。 

 

② 訪問系サービスに使用する自転車の駐輪場所について 

特に都市部においては、訪問系サービスの移動手段として使用し駐輪し

た自転車が、利用者へのサービス提供中に、マンションの管理組合や地方

公共団体、地権者など当該駐輪場所の管理者等により撤去されるケースが

生じているとの指摘がある。 

こうした事案については、例えば、駅前広場等の駐輪の可否を自治体に

確認したり、私有地への一時的な駐輪の可否を、利用者が居住するマンシ

ョンの管理組合や私道の所有者等に事前に確認することに加え、当該自転

車が訪問介護サービスの提供に使用されているものであることが第三者

にも分かるよう、表示等の工夫を行うことなどによって、一律的な撤去を

防止することが可能である。 

このため、都道府県におかれては、貴管内の訪問系サービス事業者等に

対し、訪問時の駐輪スペースの確保について、当該駐輪場所を管理又は所

有する主体に事前に説明し、理解を得る等の対応を行うよう周知するとと

もに、介護が必要な高齢者が居住するマンションの管理組合や公営住宅の

管理者等に対しても、訪問系サービス事業者等から相談があった場合には、

空きスペースの一時利用等について協力いただくよう要請を行うなど、適

切な対応をお願いする。 

また、都道府県・市町村におかれては、訪問系サービスは介護保険法に

基づき提供されるものであることに鑑み、庁内の交通・住宅関係課室等と

も適切に連携しつつ、訪問系サービスの移動手段として使用する自転車が

適切に駐輪できるよう、自転車等の駐車需要の著しい地域等における一般

公共の用に供される自転車等駐車場の設置に努めるとともに、道路交通法

で定める道路以外の場所であって、条例に定める自転車放置禁止区域に駐

輪した場合であっても、深夜に急な連絡を受けて訪問した場合などやむを

得ない事情が認められる場合には撤去の対象外とするなど、地域の実情に

応じた柔軟な対応をご検討いただきたい。 
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○「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について（令和６年３月

22 日警察庁丁規発第 38 号）」別紙 

 
 

○大雪等災害時における訪問事業者等の駐車場臨時利用協力体

制について | 福井県ホームページ 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/ooyuki.html 
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(3)運営推進会議の負担軽減や質の向上について 

地域密着型サービス事業者は、おおよそ２月に１回以上（定期巡回・随時

対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護におい

てはおおよそ６月に１回以上）、運営推進会議（定期巡回・随時対応型訪問介

護看護においては「介護・医療連携推進会議」。以下「運営推進会議等」とい

う。）を開催することとされている。 

令和５年度に実施した老人保健健康増進等事業（「地域密着型サービス事

業所における運営推進会議等に関する調査研究事業」）において、運営推進会

議等の実施状況等を調査したところ、半数以上の事業所が、運営推進会議等

の機能として、「事業所の運営状況や取組に関する情報を、構成員等に提供す

る場となること」、「事業所と地域のつながりを実感する場となること」、「事

業所の運営状況や取組について構成員等から意見を得る場となること」等を

実感していることが確認されており、また、その開催頻度については、６割

以上の自治体が「適切である」と回答しているところである。 

 その一方で、特に小規模な事業所や市町村においては、当該会議への出席

や準備が大きな負担になっている場合もあるものと承知している。 

このため、これまでも複数の事業所での合同開催やテレビ電話装置等を活

用した実施を認めるなど運営推進会議等の開催に係る負担軽減のための取

組を行ってきたほか、令和５年度老人保健健康増進等事業の報告書において

は、書面開催や複数事業所の合同開催といった市町村等の業務負担軽減に資

する方策の具体的な実例をとりまとめている。 

加えて、当該報告書では、運営推進会議等が効果的に開催されるよう、講

師を招いた研修会の実施や災害対応の訓練の実施など内容を充実すること

で質の向上を図っている取組例等についても紹介しているので、各市町村に

おかれては、こうした事例を参考に、運営推進会議等の負担軽減や質の向上

を図るようお願いしたい。 

なお、地域によって人口規模や地域特性が異なることから、運営推進会議

等の開催頻度を定めた基準については、厚生労働省令で定める基準を十分参

照した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めること

は許容される。このため、地域密着型サービス事業者や市町村において運営

推進会議等の開催に係る負担の軽減を図るための取組について十分に検討

した上で、それでもなお当該基準に基づく開催頻度での実施が困難な場合に

は、会議の質を確保することが前提にはなるが、各自治体の判断により、例

えば、２月に１回以上の開催頻度を、３月又は４月に１回以上と設定するな

ど、要件を弾力化することは制度上可能である。 

なお、本項目については、令和７年地方分権改革に関する提案募集におけ

る地方公共団体からの提案も踏まえた対応である。 
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